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(民事）

●1公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市
に対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った政務活動に関し不当利得返還請求
権を有することはない

2公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市
に対じ議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有することはない

（令和4年（行上）第317号・令和5年12月12日第三小法廷判決破棄自判）

●国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成24年法律第99号） 1条
の規定のうち､国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置等について定め
る部分は、憲法25条、 29条に違反しない

（令和4年（行ツ）第275号・令和5年12月15日第二小法廷判決棄却）
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(民事）

●1筆の土地の－部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保
全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合における保全
の必要性の有無

（令和5年（許）第9号・令和5年10月6日第三小法廷決定破棄差戻し）

●1共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場
合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき

額

2共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場
合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう 「訴訟の準備及び追行に必要な費
用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額

（令和5年（許）第1号・令和5年10月19日第一小法廷決定破棄差戻し）

●吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って上記会社に対して委
任状を送付したことが会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当た
るとされた事例

（令和4年‘(許）第11号・令和5年10月26日第一小法廷決定破棄自判）

●遺言により相続分がないものと指定され、遺留分侵害額請求権を行使した相続人は、特別寄与
料を負担するか

（令和4年（許)第14号・令和5年10月26日第一小法廷決定棄却）

’

I

Ｉ
Ⅲ
四
１

１
卜
回
Ｌ
Ｉ
Ｐ
ｒ
Ｉ
ｌ
ｒ
０
ｂ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｂ
■
■
■
■
！
Ｌ
■
ｆ
Ｂ
８
且
■
■
■
■
■
ｒ
Ｏ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■
。

。
■
ｂ
８
ｌ
Ｉ

．

ｒ

字

■

■

《

■

‐

ｒ

Ｉ

５

１

１

１

ｉ

昨

日

且

■

Ｉ

Ｏ

Ｉ

ｊ

■

Ⅱ

０

Ｉ

Ｒ

Ｄ

■

Ⅱ

９

０

■ 0

■

－－_ ■ 一qｰー

－－－画一＝万 .－一一△一一
ーー一一

1



裁判所時報 令和6年1月15日第1830号L一
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1(刑事）

●第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不
当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決の拘束力を有する，
判断の範囲

（令和4年（あ）第655号，令和5年10月11日第一小法廷決定棄却）

●個人として免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因と、法人の代表者として法人
の業務に関し免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因との間に公訴事実の同一性
が認められた事例

（令和3年（あ）第1752号･令和5年10月16日第一小法廷決定棄却）
I

◎最高裁判所裁判例要旨-γ…一一……鼠………………一一……………………一…－－－……….……9
．(民事）

●当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、訴えの取下げがあったも
のとみなされないとした原審の判断に民訴法263条後段の解釈適用を誤った違法があるとさ
れた事例

（令和4年(許)第21号・令和5年9月27日第三小法廷決定破棄自判）

◎資料･……-…‐…-……………………………-…:……も……………･………一一…･-……………….…零-………….10
●令和6年度予算(案)の概要
●令和6年度予算（案）施設主要案件
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●人事異動（12月15日～12月22日）
●令和6年度裁判所書記官任用試験第1次試験問題
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●裁判官の報酬等に関する規則の一部を改正する規則
●刑事訴訟規則等の一部を改正する規則について

●大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律について
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●民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
●児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

’
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令和6年1月15日第1830号裁判所時報

のとおり、令和元年5月分から令和2年2月分までの

議員報酬並びに令和元年6月分及び同年12月分の期
末手当の合計額から源泉徴収税額を控除した1001

万0611円（以下「本件議員報酬等」という。 ･ )を
支給した｡．

（3）被上告人は、令和元年6月19日、被上告人の

みを所属議員とする会派（以下「本件会派」という。 ）
を結成した。

上告人は、本件会派に対し、第1審判決別紙2のと

おり、令和元年7月分から令和2年2月分までの政務
活動費合計410万4000円（以下「本件政務活動
喪」 という｡ ）を交付した。

2本件は、上告人が、被上告人に対し、本件有罪

判決が確定したため、被上告人の上記の当選は公職選

挙法251条の規定により無効となり、被上告人は遡っ

て市会議員の職を失ったなどとして、本件議員報酬等

相当額及び本件政務活動費相当額の不当利得の返還等
を求める事案である。被上告人は、上記各相当額と同

額の不当利得返還請求権を自働債権とする相殺の抗弁

を主張するなどして、上告人の請求を争っている。

第2上告代理人岩本安昭、同竹村真紀子の上告受
理申立て理由のうち政務活動費に関する部分について

1原審は、前記事実関係の下において、本件有罪
判決が確定したため、被上告人の前記当選は公職選挙

法251条の規定により無効となり、本件政務活動費
の交付は遡ってその法律上の原因を欠くこととなるか

ら、上告人は本件会派の唯一の所属議員であった被上
告人に対し本件政務活動費相当額の不当利得返還請求

権を有するなどとした上で、要旨次のとおり判断し、

被上告人の相殺の抗弁を一部認めて、上告人の不当利

得返還請求を相殺後の残額の限度で認容すべきものと
じた。

上告人は、本件会派が、本件有罪判決が確定する前

に、本件政務活動費の一部を大阪市会政務活動費の交
付に関する条例（平成13年大阪市条例第25号）で

定められた経費の範囲で使用して相応の調査研究等を

行ったことによる利益を受けたものといえるから、被

上告人は、上告人に対し、上記一部に相当する額の不

当利得返還請求権を有する。

2 しかしながら、原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである。

上記条例に基づき交付される政務活動費は、市会議

員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費
の助成として交付されるものであって、同条例5条所
定の政務活動（以下、単に「政務活動」という。 ）の

対価として交付されるものとはいえず、公職選挙法2

51条の規定により遡って市会議員の職を失った当選

人を唯一の所属議員とする会派が政務活動を行ってい

裁判例

民事

◎1 公職選挙法251条の規定により遡っ
て大阪市の議会の議員の職を失った
当選人は、同市に対し当該当選人を
唯一の所属議員とする会派の行った
政務活動に関し不当利得返還請求権
を有することはない

2公職選挙法251条の規定により遡っ
て大阪市の議会の議員の職を失った
当選人は、同市に対し議員として行っ
た活動に関し不当利得返還請求権を
有することはない

件名不当利得返還請求事件

最高裁判所令和4年（行上）第317号

令和5年12月12日第三小法廷判決 破棄自判

上告人大阪市

被上告人Y

原 審大阪高等裁判所

主 文

1原判決を次のとおり変更する。

第1審判決を次のとおり変更する。

被上告人は、上告人に対し、 1411万46

11円及びうち1342万0943円に対す

る令和2年2月14日から、 うち69万36

68円に対する同月17日から各支払済みま

で年5分の割合による金員を支払え。

2訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理 由

第1事案の概要

1原審の適法に確定した事実関係の概要は、次の
とおりである。

(1)被上告人は、平成31年4月7日に行われた大
阪市の議会の議員（以下「市会議員」という。 ）の選

挙に当選した。

被上告人は、令和元年9月6日、上記選挙に関し、

公職選挙法221条3項1号、同条1項1号の罪（公

職の候補者による買収）により懲役1年、 5年間執行

猶予の有罪判決（以下「本件有罪判決」という。 ）を

受け、本件有罪判決は、令和2年2月13日に確定し

た。

（2）上告人は、被上告人に対し、第1審判決別紙1

1



裁判所時笥報 令和6年1月15日第1830号

たからといって、その活動により上告人が利益を受けいうことはできない。
たと評価することはできない。 3以上によれば､上記相殺の抗弁は全部認められ
そうすると、上記当擬人は、 －卜舎人に対1/‐ 卜記全

ないところ、これを一部認めた原審の判断には、判決
、勉丘1た雌猛動&星関L.不当利得仮環請求権券右

一に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、論
二通_こ_とはな』△というべきﾆ直過る令一 旨は理由がある。
したがって、被上告人は、上告人に対し、上記1の ． そして、前記事実関係及び上記2に説示したところ
相殺の抗弁に係る不当利得返還請求権を有するものと によれば､上告人の本件議員報酬等相当額の不当利得
いうことはできない。 返還請求及びこれに対する民法704条前段所定の利
3以上によれば、上記相殺の抗弁は全部認められ息の請求は全部理由がある。
ないところ、これを一部認めた原審の判断には、判決 第4結論
に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、論 以上の次第で、原判決を主文第1項のとおり変更す
旨は理由がある。 ることとする。
そして、前記事実関係及び上記2に説示したところ よって、判示第3につき裁判官今崎幸彦の反対意見
によれば、上告人の本件政務活動費相当額の不当利得があるほか､裁判官全員一致の意見で､主文のとおり
返還請求及びこれに対する民法704条前段所定の利判決する。なお、判示第3につき裁判官林道晴の補足
息の請求は全部理由があ･る。 意見がある。
第3上告代理人岩本安昭、同竹村真紀子の上告受． 裁判官林道晴の補足意見は、次のとおりである。
理申立て理由のうち議員報酬等に関する部分について 私は、多数意見に賛同するものであるが、判示第3
1原審は、前記事実関係の下において、本件議員につき、今崎裁判官の反対意見があることを踏まえ、
報酬等の支給は遡って法律上の原因を欠くこととなる補足して意見を述べておきたい。
.から、上告人は被上告人に対し本件議員報酬等相当額 判示第3では、公職選挙法251条の規定により遡つ
の不当利得返還請求権を有するなどとした上で、要旨て市会議員の職を失った当選人が市会議員として行っ
次のとおり判断し、被上告人の相殺の抗弁を一部認めた活動をどのように評価するかが問題となっている。
て、上告人の不当利得返還請求を相殺後の残額の限度 同条の規定により当選の効力は遡って失われるもの
で認容すべきものとした。 と解されるところ、多数意見が説示するとおり、同条
上告人は、被上告人が、本件有罪判決が確定する前が当選の遡及的無効を規定した趣旨に照らせば、上記
|に､逮捕､勾留されていた期間を除き､市会議員とし 当選人が失職するまでに行った活動は正当に選挙され
て相応の活動を行ったことによる利益を受けたものと た市会議員による活動ではないというほかなく、上告
いえるから、被上告人は、上告人に対し、上記期間を人との関係で価値を有しないものど評価せざるを得な
除く期間について支給された議員報酬及び期末手当のい｡今崎裁判官は､被上告人が外形上市会議員として
額に相当する額の不当利得返還請求権を有する。 活動したこと.は事実として残るから、その活動につい
2 しかしながら、原審の上記判断は是認すること ても相応の評価をすべきであるが、その性質上、裁判
ができない。その理由は、次のとおりである。 所が議員の活動の内容に立ち入ってその活動の客観的

毒:蕊瀧議繍鴬灘職:懸朧｜
挙の公明、適正を著しく害したものというべきであり、 の額と同額とみなさざるを得ないとする。しかしなが
同条は、このような点に鑑み、上記の場合における当 ら、裁判所が議員の活動の内容に立ち入ってその活動
選の効力を遡って失わせることとしているものと解さ の客観的価値を評価するのが困難であり、かつ、相当
れる。このことからすれば、同条の規定により遡ってでないことは、そのとおりであるが、上記当選人が失
市会議員の職を失った当選人が市会議員として活動を職するまでに行った活動には法的に暇疵があることが
行っていたとしても、それは上告人との関係で価値を明らかであるにもかかわらず正規の議員報酬等の額と
有しないものと評価せざるを得ない。 完全に同等の価値を有するものと評価するというのは、
そうすると、上記当撰人ば上豊人l皇竝し.宙会議現行法の解釈としては無理があるというべきである。
貝と｣ニエ丘1た活動lこ関し不当到織還請求腫直 もっとも、被上告人が外形上市会議員として活動し
するごとばないというべ費でお鳥一 たことが事実として残ることは、今崎裁判官の指摘す

相維懸犀警耒薑鑪迄撫麗為驫f1穂撚怠鰈童齪鴛繍孟織

められ

、判決

り、論

（

、

2



令和6年1月1．5日第1830号裁判所時報

あり、その性質上同条の効果が及ぶのも議員報酬等の

請求権の遡及的な消滅までであって、その結果として
発生する民事上の法律関係にまでその規律が及ぶと解
するのは困難である。また、議員報酬等について定め
る地方自治法203条が議員資格を失った者の権利に

触れるものでないことは文面上明らかである。さらに、

当選無効となった議員の加わった議会の議決について

は、直ちには効力に影響せず、同法176条4項によ
る再議の原因になると解するのが一般である。これな

どは、当該議決に暇疵があることを認める一方で、議‘

員による活動についても何がしかの価値を認めている
ことの証左といえるが、そうであれば、その活動につ

いても相応の評価をするのが筋であろう。以上要する

に、現行法の限りでは、議員資格を失った者について、

議員として活動したことに基づく不当利得返還請求権
の存在を否定する根拠はないというほかなく、本件に
おいても上告人が被上告人に対し不当利得の返還義務

を負うことは認めざるを得ないというべきである。

選挙犯罪を行い議員資格を失った者に不当利得返還

請求権として労務提供の反対給付に係る利益の保持を

許すとしても、あくまでも当該労務の客観的評価に基

づくべきであって、正規の議員報酬等の額と同額とし

なければならない必然性があるわけではない。しかし、

議員の活動はその性質上広範かつ多種多様であり、職

務（役務）と議員報酬等との間には対価関係があると

はいえ、それは抽象的なものであって、裁判所がその

内容に立ち入って客観的価値を評価することは困難で

あるし､､相当でもない。そのような理由から、結論と

して、本件においては、被上告人の保持すべき利益は、

議員として職務を遂行する立場にあった期間に見合う

正規の議員報酬等の額と同額とみなさざるを得ないと

考える。もとより、然るべき実体要件と適正な手続の

下、適切な立場にある者の判断により正規の額から減

ずる（多数意見のようにゼロと評価する）ことは政策

として十分にあり得ることである。そうした制度を設

けていれば、選挙の公正を害した人物に利益を得させ

ることによる不条理を感じることもないであろう。し

かしながら、本件でそうした手当てはされていない。

以上の理由から、私は、被上告人の相殺の抗弁を一

部認めた原審の判断は、これを是認すべきであると考
えるものである。

(裁判長裁判官林道晴裁判官宇賀克也裁判官
長嶺安政裁判官渡邉恵理子裁判官今崎幸彦）

認めるのが相当といえる場合もあり得ようが、そのた
めにはそれを根拠付ける措置が必要である。この点は、

例えば、議会において上記当選人の活動の評価につい

て審議をし、それに基づく議決をすることにより上記
当選人に対する不当利得返還請求権を一定程度限定す

ることにするなど、どのような場合にどのような手続

の下でどの程度の利益の保持を認めるか等について一

定のルールを定めておくことも考えられよう。いずれ

にせよ、従前は、上記当選人に支払われた議員報酬等

の取扱いについて十分な議論がされることなく、上記

当選人に対する不当利得返還請求をしないとの運用が

行われてきたようにうかがわれるが、他の地方公共団

体も含め、本判決を機にこうした問題についての議論
が尽くされることを期待したいところである。

裁判官今崎幸彦の反対意見は、次のとおりである。

私は、多数意見の第3、すなわち原判断のうち議員

報酬及び期末手当（以下「議員報酬等」という。 ）に

関する部分については、多数意見と異なり、原判断は

これを是認すべきであると考える。

被上告人は、市会議員選挙に当選したものの、公職
選挙法221条3項1号、同条1項1号の罪により有
罪の確定判決を受けたものであり、同法251条は、
当選人がその選挙に関し所定の罪を犯し刑に処せられ

たときはその当選人の当選は無効とすると規定し、同

条による無効の効果が当選時に遡って生じると解され

るため、被上告人は当初からその職に就いていなかっ

たことになる。そして、被上告人に支給されていた議

員報酬等は、同条により請求権が遡って消滅するに至っ

た。

問題は、以上を前提とした上で、有罪判決の確定前

に被上告人が市会議員として行った行為をどう評価す

るかである。すなわち、たとえ資格を欠いていたとし

ても、被上告人が外形上市会議員として活動したこと

は事実として残るのであり、上告人は、被上告人によ

る法律上の原因を欠いた労務の提供により利益を受け

た（ここでいう利益の評価については後に述べる。 ）

ことになるのであるから、被上告人が上告人に対し不

当利得返還請求権を取得することは否定できないよう

に思われる。議員として活動したことに基づく議員報

酬等の請求権と、議員としての資格を失ったことを前

提とする議員報酊||等相当額の不当利得返還請求権とは、

両立しない発生原因事実を前提とする別個の権利であ

る。多数意見は、この不当利得返還請求権は発生しな
いという趣旨と思われるが、その論証が尽くされてい

るかについては疑問がある。

前述のとおり、議員報酬等の請求権が失われるのは

公職選挙法251条によるが、同法はあくまでも地方

公共団体の議会の議員等の選挙について定めた法律で
I
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を改正する法律等の
(平成24年法律第9
ち、国民年金法によ

支給される年金額の水準を「特例水準」という。 ） 。
この結果、平成14年度においては、特例水準と本来
水準との間でおおむね1． 7％のかい雛が生ずること
となった。

また、平成15年度及び平成16年度の各年金額に
ついても、物価指数の下落を踏まえて竿金額の改定に
係る特例法がそれぞれ制定され、給付額が減額された
ものの、上記かい離は維持された。

． (2) このような中で、国民年金法等の一部を改正す
る法律（平成16年法律第104号。以下「平成16
年改正法」という。 ）が制定され、物価スライド制が
廃止されるとともに､老齢年金の保険料水準を将来的
に固定することとした上で、物価や賃金の変動を基準
として年金額を改定することとした｡そして、国民年
金事業及び厚生年金保険事業の財政の均衡（保険料及
び国庫負担の額並びに給付に要する費用の額等を踏ま
えた収支の均衡）を保つことができないと見込まれる
などの所定の条件の下で、上記の改定に際して公的年
金被保険者等総数の変動率と平均余命の伸び率を勘案
して年金額を定める制度（以下「マクロ経済スライド
制」という。 ）が導入された（平成16年改正法によ
る改正後の国民年金法16条の2， 27条の4及び2
7条の5並びに厚生年金保険法3.4条、 43条の4及
び43条の5） 。

また、平成16年改正法においては、特例水準を直
ちに解消することとはされず、同法の施行後に物価指
数が上昇しても特例水準による年金額を増額改定しな
いこととした上､上記施行後の物価や賃金の上昇によ
り本来水準（同法による改正後は、同法の規定による
年金額の水準を指す。以下同．じ･ ）による年金額が上
昇して特例水準による年金額を上回ることによって特
例水準を解消することとされた。そして､ ，特例水準に
よる年金額の給付を受ける年金受給権者については、
マクロ経済スライド制を適用しないこととされ、特例
水準が解消された時点で同制度を適用することとされ
た。

（3） しかし、平成16年改正法の施行後も物価指数
の下落が生ずるなどした結果、特例水準は解消されず、
かえって平成23年度には、特例水準が本来水準をお
おむね2． 5％上回る状況となっていた。加えて、政
府が平成22年3月頃に公表した国民年金事業及び厚
生年金保険事業の財政の現況及び見通し（国民年金法
4条の3第1項、厚生年金保険法2条の4第1項）に
関するレポー.卜においては、我が国の少子高齢化が平
成16年改正法の制定時に想定されていたよりも急速
に進展する見込みとなったこと、また、国民年金及び
厚生年金の各収支における赤字が増大する傾向にある
ことが示されていた。

る年金たる給付等の額の計算に関する経
過措置等について定める部分は、憲法2
5条、 29条に違反しない

件名年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取
消等請求事件

＄
－

一

最高裁判所令和4年（行ツ）第275号

令和5年12月15日第二小法廷判決棄却
－

上告人X1 ほか94名

被上告人国

・原 審大阪高等裁判所
主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。
理 由

上告代理人佐伯雄三ほかの上告理由にづいて

1本件は、国民年金法上の老齢基礎年金及び厚生
年金保険法上の老齢厚生年金（以下、併せて「老齢年
金」という。 ）の一方又は双方の受給権者である上告
人らが、厚生労働大臣から、各自の老齢年金の額を改
定する旨の処分を受けたことから、被上告人を相手に、
その取消し等を求める事案である。

2原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次
のとおりである。

（1）老齢年金制度においては昭和48年から、前年
度又は前年において年度平均又は年平均の全国消費者
物価指数（以下、単に「物価指数」という。 ）が前々
年度又は前々年から変動した場合、その比率等を基準
として年金額を改定する仕組みが導入されていた（以
下、上記の改定に係る制度を「物価スライド制」とい
う。 ） 。

もつとも、平成12年度から平成14年度までの各
年金額については、平成12年度における国民年金法
による年金の額等の改定の特例に関する法律、平成1
3年度における国民年金法による年金の額等の改定の
特例に関する法律及び平成14年度における国民年金
法による年金の額等の改定の特例に関する法律（以下、
併せて「物価スライド特例法｣という。 ）がそれぞれ
制定され、物価スライド制の下での減額改定は行われ
ず、平成11年度の額に据え置かれた（以~ド、物価ス
ライド特例法が適用されなかったと仮定した場合の本
来の年金額の水準を「本来水準」といい、上記の据置
きを契機として生じた、本来水準よりも高い、実際に

*

’
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このような状況を踏まえ、国民年金法等の一部を改

正する法律等の一部を改正する法律（平成24年法律
第99号。以下「平成24年改正法」という。 ）が制
定された。同法においては、平成25年度又は平成2
6年度に物価や賃金が上昇しない場合であっても、特
例水準を平成27年度の開始時点までに3年度にわたっ
て段階的に解消することとした（1条).。 ’
3上告理由のうち憲法25条及び29条違反をい

う部分について

(1)所論は、平成24年改正法1条の規定のうち、

国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する
経過措置、平成25年度及び平成26年度における国

民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経
過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保
険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過
措置の特例について定める部分（以下「本件部分」と
いう。 ）が憲法25条及び29条に違反する旨をいう

ものと解される。

（2）前記事実関係等によれば、平成24年改正法1
条は特例水準を3年度にわたって段階的に解消するも
のであるところ、特例水準は、それが生じた経緯に照

らし、当初から、将来的に解消されることが予定され

ていたものといえる。このような特例水準による年金

額の給付を維持することは、賦課方式（現在の年金受

給権者に対して支給される年金給付の財源を、主に現
役世代が負担する保険料によって賄う方式）を基本と

する制度の下で現役世代に本来の負担を超える負担を

強いることとなり、また、現役世代が年金の給付を受

けるようになった際の財源を圧迫することにもつなが

るものと考えられる。そして、平成24年改正法の制

定時には、今後、我が国の少子高齢化の進展に伴い、

現役世代の保険料や税の負担能力が更に減少する一方
で、支給すべき老齢年金の総額が更に増加することが

合理的に予測されていたものである。

これらの点に加え、特例水準の解猪が、我が国にお

ける少子高齢化の進展が見込まれる中で、世代間の公

平に配慮しながら前記の財政の均衡を図りつつ年金制

度を存続させていく.ための制度として合理性を有する

ものとして構築されたマクロ経済スライド制の適用の

実現につながるものであることをも踏まえれば、特例

水準によって給付の一時的な増額を受けた者について

一律に特例水準を解消することは、賦課方式を基本と

する我が国の年金制度における世代間の公平を図り、

年金制度に対する信頼の低下を防止し、また、年金の

|財政的基盤の悪化を防ぎ､もって年金制度の持続可能
性を確保するとの観点から不合理なものとはいえない。

以上によれば、立法府において上記のような措置を
とったことが、著しく合理性を欠き、明らかに裁量権

の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるという
ことはできず、年金受給権に対する不合理な制約であ

るともいえない。

（3） したがって、本件部分は憲法-2-5-条今-2-9-条l皇
謹庁する*､のしはいえない、 ．

以上は、当裁判所大法廷判決（最高裁昭和51年
（行ツ）第30号同57年7月7日大法廷判決・民集
36巻7号1235頁、最高裁昭和48年（行ツ）第
24号同53年7月12日大法廷判決・民集32巻5
号946頁及び最高裁平成12年（オ）第1965号、

同年（受）第1703号同14年2月13日大法廷判
決・民集56巻2号331頁）の趣旨に徴して明らか

である。これと同旨の原審の判断は正当として是認す

ることができる。論旨は採用することができない。

4上告理由のうち憲法98条2項違反をいう部分

について

論旨は、憲法98条2項違反をいうが、その実質は
単なる法令違反を主張するものであって、民訴法31
2条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当し
ない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。なお､.裁判官三浦守、同尾島明の各補足意見
がある。

裁判官三浦守の補足意見は、次のとおりである。

私は、法廷意見に賛同するものであるが、憲法25

条に関する点について考えるところを補足して述べる。

1憲法25条1項は、福祉国家の理念に基づき、

全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得
るよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言し、

同条2項は、上記理念に基づき、社会的立法及び社会

的施設の創造拡充に努力すべきことを国の責務と．して

宣言したものであり、同条1項は、国が個々の国民に

対して具体的・現実的に上記のような義務を有するこ

とを規定したものではなく、同条2項によって国の責
務であるとされている社会的立法及び社会的施設の創

造拡充により個々の国民の具体的・現実的な生活権が

設定充実されていくものと解される（法廷意見が引用

する最高裁昭和57年7月7日大法廷判決参照） 。国
民年金制度は、このような同条の趣旨を実現するため

に設けられた社会保障上の制度であり、老齢、障害又
は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国

民の共同連帯によって防止することを目的としている

（国民年金法1条） 。

本件では、老齢年金制度において導入されていた物

価スライド制の下で物価スライド特例法を契機として
生じた年金額の特例水準について、これを3年度にわ

たって解消する旨を定める平成24年改正法1条のう

ち、本件部分の憲法適合性が問題となっている。

5
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|金曼繍こ奮囎こ菫簾繍鬘鱸懸
減少する上、このような年金額の給付のみでは、他に
収入や資産等の少ない者の生活の安定を図ることが困
難であることは否定できず、そのことは、近年におけ
る生活保護の被保護世帯の高齢化等の状況からもうか
がわれる。本件部分が憲法25条に違反するか否かの
判断において、これらの点は、国会の裁量を前提とし
ながら、生活保護制度を含め、国が創造拡充すべき社
会保障制度全体の中で、個々の国民の具体的・現実的
な生活権の設定充実という観点から考慮される事情で
ある。

そして、年金制度は、憲法25条を踏まえ上記目的
で設けられた制度として、その持続可能性を確保する
必要があるところ、特例水準は、当初から、将来的に
解消されることが予定されていたことに加え、少子高
齢化の進展が予測される中で、賦課方式を基本とする
年金制度における世代間の公平の確保、年金制度に対
ずる信頼の低下の防止、年金の財政的基盤の悪化の防
止等が要請されることからすると、特例水準の解消に
伴う年金額の水準等を考慮してもなお、本件部分に係
る立法措置が、著しく合理性を欠き、明らかに裁量権
の鮠囲を逸脱し又はこれを濫用したものということは
できない。

2 もとより、高齢者を含む全ての国民が最低限度
の生活を保障され、健やかに充実した日常生活を送る
ことができるよう、年金、医療、福祉、公的扶助等を
含め、社会保障等の向上及び増進を図ることは、憲法
25条が定める国の責務であ．る。社会における諸事情
の変化に応じて制度を見直す必要があるが、国民の様々
な要因による困窮を回避するため、持続的な制度の下
で、現に困難を抱える個人が必要な給付や支援を円滑
に受けられることが肝要であり、適切な施策の充実が
求められる。

裁判官尾島明の補足意見は、次のとおりである。
私は、法廷意見に同調するものであるが、論旨に鑑

み、法廷意見の趣旨について考えるところを敷桁して
意見を述べる。

1法廷意見の判断手法について

法廷意見は、本件部分が憲法に違反するものでない
ことは最高裁昭和51年（行ツ）第30号同57年7
月7日大法廷判決・民集36巻7号1235頁（以下
「昭和57年大法廷判決」という。 ）等の趣旨に徴し
て明らかであるとする。

本件では、老齢等によって国民生活の安定が損なわ
れることを国民の共同連帯によって防止し、もって健

全な国民生活の維持及び向上に寄与すること （国民年
金法1条） 、労働者の老齢等について保険給付を行い、

’

|鰯麗嘉も蕊燃鯆覺嚇嚇
の間の衡平（世代間の衡平もその重要な要素である。 ）
などを総合的に考慮しなければならない。これらの諸
事情を的確に把握して、制度設計をするにはそれにふ
さわしい専門的知見と能力を有する機関がその任に当
たることが必要である。また、これらの諸事情につい
ての認識や年金制度の在り方に関する国民各層の意見
も、その置かれた立場や政治的信条により.様々であり、
時には先鋭な対立が生ずることもあり得るといえる。
これらを総合調整し、その時点において合理的と考え
る仕組みを作り上げていく作業は、統治機構のうちで
も政治部門が担うのが適切であって、これを国民の側
からみると、民主主義的なプロセスによって実現すべ
‘き課題であるということができる。そうすると、その
プロセスの最終的な帰結は、正当に選挙された代表者
によって構成される国会がその広い裁量によって実現
したところによるのを原則とするのが、憲法の予定す
る三権分立の統治構造であるというぺきである。
昭和57年大法廷判決は、 「 （憲法25条の）規定
を現実の立法として具体化するに当たっては、国の財
政事情を無視することができず、また、多方面にわた
る複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれ
に基づいた政策的判断を必要とするものである。した
がって、憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的に

どのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府
の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性
を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないよ
うな場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない

事柄であるといわなければならない。 」と判示するが、
これは、上記のような考慮を踏まえたものであると解
することができ、本件部分のような制度の合憲性を審
査する基準として、適切なものであるということがで
きる。

なお、上告人らは本件部分が憲法29条に違反する
旨も主張するが、財産権の侵害の有無が問題になり得
る法制度には、様々な類型・態様のものがあり、同条

違反が認められるか否かの審査に当たってはそれらI

6
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驚豐鱗1こ至善煎剛毫辮駕篁鰯こ’
ついて、特例水準による年金額を受給できるものとし

て制定されていた法律を改めて、受給額を減ずること
とする新法律を制定したことが財産権の侵害であると
いうのであるが、法廷意見が判示する上記年金受給権
の内容等に照らせば、上告人らの主張の実質は、憲法
25条違反の主張と大きく変わるところがないので、

最高裁昭和48年（行ツ）第24号同53年7月12
日大法廷判決・民集32巻5号946頁及び最高裁平

成12年（オ）第1965号、同年（受）第1703
号同14年2月13日大法廷判決・民集56巻2号3

31頁の趣旨にも徴した上、同条違反の主張と併せて

判断すれば足りるものというべきである。
2制度後退禁止原則について

上告人らは、憲法25条2項が、 「国は、すべての

生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない。 」と規定し
ていることから、一旦具体化した国民の生活水準を低

下・後退させる場合には、裁量の幅は狭まり、相応の
正当化が要求されるという制度後退禁止原則を定めて

おり、これは立法による不利益変更にも妥当する旨主
張する。しかしながら、何をもって制度が後退したと

評価するのか、法律によって作られた制度の保護水準
がその後の改正法によって引き下げられると憲法に違
反することになるというとき、憲法と法律の各規範の
相互関係をどのように考えているのかなど暖昧な点が
多く、法律の憲法25条適合性の審査に際して参照す
るのに適切な成熟した法理ないし基準であるとはいい

難いように思われる。本件において、そのような制度
後退禁止原則の存在を前提に、年金給付額の引下げが
されたことが直ちに制度の後退に当たるとして、本件

部分が厳格な審査に服し、憲法25条に違反すること
となるとの主張が採用し難いことは明らかである。

3立法の判断過程審査について

上告人らは、本件部分の憲法25条適合性を審査す

るに際しては判断過程審査の考え方を援用すべき旨主

張する。しかし、国会に一定の裁量権が付与されてい

る法律の規定の憲法適合性を裁判所が審査する場合に

は、まず当該規定の規範内容を確定し、これにより確

定された客観的規範内容が憲法に抵触するか否かを判

断するのであって、これとは別の観点からの検討、す
なわち立法府が立法の過程において必要な事実を検討

したか、みるべきでない事実を考慮していないか、前
提とする事実関係に誤りはないかなど立法過程での審

査・検討状況が十分か不十分か等が直ちに憲法適合性

を左右することになるわけではない。このことは、行

政庁の個別具体的な処分が裁量権の範囲の逸脱又は濫

用に当たるか否かを裁判所が審査することとは異なる
面があるものであるといえる。

もちろん裁判所が行う違憲立法審査の過程で、審査
の前提として規定の趣旨・目的、立法措置の必要性・
相当性を基礎付ける立法事実等を踏まえることが必要
なことがあり、このようなことは、これまでも事案に
応じて行われてきたものであるが、これをもって上告
人らがいう立法の判断過程審査と考えてはこなかった
のではないか。

このように、上告人らがいう立法の判断過程審査の

具体的な内容自体、立法権と司法権との関係を踏まえ
た上で、その理論としての必要性、明確性､､有用性等
が成熟したものになっているとは考えられず、法廷意
見が判示するように本件部分の規範内容自体が不合理
なものとはいえない以上、本件において立法の判断過

程審査を求める上告人らの主張は採用し難いといわざ
るを得ない。

(裁判長裁判官尾島明裁判官三浦守裁判官
草野耕一裁判官岡村和美）

’
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得た額に限られる。

共同l-/て訴えを提起した各原告の

算したものを訴訟の目的の価額と
て、各原告につき民訴法82条

「訴訟の準備及び追行に必要な費
すべき訴え提起の手数料の額は、
の価額を基礎として算出される訴

最高裁判所判例要旨 2

民事

○1筆の土地の一部分についての所有権移
転登記請求権を有する債権者が当該登記
請求権を被保全権利として当該土地の全
部について処分禁止の仮処分命令の申立
てをした場合における保全の必要性の有
鉦

の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た
額である。

○吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併
をするための株主総会に先立つ'て上記会
社に対して委任状を送付したことが会社
法785条2項1号イにいう吸収合併等
に反対する旨の通知に当たるとされた事
例

』、、、

ｊ
誌

許
幟
本

く
三
号
６
７

第9号
破棄差戻し
1825号

1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求
権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利とし
て当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申
立てをした場合に、当該債権者において当該一部分に
ついて分筆の登記の申請をすることができない又は著
しく困難であるなどの特段の事情が認められるときは､，
当該仮処分命令は、当該土地の全部についてのもので
あることをもって直ちに保全の必要性を欠くものでは
ない。

｜蕊蕊蟻雲蝿
吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするため

の株主総会に先立って当該吸収合併に反対する旨の議
決権の代理行使を第三者に委任することを内容とする
委任状を上記会社に送付した場合において､次の(')及
び(2)の事実関係の下では、上記株主が上記会社に対し
て上記委任状を送付したことは、会社法785条2項
r号イにいう、吸収合併等をするための株主総会に先
立って消滅株式会社等に対してされる当該吸収合併等
に反対する旨の通知に当たる。

(1)上記吸収合併消滅株式会社は、上記株主に対し、
宛先を自社とし、 「賛」又は「否」のいずれかに
○印を付けて吸収合併契約の承認に係る議案に対
する賛否を記載式る欄を設けた委任状用紙を送付
して、議決権の代理行使を勧誘したも

(2) 上記株主は、上記勧誘に応じて、上記柵の「否」
に○印を付けて上記委任状を作成し、これを上記
吸収合併消滅株式会社に対して返送した。

○1 共同して訴えを提起した各原告の請
求の価額を合算したものを訴訟の目
的の価額とする場合において、訴え
提起の手数料につき各原告に対する
訴訟上の救助の付与対象となるべき
額

共同して訴えを提起した各原告の請
求の価額を合算したものを訴訟の目
的の価額とする場合において、各原
告につき民訴法82条1項本文にい
う 「訴訟の準備及び追行に必要な費
用」として考慮すべき訴え提起の手
数料の額

2

I○遺言により相続分がないものと指定され、
遺留分侵害額請求権を行使した相続人は、
特別寄与料を負担するか

（許）
9－小決

号本誌

第1号
破棄差戻し
1826号

共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合
算したものを訴訟の目的の価額とする場合におい
て､訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟
上の救助の付与対象となるべき額は、上記訴訟の
目的の価額を基礎として算出される訴え提起の手
数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して

1

遺言により相続分がないものと指定された相続人は、
遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料
を負担しない。

’
’
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0

刑事
最高裁判所裁判例要旨I

○第1審判決について、被告人の犯人性を
認定した点に事実誤認はないと判断した
上で、量刑不当を理由としてこれを破棄
し、事件を第1審裁判所に差し戻した控
訴審判決の拘束力を有する判断の範囲

民事

○当事者双方が口頭弁論期日に連続して出
頭しなかった場合において、訴えの取下
げがあったものとみなされないとした原
審の判断に民訴法263条後段の解釈適
用を誤った違法があるとされた事例

’ ．

令和4年（あ）第655.号
令5．10．11－小決棄却
刑集77巻7号本誌1825号’

凸

第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点
に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由と

してこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した

控訴審判決は、第1審判決を破棄すべき理由となった

量刑不当の点のみならず､刑の量定の前提として被告
人の犯人性を認定した同判決に事実誤認はないとした
点においても、その事件について下級審の裁判所を拘

束する。

|蕊
和4年（許）第2 1号
5．9．27三小決破棄自判
判集民270号本誌1825号

民事訴訟の当事者双方が、適式な呼出しを受けなが

ら、第1審の第1回口頭弁論期日及びその次の期日で
ある第2回口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場

合において、当該訴訟の原告が、拘置所に収容されて
いる死刑確定者であり、上記第2回口頭弁論期日に至

るまで訴訟代理人を選任する具体的な見込みを有して
いたともうかがわれないことからすれば、当事者双方

が出頭しないことにより裁判所の訴訟運営に支障が生
じており、これが直ちに解消される状況になかったこ

とが明らかであるなど判示の事情の下では、上記第2

回口頭弁論期日において審理を継続することが必要で

あるとして期日の延期とともに新たな口頭弁論期日の

指定がされたことを理由に当該訴訟について訴えの取
下ぱがあったものとはみなされないとした原審の判断

には、民訴法263条後段の解釈適用を誤った違法が

ある。

（補足意見がある。 ）

○個人として免許を受けないで宅地建物取
引業を営んだという訴因と、法人の代表
者として法人の業務に関し免許を受けな
いで宅地建物取引業を営んだという訴因
との間に公訴事実の同一性が認められた
事例

令和3年（あ）第1752号
令5．10． 16－小決棄却
刑集77巻7号本誌1826号

被告人が、個人として免許を受けないで宅地建物取

引業を営んだという訴因と、法人の代表者として法人

の業務に関し免許を受けないで宅地建物取引業を営ん
だという訴因とは、個人として宅地建物取引業を営ん

だのか、法人の業務に関し法人の代表者としてこれを

営んだのかに違いがあるとしても、被告人を行為者と
した同一の建物賃貸借契約を媒介する行為を内容とす

るものであって、公訴事実の同一性を失わない。
0

■

｜
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資料 ◎令和6年度予算（案）施設主要案件

庁舎新営・増築

（新営・継続分）

本 庁

1

◎令和6年度予算（案）の概要 7庁

津地家裁

富山地家裁

烏取地家裁

佐賀地家裁

（静岡）沼津

（富山）高岡

（和歌山）串本

1庁

（福島）郡山

1庁

（さいたま）飯能

(単位：百万円）

地家裁支部

簡 裁

(増築・継続分）

地家裁支部

(増築・新規分）

簡 裁

１
１
２
３
４

第 裁判事務処理態勢の充実

裁判手続等のデジタル化関係
民事事件関係

刑事事件関係

家庭事件関係

(単位：百万円）

、 5，581

2，631

． 4，112

5，889

裁判所施設の耐震化

（建替え・継続分） 1庁

地家裁支部 （盛岡）二戸

（改修・継続分） 1庁

本 庁 大阪高地裁

2

第2裁判所施設の整備 14,639

３
１
第 定員関係

増員 44人

事務官 44人

※速記官から事務官への振替5人を含む。

定員合理化 70人

事務官 52人
行口職員 18人

3庁舎改修

本 庁 東京高地裁

2

10

前年度

予算額
四F

322,217

令和6年度

予算額

330,979

対

増減額

8,762

■

対前年度比

2.7％
■

凸
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Bから返還されなかったため、同年9月1日、Bに

対し、裁判外で本件契約の終了に基づき本件絵画の
返還を求めたが、Bはこれに応じなかった。 ．

その後、Aは、令和22年8月1日、Bに対し、 ､

本件契約の終了に基づく本件絵画の返還請求権を行
使したところ、Bは、Aに対し､同請求権について

消滅時効を援用した。同請求権は時効により消滅す
るか、時効の起算点及び完成の猶予に留意しつつ答

えよ。

(2) Aは、令和22年8月1日、Bに対し、本件絵画
の所有権に基づく返還請求権を行使したところ、B

は、Aに対し、本件絵画の所有権について取得時効
を援用した。

Bは本件絵画の所有権を取得することができるか、

時効の起算点及び所有の意思に留意しつつ答えよ。

第2間

次の各小問に答えよ。

(1) Aは、A名義の土地（以下「本件土地」という。 ）

を所有してし､たところ、Bは、Cに対し、令和5年
4月1日、本件土地を売った。

その後、Aは、Bに対し、同年5月1日、本件土

地を売り、AからBに本件土地の所有権移転登記が

された。

BC間の売買契約の有効性に言及しつつ、Cが本

"件土地の所有権を取得するかを簡潔に説明せよ。
(2) (1)の後、Bは、Dに対し、令和5年6月1日、本
件土地を売り、Bか.らりに本件土地の所有権移転登
記がされた。

Dが、AB間及びBC間の各売買契約の存在を知っ

た上で、Cを害する目的でBから本件土地を買い受

けていた場合、Cは、Dに対し、本件土地の所有権

取得を主張できるか。

ﾛ
｜ 記事

◎人事異動

定年退官

大阪高等裁判所判事 芦高源

(12月15日）

大阪高等裁判所判事

松山地方・家庭裁判所長

松山地方・家庭裁判所長

大阪高等裁判所判事

飯島健太郎

福田修次

(以上12月16日）

東京高等裁判所判事

事務総局民事局第二課長

事務総局民事局第二課長

東京地方裁判所判事

小津亮太

松原経正

(以上12月22日）

1 つ

◎令和6年度裁判所書記官任用試験第1次試
験問題

憲法

第1間

次の各小間に答えよ。 ．

(1)国会の二院制の存在理由を説明せよ。

(2)憲法上定められた衆議院の優越の具体的場面を列
挙した上で、衆議院が参議院に優越することとされ

ている理由を論ぜよ･

第2間

次の各小間に答えよ。

(1)取材の自由が憲法上保障されるかについて、簡潔
に説明せよ。

(2)刑事裁判の証人尋問において、裁判所が、報道機
関の記者であるXに対し、ある報道の取材源につい

て証言義務を課した場合の憲法上の問題点を論ぜよ･

百 ．

刑法

第1間

宝石店を営む甲は、顧客Aから現金をだまし取ろう

と考え、Aに電話をかけ、真実は希少な宝石Xを入手

して販売できる見込みがなく、これを販売する意思も
ないのに、 「入手困難な宝石Xを特別に販売できるこ

とになった。Aさんに宝石Xを売りたいが、先に現金

300万円を用意してもらう必要がある。 」などとI嘘

を申し向けたところ、Aは宝石Xを購入できると誤信

し、すぐに宝石店を訪れて現金を払う旨を甲に伝えた。

そこで、甲は、宝石店の共同経営者乙に対し、 「Aを

だまして金を払わせることにした。これからAが来る

から、金を受け取っておいてくれ。分け前として乙に

も金の半分をやる。 」などと言ってこれまでの事情を
説明したところ、乙は現金の受領を了解した。その3

ウ

民法

第1間

Aは、令和2年4月1日、Bに対し、賃料を月5万

円、期間を令和17年3月31日までとして、A所有

の絵画（以下「本件絵画」 という。 ）を賃貸するとの

賃貸借契約（以下「本件契約」 という。 ）を締結し、
これを引き渡した。

この場合について、次の各小間に答えよ（各小間は

独立したものとする。 ） 。

(1) Aは､令和17年3月31日経過後も本件絵画が’

｜

’

11
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0分後、Aは宝石店を訪れて、乙に対して「宝石Xを
購入するためのお金を持ってきました。 」と言いなが
ら現金300万円を差し出し、乙は黙ってこれを受け
取った。

一般に、共同正犯において、実行行為の全部を分担
していない者に対しても、生じた結果の全部が帰責さ
れる理由にも触れながら、甲及び乙の罪責について論
ぜよ（特別法違反の点は除く。 ） 。
第2間へ

甲（20代男性）は、昼間の公園で、散歩中のA
（20代男性､甲と同程度の体格)から金をとろうと
考えて、Aに対し、 「金をよこせ。 」などと申し向け
たところ、Aは、極度に憶病な性格であったため恐怖
の余り気を失った。そこで、甲は、Aの所持する財布
から現金を取り出して立ち去った。

強盗罪における脅迫の意義や、その判断基準につい
て簡潔に説明した上、上記の場合において、甲に強盗
罪が成立するかについて論ぜよ（強盗罪以外の犯罪の
成否は検討を要しない。 ） 。

訴訟法の各条文上の根拠を挙げた上で（条文の文言
を詳細に引用して記載する必要はない。 ） 、その趣
旨を簡潔に説明せよ。

(2) 甲が勤務先の売上金を横領した業務上横領被疑事
件について、捜索差押許可状に記載する差し押さえ
るべき物を次のア及びイのとおりと.する場合、それ
ぞれ、差し押さえるべき物の特定に欠けるところが
ないかについて論ぜよ（各小間は独立したものとす
る。 ） 。

ア本件犯行に関係を有する一切の文書
イ会議議事録、契約書、帳簿、その他本件犯行に
関係を有する一切の文書
第2間

次の各小間に答えよ。

(1)伝聞証拠の証拠能力が原則として否定される理由
について、公判廷における供述との違いに留意して
説明せよ。

(2)証人甲は、ある公判において、 「Bが皆の前で
『Aが会社の金を横領したところを見た。』と言っ
ていました。 」と供述した。この供述が伝聞証拠で
あるかについて、次のアとイの各場合を比較して論
ぜよ・

ア当該供述が被告人Aに対する業務上横領被告事
件の公判においてなされたものである場合
イ． 当該供述が被告人Bに対するAへの名蕎穀損被
告事件の公判においてなされたものである場合

| 民事訴訟法及び民事訴訟規貝j
第1間

次の各小間に答えよ。

(1)確認の訴えにおいて、確認の利益が訴訟要件とし
て果たす機能を簡潔に説明した上で、どのような観
点で確認の利益の有無を判断するかについて論ぜよ・
(2) Xは、 自動車を運転中に、Yの運転する自動車に
追突される交通事故（以下「本件事故」という｡． ）
に遭った。Xは、本件事故はYの過失によるもので
あるなどと主張し、Yはこれを争っている。この事
案において、Xが次の各訴えを提起した場合、それ
ぞれ確認の利益が認められるかについて、 (1)で挙げ
た観点のうちどの点が問題となるかを意識して論ぜ
よ（各小間は独立したものとする。 ） 。

アXがYに対する本件事故を理由とする不法行為
に基づく損害賠償債権を有していることの確認を
求める訴え

イ本件事故が生じる直前にYが飲酒をしていたこ
との確認を求める訴え

第2問

裁判上の自白の効力及びその根拠について説明した
上で、自白の撤回が許される場合について論ぜよ・

刑事訴訟法及び刑事訴訟規則
第1間

次の各小間に答えよ。

(1)捜索差押許可状において、差し押さえるべき物を
特定しなければならないことにつき、憲法及び刑事

12 1
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Ｌ
Ｐ
■
日
日
Ⅱ
‐
ド
‐
１
企
咄
師
Ｉ
川
引
ｊ
ｈ
ｖ
ｒ
ｍ
Ⅵ
閉
■

標
記
の
規
則
（
令
和
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）
が
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
五
日

に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
検
察
官
が
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ

た
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
裁
判
所
に
対
し
、
起
訴
状
の
謄
本
の
送
達
に
よ
り
被
告
人
に

知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
求
め
る
場
合
等
及
び
裁
判
所
が
保
釈
を
許
す
と
き

な
ど
に
お
い
て
監
督
者
を
選
任
す
る
場
合
等
の
手
続
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と

も
に
、
関
係
規
定
の
整
備
等
を
行
う
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和

一
嶬
伸
迄
細
叶
睡
紳
芯
α
州
毛
繩
州
雌
剛
維
耐
鯲
倣
峨
肌
伽
鵬
除
峨
仲
釧
縛
燗
剰
州
州
頤
釧
紺
棚

寺

◎
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
五
年
一
二
月
一
九
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）

◎
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

（
本
則
省
略
。
本
則
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

附
則

（
施
行
期
日
等
）

１
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
裁
判
官
の
報
酬

等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
初
任
給
調
整
手
当
の
内
払
）

２
改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
裁
判
官

の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
初
任
給
調
整
手
当
は
、
改
正

後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
調
整
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

《
刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

ｊ

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
１
の
と
お
り

最
高
裁
判
所
規

伊
？

●

則

（
規
則
本
文
、
附
則
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
は
省
略
。
条
文
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文

を
掲
載
。
）附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
規
則
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二

十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
刑
事
訴
訟
規
則
目
次
、
第
八
十
七
条
及
び
第
九

十
一
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
規
則
第
九
十
二
条
の
こ
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
秘
匿
措
置
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
に

よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
従
前

の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
十
八
条
の
二
の
罪
若
し

く
は
そ
の
未
遂
罪
、
従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
百
八
十
一
条
第
三

項
の
罪
若
し
く
は
従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
二
百
四
十
一
条
の
罪

若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
又
は
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五

年
法
律
第
六
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
第
百
七
十
六
条
か

ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る
事
件
は
、
こ
の
規

則
の
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
少
年
審
判
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
少

年
審
判
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十

一
七
条
第
五
項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
九
条
の
三
第
二
項
（
第
一

号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
訴

訟
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
刑
事
訴
訟
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
七
十
一
条
の
二

第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
件
と
み
な
し
、
新
少
年
審
判
規
則
第
二
十
四
条
の
二
第
二

加
え
る
改
正
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
未
定
）

か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
及
び
新
旧
対
照
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

◎
刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

４

（
令
和
五
年
一
二
月
二
五
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
○
号
）

由

〃

ﾛ
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◎
刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
新
刑
事
訴
訟

二
百
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
件
と
み
な
す
。

（
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
は
省
略
９
条
文
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

新
旧
対
照
条
文
Ｉ
別
添
２
の
と
お
り

法
第

－

’

標
記
の
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
四
口
互
が
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
に
公
布
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
附
則
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
各
号
に
規
定
す
る
も
の
を

除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
は
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
、

同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
医
療
及
び
産
業
の
分
野
に
お
け
る
大
麻
の
適
正
な
利
用
を
図
る
と
と
も
に
、

そ
の
濫
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
大
麻
草
か
ら
製
造
さ
れ

た
医
薬
品
の
施
用
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
有
害
な
大
麻
草
由
来
成
分
の
規
制
、
大
麻
の

施
用
等
の
禁
止
、
大
麻
草
の
栽
培
に
関
す
る
規
制
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
を
講
ず
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
公
布
さ
れ
だ
も
の
で
す
。

（
法
文
及
び
新
旧
対
照
条
文
は
、
令
和
五
年
士
一
月
一
千
日
付
け
最
高
裁
刑
三
第
六
百
四
十

一
号
で
通
知
し
た
と
お
り
で
す
。
）

《
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
》

（
令
和
五
年
一
二
月
二
一
百
公
布
法
律
第
八
四
号
）

’
法

律
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再
４

■
且
■
■
。
４

◎
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
令
和
五
年
一
二
月
一
五
日
公
布
政
令
第
三
五
六
号
）

０
‐
日
割
勺
▼

内
閣
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附

則
第
一
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期

日
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
と
す
る
。

◎
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
令
和
五
年
一
二
月
二
二
日
公
布
政
令
第
三
七
二
号
）

内
閣
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
附

則
第
一
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期

日
は
令
和
六
年
四
月
一
日
と
し
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
令
和
七
年
六

月
一
日
と
す
る
。

’’政▽

4

1

凸

Ｑ
、
｜
■
■
■
、
旧
旧
■
■

■

＃

年

､

令

申
４

口
Ⅱ
ア
シ
７
１

●

画

､

1

一

■

ﾛ

'

両

8

｡

*

．
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裁判所時報 令和6年1月15日第1830号
－

(令和6年1月5日現在）

’最高裁判所
長 官
第一小法廷
裁判官
裁判官
裁判官
裁判官
裁判官

戸倉三郎

第二小法廷 第三小．法廷
深山卓也 裁判官 戸倉三郎 裁判官 宇賀克也
安浪亮介 裁判官 三浦 守裁判官 林 道暗
岡 正晶 裁判官 草野耕一 裁判官 長嶺安政
堺 徹 裁判官 岡村和美 裁判官 渡避恵理子
宮川美津子 裁判官 尾島 明 裁判官 今崎幸彦

首席澗査官
上席調査官
上席澗査官
上席鯛査官

林
崎
丸
田

小
岡
中
川

宏
克
宏

司
彦
隆
一 戸

率務総局
聯務総長
審議官
審議官
秘書課長

広報課長(兼）
情報政策課長(兼）
総務局長

言罵一一r=~--

陣庁 名 長官

司法研修所 最高裁判所図書蛇
館、 長(兼）
副館長 、

堀田填哉
清藤健一

後藤尚樹
板津正道
板津正道
清藤健一
小野寺真也

人事局長

経理局長
民事局長
刑事局長
行政局長(兼）
家庭局長
家庭審識官

徳岡 治
染谷武宣
福田千恵子
吉崎佳弥
福田千恵子
馬渡直史
西川裕巳

所長

事務局長
率務局次長

裁判所職員総合研鯵所
所長
事務局長 、
鞭務局次長

矢尾和子
石井芳明
中村浩毅

吉
小
崎佳弥

林 徹

後
背
須

藤
柳
栗

健
泰
史

年
克

･祠・所長 #讓厨鱸’ 邸務局長
事務局次長|庁万 覗務局長

事務局次長
庁 名 |庁 名長官・所長

|館･所司長官・所長 班務局長
事務局次長

長官・所長
東京高等

知的財産高等
東京地方

中村

本多
波部

愼

知成
勇次

和波宏典
大和谷教
坂本正則
山根克彦｜
坪谷和伸
関′ 俊二
（兼)櫻井博三

今田義紀

高橘英明
赤穂珠代
池田直昭
（兼)今田難紀

渡辺征徳
加茂容子
松村啓秀
田内丈青
阪本恵子
楴爪正行
花岡・愛
川上康
望月正一

森本 益．
小原誠司 ；

杉山佳紀
佐藤葉子
宮瀧．康弘
下川由美子‘；

小林 中
鍛崎雅子z
沓水一隆
森秀樹
岸英範 j
植野玲
関口虞一＃
風間高志

古屋友紀子 ノ
渡懇堅司

岡崎 格&
小川利香
（兼)岡崎格 ル

菅原浩昭
小池美智子祁
星野俊也
嫌)小池美智子〃

押田美由賢
黒梯 剛金
北島康弘
鰍)黒揮剛 〃

石丸啓光
河上基也富
熊倉秀行
依田弘太郎〃
名雪 泉’

|

名

名

|･〃

| '’

大阪家庭|西川知一郎

|広脇蒙庭潟山光鵬
山口地方末永雅之

〃 家庭 〃

岡山地方谷口 豊

〃 家庭永井尚子

鳥取地方加島滋人

〃 家庭 〃

松江地方松井千鶴子

〃 家庭‘ 〃

仙台家庭小森田恵樹

福島地方加藤亮

〃 家庭森田浩美

山形地方中平健

〃 家庭 〃

盛岡地方浦野真美子

〃 家庭 〃

秋田地方見米 正｜
〃 家庭 〃

青森地方古田孝夫

〃 家庭 〃

京都地方|川畑正文

〃 家庭森木田邦裕

神戸地方遠藤邦彦

〃 家庭|村田斉志

|横浜地方足立哲

〃 家庭萩本修

さいたま地方小出邦夫

〃 家庭鹿野伸二

千菜地方小野瀬厚

〃 家庭太田晃詳

水戸地方福井章代

〃 家庭前田 巌

宇都宮地方山田真紀

〃 家庭 〃

前橘地方門田友畠

〃 家庭八木貴美子

静岡地方永渕健一

〃 家庭細矢郁

甲府地方氏本厚司

〃 家庭 〃

長野地方江原健志 ，

〃 家庭 〃

新潟地方蓮井俊治 i

〃 家庭菊池則明
‘

’

〃 家 古谷恭一郎

奈良地

.〃 家

大津地

〃 家庭 〃

1噸|鐸↓”
園罵巖

福岡

福岡

上佛大作
花守英二
東 孝賢
商崎宏
藤原恵美
福島 崇
丸尾孝之
甲斐圭司郎
（兼)福島柴

田遜善購
田中大光
鰍)田遜善晴

山下裕巳

永野秀治
大迫 智
矢神消朗
福富 誠
古賀康平
上甲和歌子
（航)古賀康平

佐々木美香子
尾方誠司

岩下浩和
岩切一恭
益田浄子
'請圃孝司
梢垣和梛
萱間友道
重田展孝
吉岡 誠
岩下 史
（兼)吉岡賊

中メ神繁樹
中里直人
飯田麻美
横山勝行
佐藤貴司

札幌高等近藤宏子

札幌地方武笠圭志〃 家庭|岩木 宰

古屋高零|八木一洋

'佐賀地方|小倉哲浩

，‘ 家庭｜ ，
長崎地方片山隆夫

〃 家庭 〃

大分地方森冨義明

〃 家庭 〃

熊本地方大西勝滋

〃 家庭|商宮健二

鹿児島地方.立川 毅

〃 家庭大竹優子

函館地方内田博久

〃 家庭 〃

旭川地方石垣陽介

〃 家庭 〃

釧路地方青沼 潔

〃 家庭 〃

古屋地 入江 猛

家

津地

〃・ 家

岐阜地

平田直人

中村さとみ

〃

鈴木正弘

〃

野田恵司

〃

林 俊之

〃

吉田 彩

雛)天春優子

家腿
福井地方

〃 家庭

金沢地方

〃家庭

富山地'方

〃 家庭

(雑)金地啓之
町

|高松高等岩共伸晃
高松地方谷口安史

〃 家庭大島雅弘

徳島地方|黒田 豊
〃 家庭 〃

高知地方伊藤寿

〃 家庭 〃

松山地方福田修久

〃 家庭 〃

ノ

ノ

J〃 家庭 〃
宮崎地方松田典浩

〃 家庭 〃

那覇地方佐藤哲治

〃 家庭淋國禎久

〃

大阪高等l平木平木．正洋

宮崎英一

松永栄治
高橘 亨
遠藤恭弘
佐藤広希
藤谷浩太郎
桜田和明’

広島高等

広島地方

雄
浩
孝
一
杣
繼

島
島
迫
山
田

商
中
倉
桐
横

義行

健司

孝吹

蕊’

大阪地方
仙台高等

仙台地方

菅野雅之

d

佐々木宗啓’
根崎

住瀞
高柵
松田

一
司
也
史

修
達
慎
雅’’ ｜

I

I
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裁判所時報第1830号別添1

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）

裁
判
官
の
報
酬
惇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

唖
蝿

Ｊ
１

唄
事
の
噸
十
三
号
α
鉦

月
額
の
報
酬
を
受
け
墨

易
険
判
所
判
事

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

12

へ

賂
一

へ

賂
一

（
同
上
）

（
同
上
）



裁判所時報第1830号別添2

；
剖
鋼
鯏
刊
呵
劃
鯏
劉
’

第
三
十
四
条
裁
判
の
告
知
は
、
公
判
廷
に
お
い
て
は
、
宣

告
に
よ
っ
て
こ
れ
を
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
裁
判
書

の
謄
本
を
送
達
し
て
こ
れ
を
Ｌ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
た

制
叫
、
特
別
の
淘
叫
の
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
いII

第
一
条
関
係
ｌ
刑
事
所
舩
規
則
（
昭
和
一
一
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
〉

li
刑
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

”
借
入
α
召
喚
、
勾
引
及
び
勾
陶

一
℃
屯
旧
聞
Ⅵ
日
日
畑
■
日
泪
■
■
日
日
凸
日
日
灯
Ｊ
■
■
旧
■
■
日
日
咽
０

（
新
般
）

第
三
十
四
条
裁
判
の
告
知
は
、
公
判
廷
に
お
い
て
は
、
宣

告
に
よ
っ
て
こ
れ
を
し
、
そ
の
他
の
掲
合
に
は
、
裁
判
書

の
勝
本
を
送
達
し
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
側

ｕ
４
特
別
の
泡
，
の
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
・
い
・

（
新
般
）

唖
毛
唆
‘
侭
引
及
び
勾
蘭

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

－2－

－1－

31

職i i i
開
削
哨
胤
＃
…
剥
馴
創
制

－4－
－3＝



耐 III|

－5－
-6－

1 ’ il||’

－7－－8－



0

－ 10－
－9－

ノ

i

－ 12－
－11－



｛

ｕ
●
制
州
副
鋼
叫
刎
削
剃
則
判
ｌ

（
公
判
鯛
書
の
記
戯
要
件
・
法
第
四
十
八
条
）

●

第
四
十
四
条
公
判
飼
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
二
（
略
）

十
三
法
荊
引
ヨ
馴
判
荊
引
劉
調
劃
刈
到
の
機
会
に
し
た
被
告

人
及
び
弁
護
人
の
被
告
事
件
に
つ
い
て
の
陳
述

十
四
～
四
十
五
（
略
）

;|’
対
刎
制
哨
劉
判
副
劉
制
刻
謝
倒
ｕ
掴
蜘
瑚
刺
所
司
判
側
錨
判
官
に
通
知

ヨ

’
（
公
判
鯛
魯
の
紀
載
要
件
・
法
第
四
十
八
条
）

第
四
十
四
条
公
判
潤
啓
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
能
戦

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－
～
十
二
（
同
上
）

十
三
法
鯛
ゴ
司
副
判
呵
引
鍋
制
御
剴
剰
の
機
会
に
し
た
被
告

人
及
び
弁
議
人
の
被
告
事
件
に
つ
い
て
の
陳
述

十
四
～
四
十
五
（
同
上
）

（
新
般
）

（
新
設
）

－】3－
－14－

第
五
十
七
条
裁
判
書

羽
の
手
続
に
際
し
、
被
告
人
が
起
所
状
に
紀
載
さ
れ
た

斫
因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
を
し
な
か
っ
た

こ
と
を
理
由
と
し
て
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
却
下

し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

週
川
可
訓
（
略
）

２
（
略
）

（
裁
判
書
等
の
勝
本
、
抄
本
鋼
）

抄
本
は
、
原
本
又
は
勝
本
に
よ
り
こ
れ
を
作
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
（
略
〉

３
前
項
の
抄
本
は
、
判
決
を
し
た
裁
判
官
が
そ
の
配
載
が

相
違
な
い
こ
と
を
征
明
す
る
旨
を
州
『
函
し
て
蝿
印
し
た
も

の
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
（
略
）

５
判
決
書
に
起
訴
状
そ
の
他
の
瞥
面
に
記
載
さ
れ
た
事
実

が
引
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
判
決
笹
の
勝
本
又
は
抄

本
に
は
、
そ
の
起
瞬
状
そ
の
他
の
害
面
に
記
載
さ
れ
た
率

四
判
川
句
法
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
一
項
刻
副
尉
到
引
詞

の
規
定
に
よ
る
裁
定
に
関
す
る
事
項

叫
判
川
州
１
回
Ⅲ
河
刈
（
略
）

劃
刈
打
法
第
三
百
五
十
条
の
二
十
二
第
一
号
若
し
く
は
第|’

二
号
に
骸
当
す
る
こ
と
又
は
法
倒
割
引
司
釧
刊
珂
引
劉
劉
到
判

の
謄
本
又
は

凹
封
刺
の
手
続
に
際
し
、
被
告
人
が
起
解
状
に
記
戦
さ
れ

た
所
因
に
つ
い
て
狗
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
を
し
な
か
っ

た
こ
と
を
理
由
と
し
て
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
却

下
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

劃
刈
「
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
裁
判
書
等
の
勝
本
、
抄
本
）

第
五
十
七
条
裁
判
害
刻
剖
劉
鋼
判
刻
劃
剥
剥
叫
矧
“
剰
珂
の
勝
本

２
（
同
上
）
・

３
前
項
の
抄
本
は
、
判
決
を
し
た
裁
判
官
が
そ
の
配
戦
が

相
違
な
い
こ
と
を
征
明
す
る
旨
を
剛
司
唄
し
て
腿
印
し
た
も

の
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
（
同
上
）

５
判
決
書
に
起
翫
状
そ
の
他
の
書
面
に
紀
載
さ
れ
た
事
実

が
引
用
さ
れ
た
鴇
合
に
は
、
そ
の
判
決
書
の
謄
本
又
は
抄

本
に
は
、
そ
の
起
訴
状
そ
の
他
の
害
面
に
肥
載
さ
れ
た
事

四
川
可
司
法
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
裁
定
に
関
す
る
享
項

四
十
上
］
●
四
十
：
八
（
同
上
）
‐

凹
川
河
刈
法
第
三
百
五
十
条
の
二
十
二
第
一
号
若
し
く
は

又
は
抄
本
は
、
原
本
又
は
謄
本
に
よ
り
こ
れ
を
作
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
号
に
麟
当
す
る
こ
と
又
は
法
潮
ゴ
ヨ
引
刈
判
１
「
鋼
討
珂

－15－
－16－



し
く
は
抄
本
の
う
ち
、
瞬
訟
関
係
人
そ
の
他
の
者
に
送
達

、
送
付
又
は
交
付
（
裁
判
所
又
は
裁
判
官
に
対
し
て
す
る

場
合
及
び
被
告
亭
件
の
終
結
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由

に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、

毎
葉
に
契
印
し
、
又
は
契
印
に
代
え
て
、
こ
れ
に
準
ず
る

描
画
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
（
略
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
裁
判
官
そ
の
他
の
裁
判
所
職
員
が
作
成
す
べ
き
裁
判
書

刺
刷
利
圃
制
創
副
測
測
Ｉ

（
公
務
員
の
書
類
）

第
五
十
八
条
官
吏
そ
の
他
の
公
務
員
が
作
る
ぺ
き
書
類
に

は
、
特
別
の
泡
釧
分
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
年
月
日
を

記
載
し
て
署
名
押
印
し
、
そ
の
所
属
の
宮
公
署
を
表
示
し

実
を
も
配
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刺
科
判
引
抄
本
に

つ
い
て
当
麟
部
分
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
堀
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６
（
略
）

可
剰
引
刺
削
劉
割
副
到
剥
洲
剖
剰
劉
矧
剃
１
荊
対
列

、
鯛
書

又
は
そ
れ
ら
の
畷
本
若

３
（
同
上
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
裁
判
官
そ
の
他
の
裁
判
所
職
員
が
作
成
す
べ
き
裁
判
書

、
調
書
又
は
そ
れ
ら
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
う
ち
、
訴

舩
関
係
人
そ
の
他
の
者
に
送
達
、
送
付
又
は
交
付
（
裁
判

所
又
は
裁
判
官
に
対
し
て
す
る
溺
合
及
び
被
告
事
件
の
終

結
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

を
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
毎
葉
に
契
印
し
、
又
は
契

印
に
代
え
て
、
こ
れ
に
準
ず
る
描
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
公
務
員
の
書
類
）

第
五
十
八
条
官
吏
そ
の
他
の
公
務
員
が
作
る
べ
き
啓
類
に

は
、
特
別
の
劇
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
年
月
日
を
配

載
し
て
署
名
押
印
し
、
そ
の
所
属
の
宮
公
署
を
表
示
し
な

実
を
も
配
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
両
可
抄
本
に
つ

い
て
当
醸
部
分
を
記
戦
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

６
（
同
上
）

（
新
股
）

I

－18－
－17－

（
害
留
郵
便
等
に
付
す
る
送
達
・
法
第
五
十
四
条
）

第
六
十
三
条
住
居
、
事
務
所
又
は
送
途
受
取
人
を
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
考
が
そ
の
届
出
を
し
な
い
と
き
は
、

裁
判
所
書
記
官
は
、
魯
類
を
書
留
郵
便
又
は
一
般
値
書
便

事
業
者
若
し
く
は
特
定
僧
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
侭
書

便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
別
に

最
商
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
書

留
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
付
し
て
、
そ
の
送
達
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
起
訴
状
酬
矧
刺
１
割
調
荊
酎
瑚

芽
1

i iI
誕
判
両
刻
剛
鯛
“
珂
画
剴
捌
剖
珂
剴
到
圃
剖
引
刷
『
割

（
書
留
郵
便
等
に
付
す
る
送
達
・
法
第
五
十
四
条
）

第
六
十
三
条
住
居
、
本
務
所
又
は
送
達
受
取
人
を
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
そ
の
届
出
を
し
な
い
と
き
は
、

裁
判
所
魯
記
官
は
、
書
類
を
書
留
郵
便
又
は
一
般
佃
書
便

事
業
者
若
し
く
は
特
定
循
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
信
魯

便
の
役
務
の
う
ち
害
留
郵
便
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
別
に

最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
（
吹
項
に
お
い
て
「
魯

留
郵
便
等
』
と
い
う
。
）
に
付
し
て
、
そ
の
送
達
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
起
斫
状
測
制
剥
到
剥
珊
河
の
膳

（
新
股
）

〉

－20－
－19－



て
は
．
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
（
略
）

I1
ヨニ’ 一’

||li'
叫
到
鯛
割
圃
洲
渕
剰
．
司
匂
Ｈ
引
斜
呵
川
鋼
引
詞
荊
。

到利
勾
引
洲
刈
剛
釧
副
洲
呵
旬
測
刺
剛
珂
叫
司
剛
剃
倒
倒

週
倒
叫
釧
制
削
剥
割
引
副
Ｊ
剖
洲
矧
剖
制
矧
訓
洲
側
倒

勾
引
状
に
代
わ
る
も
の
、
勾
留
状
に
代
わ
る
も
の
の

式
命
令
の
脇
本
に
代
わ
る
も
の

到
鯏
副
割
判
圃
刎
副
劇
掛
Ｈ
Ｎ
制
剖
制
捌
剛
目
剴
利
劉
週
調

の
勝
本
の
送
達
漣
つ
い

、

２
（
同
上
）

（
新
般
〉

本
の
送
達
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

～

－21－
－22－

|’
31

鯛
制
刻
。
剴
切
剖
到
ｕ
刑
剣
判
ｌ

（
勾
引
状
割
の
数
通
交
付
）

第
七
十
三
条
勾
引
状
刻
創
刎
釧
刈
洲
回
剖
到
割
引
叫
呵
は
、
敵

通
を
作
り
、
こ
れ
を
検
察
事
務
官
又
は
司
法
響
察
職
艮
散

人
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
勾
引
状
、
勾
留
状
の
騰
本
刎
樹
割
訓
州
引
呵
交
付
の
鯖
求

矧
）

第
七
十
四
条
勾
引
状
又
は
勾
留
状
の
執
行
を
受
け
た
被
告

人
は
、
そ
の
謄
本
の
鵠
割
司
刺
斗
剖
叫
交
付
を
餉
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

叫
測
到
呵
剥
刺
回
測
副
酬
刺
洲
釧
引
潮
劉
剖
側
創
１
洲
詞

引
潮
計
風
刺
剥
珂
同
判
引
矧
判
洲
刻
可
刺
劉
笥
矧
捌
到
可

七’

":“

| I
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る’ I

酬
問
訓
八
の
出
自
固
鯛
頭
倒
到
が
君
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を

勾
訓
引
澗
利
割
哨
勾
留
状
発
付
の
年
月
日

に

（
勾
引
状
の
数
通
交
付
）

第
七
十
三
条
勾
引
状
は
、
敷
通
を
作
り
、
こ
れ
を
検
察
事

第
七
十
四
条
勾
引
状
又
は
勾
留
状
の
執
行
を
受
け
た
被
告

人
は
、
そ
の
脇
本
の
交
付
を
鯖
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
新
殿
）

務
官
又
は
司
法
替
察
職
員
数
人
に
交
付
十
る
こ
と
が
で
き

寺
（
〕
。（

勾
引
状
、
勾
留
状
の
勝
本
交
付
の
鯖
求
）

－23－
－24－



許

i''i
-1

i
勾
引
状
、
制
割
劉
澗
刎
鯏
型
矧
叫
荊
関
川
刈
剖
劉
副
呵
叫
制
剥

一

（
新
股
）

－26－
－25－

iiV
除
く
。
）
Ｉ
司
刻
‐
劃
１
１
；
日
劉
則
副
割
‐
剛
１
鋼 iiリ

攻
刎
調
園
倒
刈
刎
鋼
司
判
側
珂
割
引
創
鯏
削
剥
３

－28－
－27－
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；

－29－
－30－

；
刻
刺
列
呵
閏
呵
叫
判
叫
可
叫
１
側
鋼
剰
『
刺
刎
剰
園
倒
刈 |職lll‘|'||lll

1

ヨ
測
翻
司
り
劇
馴
れ
ば
な
ら
な
い

（
新
設
）

－31－
－32－
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21

；
（
保
釈
の
保
旺
書
の
紀
載
事
項
・
法
第
九
十
四
条
鋼
）

第
八
十
七
条
保
釈
の
保
旺
書
に
は
、
保
証
金
額
及
び
州
Ｉ
司

司
刊
到
そ
の
保
鉦
金
を
納
め
る
旨
を
記
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

i iii
（
保
証
金
割
の
還
付
・
法
第
九
十
六
条
１
剥
判
刈
制
川
訓
詞
呵 ii

（
保
釈
の
保
征
害
の
配
載
事
項
・
法
第
九
十
四
条
）

第
八
十
七
条
保
釈
の
保
鉦
書
に
は
、
保
鉦
金
額
及
び
何
矧
可

制
刈
叫
そ
の
保
旺
金
を
納
め
る
旨
を
紀
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（
保
証
金
の
通
付
・
法
第
九
十
六
条
、
第
三
百
四
十
三
条

I

－34－
－33．－

（
禁
姻
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
被
告
人
の
収
容
手
続
・

法
鯛
ゴ
ヨ
ョ
叫
廿
ヨ
割
、
副
詞
刈
廿
川
型
劇
画

第
九
十
二
条
の
二
法
剰
ゴ
ヨ
ョ
判
判
剴
劉
翻
劃
ゴ
判
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
被
告
人
を
刑
事

施
設
に
収
容
す
る
に
は
、
言
い
渡
し
た
刑
並
び
に
判
決
の

宣
告
を
し
た
年
月
日
及
び
裁
判
所
を
配
戦
し
、
か
つ
、
裁

判
長
又
は
裁
判
官
が
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
旨
付
肥

し
て
餌
印
し
た
勾
留
状
の
脇
本
を
被
告
人
に
示
せ
ば
足
り

ワ
（
》
。

41 31
四
十
三
条
等
）

第
九
十
一
条
（
略
）

２
前
項
鮪
三
号
の
保
釈
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
・
前
に

納
付
さ
れ
た
保
証
金
は
、
糊
剖
Ｈ
列
保
証
金
の
全
部
又
は
一

部
と
し
て
納
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

四I ヨコ －’ ノ
側
ナ
ー
ノ

リ リ
こ
れ
斜
愚
謝
甸
ｕ
制
副
Ⅵ
刈
圃
剖
矧
引
判
刺

臥
７
埠
唄
韻
凸
目
ご
哨
弓
、
凡
叉
烏
Ⅸ

喉
鯛
刊
判
椚
川
創
調
刎
剖
矧
剰
剖
司
刺
創
卸
剛
闇
司
Ｈ
副
詞
川
副
碩
刷
『
剥
剃
皿

監
督
者
刑
劉
劉
画
割
刮
割
判
剛
副
詞
Ｈ
ｕ
矧
扣
剴
剖

侭
の
執
廻
叫
幽
劉
山
剰
呵
馴
馴
剃
例
割
引
判
刻
剖
矧
蜘
制
副
珂
對

ノ

節
三
百

（
紫
姻
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
被
告
人
の
収
容
手
続
・

法
荊
刈
判
川
創
調
）

第
九
十
二
条
の
二
法
鯛
ゴ
ヨ
國
圃
判
剖
司
剰
に
お
い
て
畑
用
す

る
法
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
被
告
人
を
刑
事
施
設
に

収
容
す
る
に
は
、
倉
い
渡
し
た
刑
並
び
に
判
決
の
宣
告
を

し
た
年
月
日
及
び
裁
判
所
を
記
載
し
、
か
つ
、
裁
判
長
又

は
裁
判
官
が
相
違
な
い
こ
と
を
鉦
明
す
る
旨
付
記
し
て
鰐

印
し
た
勾
留
状
の
脇
本
を
被
告
人
に
示
せ
ば
足
り
る
。

第
九
十
一
条
（
同
上
）

２
前
項
第
三
号
の
保
釈
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
前
に

納
付
さ
れ
た
保
証
金
は
、
刻
創
副
判
列
保
証
金
の
全
部
又
は

一
部
と
し
て
納
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
新
股
）

（
新
般
）

等
一

－36－
－35－
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』

（
準
用
規
定
）

第
百
四
条
身
体
の
検
査
の
た
め
に
す
る
被
告
人
以
外
の
者

に
対
す
る
勾
引
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
１
釧
到
別
。
。

第
百
十
二
条
鉦
人
の
勾
引
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
１
‐ 11

;’
鯛
ゴ
「
百
帝
‐
二
条
画
二
第
四
項
に
お
い
て
胱
み
替
え
て
準
用I

胡
Ｍ
劃
判
旬
刊
制
剖
詞
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
準
用
規
定
）

州
刮
『
鍋
制
．
Ⅶ
倒
鯛
判
型
且
到
詞
の
規
定
を
単
用
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
百
四
条
身
体
の
検
査
の
た
め
に
す
る
被
告
人
以
外
の
者

に
対
す
る
勾
引
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
洲
創
劉
判
判
打

対
劉
詞
珂
司
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
新
散
）（

準
用
規
定
）

第
百
十
二
条
証
人
の
勾
引
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
二
条
洲
‘

剖
飼
羽
剴
河
対
劉
到
司
司
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
新
般
）

－37－
－38－

ﾖ''1
三｜ 斗一’付六1 劃 四I

II|
i調

八｜ 付六1 劃刈
圏
園
倒
圃
洲
劉
州
馴
判
別
則

匂
劃
司
割
当
引
百
も
淵
１
－
条
の
八
等
〉’

睡
翫
状
記
戦
さ
れ
”
．
人
定
率
‘
⑳

函
剛
当
日
到
痢
判
別
個
鋼
調
銅
当
立
項
に
お
い
て

（
新
股
）
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21
二｜ 計

＃

i
鷲｜

；
（
逮
捕
状
鯖
求
権
者
の
指
定
、
変
更
の
通
知
等
）

第
百
四
十
一
条
の
二
国
家
公
安
委
員
会
又
は
都
道
府
県
公

安
委
員
会
は
、
法
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

逮
捕
状
を
賄
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
員
を
指
定

ヨ 211 に
お
い
て
は
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
そ

の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
通
知
の
内
容

に
褒
更
を
生
じ
た
と
き
も
、
同
嫌
で
あ
る
。

会
に
お
い
て
は
最
高
戟
判
所
に
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

し
た
と
き

i
に
つ
耐
割
引
副
司
測
割
劃
剰
副
型
川
副

H百
六
聖
川
判
判
型
詞
鋼
羽
司
『
画
副
吋
倒
『
ｗ
Ｊ
ｕ
観
『
園
蜘
詞
剖
創
剖
函
剖
剰
剖
司
司
剴
匂

第
七
や
劉
剰
判
．
割
割
引
刺
副
剰
罰
剰
引
詞
別
刷
剖
鋼
珂
副
１
釧
珂
潮

唾
第
一
．
固
‐
「
忽
．
咽
‐
．
囲
刊
「
吋
創
矧
測
制
列
副
剴
引
削
剥

畦
壼
南
醐
蝿
幽
澗
Ｍ
Ｈ
鯏
罰
劉
鬮
判
訓
Ⅷ
別
倒
副
詞
削
剴

又
は
法
第
引
「
画
剖
剖
鋼
刎
ゴ
釧
珂
「
割
制
劉
調
詞
制
Ｈ
封

は
、
国
家
公
安
委
員

I

（
新
設
） （

逮
捕
状
舗
求
権
者
の
指
定
、
変
更
の
通
知
）

第
百
四
十
一
条
の
二
国
家
公
安
委
員
会
又
は
都
迦
府
県
公

安
委
員
会
は
、
法
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

逮
捕
状
を
硝
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
法
蕃
察
員
を
指
定

し
た
と
き
は
、
国
家
公
安
委
側
会
に
お
い
て
は
最
高
戟
判

所
に
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
お
い
て
は
そ
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
通
知
の
内
容
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
も

同
犠
で
あ
る
。

－42－
－41－

ｉ

21
剖
潤
矧
制
刻
訓
ｌ

（
資
料
の
提
供
）

第
百
四
十
三
条
（
略
〉

31剛 ヨ ゴー’

1
謝

；
七I 利五I

リ
四’

！ ！
晩
襲
合
に
は
、
前
条
第
二
項
及
耐
詞
瑚
ヨ
ヨ
刈
刺
側
制

§ べ
き
官
公
暑
‐
蜀
刎
剖
倒
刺

（
資
料
の
提
供
）

第
百
四
十
三
条
（
同
上
）

（
新
股
）

（
新
股
）

－44－
－43－



叫
剰
旬
刊
剰
呵
。
刺
ヨ
劉
劉
削
割
制
刷
剥
圃
創
１
瑚
測

第
百
四
十
六
条
逮
捕
状

廿六| ‘五’八｜刈

’
鯖
求
に
よ
り
、
数
通
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・

４
湖
園
測
洲
側
剰
両
制
創
副
叫
呵
刎
到
剰
州
劇
型
痢
呵
罰
剥
Ｎ
鋼
Ｊ
１

。
判
劃
倒
伸
割
引
『
ど
が
で
き
るI

1 伺
別
司
釧
痢
釧
劉
矧
ｌ
闇
詞
剥
１
．
利
剣
引
引
刺
馴
れ
ば
な
ら
な
い

不
沈
あ
っ
た
壗
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
‐
、

６
▲
■
■
■
■
■
■
■
Ｆ

（
数
通
の
逮
捕
状
等
）

引
剖
鋼
訓
ぺ
割
引
目
公
署
そ
の
他
の
搦
所

謝
覇
淵
調
個
倒
哨
詞
る
も
の
は
、
第
百
四

に

る
も
の
は
こ

（
数
通
の
逮
捕
状
）

第
百
四
十
六
条
逮
捕
状
は
、
鯖
求
に
よ
り
、
数
通
を
発
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
般
）

（
新
股
）

（
新
股
）

－45－
－46－

21

：
二l －l

l
劉

鴫I
引
潮
．
凋
倒
割
司
制
司
剥
割
圃
刈
コ
ヨ
翻
劃
割
測
酎
剰

ヨ
列
刷
削
闇
劉
斜
矧
制
副
１

（
資
料
の
提
供
・
法
第
二
百
四
条
等
｝

第
百
四
十
八
条
（
略
）

ヨニl －l

IlllI
ｕ
剖
副
間
ｌ
醐
呵
創
馴
倒
閨
倒
回
洲
釧
馴
詞
臼
嶺
１
Ｊ
句
の
園
を
第
一

潤
潮
計
ヨ
副
匂
銅
‐
鋤
『
詞
珂
「
項
の
規
定
に
よ
る
鯖
求
に

（
資
料
の
提
供
・
法
第
二
百
四
条
等
）

第
百
四
十
八
条
（
同
上
）

－47－
－48－



川
釧
副
刺
飼
刺
刎
判
別
則

匂対 31 2珂 四I

ヨヨラ| ‘1

'； i
こ
れ
も
漏
濁
劃
ｕ
制
副
Ⅵ
刈
圃
刑
司
列
刺
Ⅷ

巷
し
ぐ
釧
掴
剖
引
刎
利
Ⅷ
判
別
剖
判
卿
罰
圃
詞
到
型
刻
刻
副
調
刷
劉
馴

！
へ

略
一

留
状
の
狗
削
切
期
闘
酬
蜘
桐
引
司
刎
制
烈
剛
刺
罰
醐
矧

臼
脳
そ
兇
ぞ
１

角

1

２
（
同
上
）

（
新
股
〉

（
新
設
）

－50－
－49－

』リ ：

i'
21ヨゴー’

W
4

ii
斗 十｜ 刈

'i
碑
定
事
項
刎
剖
劉
劉
刎
劇
到
判
叫
刺
詞
川
Ｊ
劃
判
。
割

…
牽
確
距
一
「
詞
司
釧
弔
割
劃
尋
へ
制
吻
ゴ
コ
『
観
堀
‐
ヨ
‐
罰
剰
到
凧
司
劃
函
荊
鋤
殉
倒
凶

（
新
股
〉

（
新
般
）

（
新
設
）

－52－
－51＝



訓
荊
句
刊
斜
到
‐
周
劃
刺
測
酬
剰
司
列
矧
国
鯏
可
渕
剃

！

'’'1 I
十’ 九’ 八’ 七’

II
に

蝿
刺
剰
恒
判
呵
副
別
叫
刎
剖
吻
調
剤
呵
鯛
釧
引
到
糾
Ｈ
劃
劉
司
剖
‐
問
誤
弘
の
銅

勾
弓
凶
帆
濁
劉
評
価
じ
た
裁
判
官
の
氏
名

幽
鯛
型
判
州
劃
調
鯛
剴
掃
討
商
号
に
定
め
る
事
由

の
．
‐
疑 副

罰
も
の
は

（
新
股
）

－53－
－54－

：

ll
叫
刺
到
到
樹
剰
司
瑚
糾
劉
割
渕
副
劉
日
到
副
劃
釧
刺
倒 ■職

召
刎
剣
割
哨
Ｎ
剛
別
科
別
削
咽
調
の
弁
凄
人
へ
の
交
付
を

割
棡
鼠
朝
日
料
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

固
剖
閃
判
矧
倒
刊
刎
Ｉ
同
削
詞
制
釧
引
て
の
交
付
が
あ
っ
た
掲
合
に

州
蜀
‐
麓
し
出
せ
ば
足
り
る

（
新
股
）

1

－55－
－56－



I

螺 iiI

－58－
－57－

！
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i iii i
（
新
般
）

－60－
－59－



21釧
剰
斗
凋
呵
割
呵
叫
科
叫
司
測
剰
荊
計
到
呵
剥
圃
回
到
引

；

I|;||’I
剛

一’ 倒
洲
刷
鯛
割
詞
判
珂
釧
制
剥
到
司
り
謝
謝
到
司
ｕ
鞍
け
れ
ば
な
ら

国
劇
副
『
刎
訓
訓
引
濁
剰
ゴ
司
到
剴
剰
呵
引
調
割
引
項
銅
翰
署
の
勾
留

副
川
副
割
瑚
引
劃
到
副
矧
Ｊ
閏
鬮
割
引
副
鯏
劃
圏
刈
の
鯖
求
に

劇
叫
潮
ゴ
副
剃
刈
制
函
弓
飼
引
旬
剰
認
矧
創
哨
拙
会
生
活
の
唖

引
到
判
剥
詞
刎
刮
調
劃
判
劇
倒
調
国
呵
規
崗
固
哨
判
る
措
置

醜

判

（
新
股
）

－61'一
－62－

21

1’
；

訓
測
刺
周
劉
璃
園
側
Ｈ
劃
副
馴
謝
劃
割
叫
刺
割
剛
１
割
創
刊
引
司

矧
刎
副
園
引
司
馴
矧
刺
創
刊
削
剥
剰
判
創
叫
測
矧
川
副
劃
Ⅶ
劉
凶

掛
削
副
司
り
ｌ

（
被
疑
者
の
勾
留
期
間
の
再
延
長
・
法
第
二
百
八
条
の
二

）

潮
司
到
到
椚
劉
創
刊
刈
（
略
）

（
期
間
の
延
長
の
裁
判
・
法
第
二
百
八
条
等
）

第
百
五
十
三
条
裁
判
官
は
、
第
百
五
十
一
条
第
一
項
の
鯖

求
を
理
由
が
あ
る
も
の
と
路
め
る
と
き
は
、
勾
留
状
に
延

長
す
る
期
間
及
び
理
由
を
記
戦
し
て
配
名
押
印
し
、
洲
１
列

裁
判
所
書
記
官
を
し
て
こ
れ
を
検
察
官
に
交
付
さ
せ
な
け

．

I’
劉
‐
賄
細
調
訓
る
こ
と
が
で
き
る

・’刎
剖
函
鬮
封
副
劉
剛
卸
Ｈ
剰
剰
闘
鯛
剥
倒
洞
利
銅
朝
罰
坐
ず
る
お
そ

四
囲
割
司
“
劉
剖
割
引
制
目
の
鯖
求
）

が
違
反
し
た
と
き

あ
る
弁
陵
人
に
つ

（
被
疑
者
の
勾
留
期
間
の
再
延
長
．
法
第
二
百
八
条
の
二

）

卿
司
．
判
判
型
利
割
引
（
同
上
）

（
期
間
の
延
長
の
裁
判
・
注
第
二
百
八
条
等
）

第
百
五
十
三
条
裁
判
官
は
、
第
百
五
十
一
条
第
一
項
の
鯖

求
を
理
由
が
あ
る
も
の
と
腿
め
る
と
き
は
、
勾
留
状
に
延

長
す
る
期
間
及
び
理
由
を
記
載
し
て
記
名
押
印
し
、
副
‐
可

裁
判
所
書
肥
官
を
し
て
こ
れ
を
検
察
官
に
交
付
さ
せ
な
け

（
新
股
）

－63－
－64－



ｉ
５
（
略
）

（
測
剛
副
劉
唱
劉
刎
割
鯏
剰
珂
圃
科
到
呵
鋤
刻
副
剴
剛
樹
刎
忍
劉
到
呵

倒
鬮
劉
則
到
馴
交
付
の
鯖
求
矧
・
法
第
一
旨
八
条
等
）

第
百
五
十
四
条
前
条
第
一
項
の
裁
判
が
あ
っ
た
と
き
は
、

被
疑
者
は
、
そ
の
裁
判
の
記
載
の
あ
る
勾
圃
状
の
謄
本
の

鯛
劉
璽
可
引
呵
交
付
を
前
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

叫
鯏
剣
劇
制
剥
園
刺
測
剴
旬
剛
剥
剥
劉
判
可
刈
劉
割
引
吋
刷
１
割
劉
司

劃
判
叩
瑠
呵
圃
樹
到
．
到
呵
捌
濁
劉
剥
罰
副
詞
副
副
Ｊ
剖
呵
劉
割
副
叫

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
略
）

４
・
検
察
官
は
、
勾
留
状
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち

に
刑
事
施
股
職
員
を
し
て
こ
れ
を
被
疑
者
に
示
さ
せ
な
けIi職

れ
ぱ
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
法
鯛
劃
計
画
判
剴
調
刎
斗
調
割
引
側

第
百
五
十
四
条
前
条
第
一
項
の
裁
判
が
あ
っ
た
と
き
は
、

被
疑
者
は
、
そ
の
裁
判
の
記
載
の
あ
る
勾
留
状
の
勝
本
の

交
付
を
舗
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
股
）

５
（
同
上
）

（
蹴
科
交
付
の
購
求
・
法
第
二
百
八
条
等
）

れ
ぱ
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
同
上
）

４
検
察
官
は
、
勾
留
状
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち

に
刑
卒
施
設
職
員
を
し
て
こ
れ
を
被
疑
者
に
示
ざ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
救
い
。

－66－
－65－

21
利
謝
刻
割
副
叫
呵
副
制
刻
剴
ｌ

（
逮
捕
状
等
の
返
還
に
関
す
る
配
載
）

節
百
五
十
七
条
の
二
（
略
）

1℃
．

ii ii
弟
一
項
引
１
劃
割
割
句
刎
剖
剛
４
割
珂
司
割
引
制
耐
引
剰
創
刊
「
刺
剖
刈
到
鯛

同
泉
鯛
制
昌
劉
剰
引
ヨ
則
“
胡
割
到
創
判
刺
Ｊ
型
醐
刺
訓
川
副
割
到
刎 i ; i

噂
厩
・
凌
愚
生
．
図
状
壹
の
四
胴
本
．
の
弁
一
畷
人
へ
の
虚！

期
百
五
十
三
忽
副
詞
「
項
刎
剥
副
馴
珂
釧

Ｅ
玉
十
弗
暉
玉
陥
二
極

（
逮
捕
状
等
の
返
還
に
関
す
る
配
載
）

第
百
五
十
七
条
の
三
（
同
上
）

（
新
股
）

（
新
殿
）

－68－
－67－



”1コゴー’

1

||' ’ll I’
疋
個
Ｈ
『
る
館
求
剛
埼
制
画
面
で
邑
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

男
笛
画
釈
旧
代
引
ね
罰
も
の
の
交
付
等
鯖
求
櫓
の
配
齢

（
新
散
）

（
新
殴
）

』

）

－69－
－70－

』

Will| '' lI
劉
訓
回
呵
ば
ご
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

、

－71－－72－



ｉ

ヨ

ﾖ
21

i i li i
』
第
。
劃
コ
ゴ
刃
叫
鯛
観
割
引
凋
叫
制
州

文
の
。

（
新
股
）

（
新
股
）

（
新
般
）

－74－
－73－

21
刊刈 八｜ 匂対到 四1

！
三
第
一
項
の
釧
鞠
測
判
到
刎
剥
副
剥
到
句
到
剖
剖
却
副
刊
珂
制 i"i

遮
謁
濁
劉
副
圏
澗
副
珂
剰
創
叫
ｕ
剖
判
鋼
州
別
画
刷
割
呵
判

蛭
詣
寓
飼
岡
劉
捌
刎
引
剰
劉
馴
蜘
劉
剛
刺
倒
酬
判
副
到
刺
剛
劉
画
捌
劉
倒
閣

碗
定
は
１
１
潤
罰
コ
コ
団
。
Ｈ
制
司
剥
剃
ヨ
刺

（
新
設
）

－76－
－75－



il
打
刻
別
ｌ

（
起
解
状
の
配
載
要
件
・
法
第
二
百
五
十
六
条
）

第
百
六
十
四
条
起
訴
状
に
は
、
法
第
二
百
五
十
六
条
に
規

定
す
る
事
項
の
圃
剖
勺
吹
に
掲
げ
る
事
項
を
配
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

'1|I
引
引
利
祠
刺
剴
調
刺
到
司
刺
副
判
樹
杣
呵
矧
銅
引
網
銅
剴
剰
矧
稲
．
届
ず
る
法

制
叫
判
則
副
型
劉
剴
矧
副
劉
詞
刺
到
鬮
急

．
司
到
剴
詞
刎
引
扇
判
ヨ
例
調
剤
劉
司
凹
酎
謝
雪
筍
え
る
も
の
と

．
討
引
口
鍋
パ
コ
ヨ
鯛
『
勇
彊
本
文
」
と
あ
る
の
は
一
第
一

I

（
起
斫
状
の
記
戯
要
件
・
法
第
二
百
五
十
六
条
）

第
百
六
十
四
条
起
訴
状
に
は
、
法
第
二
百
五
十
六
条
に
規

定
す
る
率
項
の
州
、
吹
に
掲
げ
る
嘩
項
を
記
戦
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

－77－
－78－

２
（
略
）

「
‐

第
百
六
十
五
条
（
削
る
）

検
察
官
は
、
公
訴
の
提
起
と
同
時
に
、
検
察
官
又
は
司

法
警
察
員
に
差
し
出
さ
れ
た
弁
醗
人
選
任
書
を
裁
判
所
に

差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
蓬
し
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
起
断
状
推
そ
の
旨
を
配
載
し
．
洲

‐
到
公
所
の
提
起
後
、
速
や
か
に
こ
れ
を
差
し
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
・

副
‐
（
略
）

訓
‐
濁
罰
割
。
副
到
判
型
凋
須
制
割
引
の
規
定
は
、
略
式
命
令
の
鮪

求
を
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

｜
被
告
人
の
年
齢
、
職
業
、
住
居
及
び
本
籍
。
刺
割
引
則

、
被
告
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
事
務
所
並
び
に
代

表
者
又
は
笹
理
人
の
氏
名
及
び
住
居

二
（
略
）

ヨ
濁
剃
ヨ
引
判
４
剰
刎
ゴ
剰
ヨ
測
凱
割
制
到
叫
剖

。
割
間
。
‐
剛
釧
叫
調
馴
測
刷
到
鋼
哩
弓
詞
る
か
の
別

司
封
引
引
ｑ
州
『
判
剛
到
司
ｕ
列
訓
掴
例
割
凋
剛
剰
馴
．
号
イ
若
し

第
百
六
十
五
条

２
（
同
上
）

１
割副

川
副
副
囚
１
倒
鯛
渕
矧
適
趨
劉
可
Ｊ
幽
詞
刑
到
Ｈ
引
利
割
劉
判
別
珂

割
剖
副
Ⅵ
刈
倒
判
倒
引
樹
別
別
Ｉ

２
検
察
官
は
、
公
翫
の
提
起
と
同
時
に
、
検
察
官
又
は
司

法
警
察
員
に
差
し
出
さ
れ
た
弁
縦
人
選
任
書
を
裁
判
所
に

差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
差
し
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
起
所
状
に
そ
の
旨
を
記
載
し
、
且

訓
公
瞬
の
提
起
後
、
速
や
か
に
こ
れ
を
差
し
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
（
同
上
）

剣
，
剰
斗
制
剥
の
規
定
は
、
略
式
命
令
の
舗
求
を
す
る
場
合
に

は
、
適
用
し
な
い
。

一
被
告
人
の
年
齢
、
職
業
、
住
居
及
び
本
箱
。
側
ｕ
ｆ

被
告
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
事
務
所
並
び
に
代
表

者
又
は
管
理
人
の
氏
名
及
び
住
居

二
（
同
上
）

（
新
股
）

一
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樹
創
「
創
刷
副
ｌ

（
鉦
明
資
料
の
差
出
叱
法
第
二
百
五
十
条
〉

剰
司
コ
刊
打
刻
型
剰
剴
。
（
略
）

（
征
明
資
料
の
差
出
・
法
第
二
百
五
十
五
条
）

第
百
六
十
六
条
公
訴
を
提
起
す
る
に
つ
い
て
、
犯
人
が
国

外
に
い
た
こ
と
又
は
犯
人
が
逃
げ
隠
れ
て
い
た
た
め
有
効

41
31に

起
翫
状

21

;ヨ
リ

i；
台
に
は
、
検
察
樹
則
圃
１
Ｊ
司
馴
割
圖
瑚
樹
姻
．
到
潮
制

哩
断
状
抄
本
銅
制
劉
幽
綱
刺
矧
劉
可
刈
瑚
剃
ゴ
割！臣

七
十
一
集
の
皿

（
証
明
資
料
の
差
出
・
法
第
二
百
五
十
条
）

剰
司
副
刊
打
劃
型
剰
割
引
（
同
上
）

（
旺
明
資
料
の
差
出
・
法
第
二
百
五
十
五
条
）

第
百
六
十
六
条
公
読
を
提
起
す
る
に
つ
い
て
、
犯
人
が
国

外
に
い
た
こ
と
又
は
犯
人
が
逃
げ
隠
れ
て
い
た
た
め
有
効

に
起
所
状
濁
Ⅲ
列
訓
国
噸
剥
劉
訓
河
の
勝
本
の
送
達
が
で
き
な

（
新
設
）

－82－

－81－

到
剖
判
劉
剖
副
凹
隅
割
可
Ｊ
１
を
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

・
逮
捕
又
は
勾
留
さ
れ
た
後
釈
放
さ
れ
た
被
告
人
に
つ
い

て
公
既
を
提
起
し
た
と
き
も
、
同
犠
で
あ
る
。

２
裁
判
官
は
、
第
百
八
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
他
の
裁
判

所
の
裁
判
官
が
勾
岡
に
関
す
る
処
分
を
す
べ
き
場
合
に
は

、
直
ち
に
前
項
の
逮
捕
状
斜
を
そ
の
裁
判
官
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
裁
判
官
は
、
第
一
回
の
公
判
期
日
が
開
か
れ
た
と
き
は

、
速
や
か
に
剃
斗
討
剰
呵
鋼
副
劉
劉
罰
及
び
勾
留
に
関
す
る
処

分
の
書
類
を
裁
判
所
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
起
所
状
の
勝
本
の
送
達
等
・
法
第
二
百
七
十
一
条
鋼
）

判
川
別
Ⅵ
圃
飼
コ
ゴ
副
刈
判
剖
詞
痢
引
詞
珂
呵
噸
詞
剣
針
呵
綱
劉
創
判

州
制
割
引
叫
呵
の
謄
本
の
送
逮
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
虹

明
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
検
察
官
は
、
公
斫
の
提
起

後
、
速
や
か
に
こ
れ
を
旺
明
す
べ
き
資
料
を
裁
判
所
に
差

し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
制
制
刊
可
裁
判
官
に
事
件

に
つ
き
予
断
を
生
ぜ
し
め
る
樹
判
別
利
の
あ
る
書
類
そ
の
他

の
物
を
差
し
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
週
瑚
捌
劉
司
の
差
出
・
法
第
二
百
八
十
条
）

第
百
六
十
七
条
検
察
官
は
、
逮
捕
又
は
勾
留
さ
れ
て
い
る

被
告
人
に
つ
い
て
公
所
を
提
起
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

そ
の
裁
判
所
の
錨
判
官
に
逮
捕
状
１
劃
痢
洲
回
剖
到
割
引
剛

i
２
裁
判
官
は
、
第
百
八
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
他
の
裁
判

所
の
裁
判
官
が
勾
留
に
閲
す
る
処
分
を
十
べ
き
場
合
に
は

へ
直
ち
に
前
項
の
逮
捕
状
測
制
利
剣
鋤
洲
を
そ
の
裁
判
官
腱

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
裁
判
官
は
、
第
一
回
の
公
判
期
日
が
開
か
れ
た
と
き
は

（
適
釧
洲
１
割
割
瑚
洲
の
差
出
・
法
第
二
百
八
十
条
）

第
百
六
十
七
条
検
察
官
は
、
逮
捕
又
は
勾
留
さ
れ
て
い
る

被
告
人
に
つ
い
て
公
所
を
提
起
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

そ
の
裁
判
所
の
裁
判
官
に
逮
捕
状
刻
剖
劉
鋼
捌
洲
測
刎
副
刻
到

洲
を
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
逮
捕
又
は
勾
留
さ

れ
た
後
釈
放
さ
れ
た
被
告
人
に
つ
い
て
公
所
を
提
起
し
た

、
速
や
か
に
遡
蜘
副
剰
ｌ
剛
副
副
蜘
及
び
勾
留
に
閲
す
る
処
分

の
書
類
を
裁
判
所
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

（
起
所
状
の
勝
本
の
送
達
等
・
法
第
二
百
七
十
一
条
）

と
き
も
、
同
様
で
あ
る
。

か
つ
た
こ
と
を
鉦
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
検
察
官

は
、
公
師
の
提
起
後
、
速
や
か
に
こ
れ
を
鉦
明
す
べ
き
資

料
を
叙
判
所
に
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
倒
川
印

裁
判
官
に
事
件
に
つ
き
予
断
を
生
ぜ
し
め
る
閲
の
あ
る
害

類
そ
の
他
の
物
を
差
し
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
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第
百
七
十
六
条
裁
判
所
は
、
潤
倒
コ
ゴ
ョ
到
刊
剥
忍
利
割
引
呵

測
劇
割
引
勾
引
副
詞
訓
痢
刎
幽
『
科
刎
到
矧
叫
刈
捌
剖
訓
同
と
き
は
、

直
ち
に
こ
れ
を
被
告
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
裁
判
所
は
、
起
所
状
の
謄
本
刻
刷
副
詞
劉
刊
捌
科
割
制
剰
函

矧
川
副
引
湖
制
割
引
罰
型
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に

そ
の
旨
を
検
癖
官
に
通
知
し
厳
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

剖
函
刊
謝
刎
急
詞
剴
司
１
濁
剰
ゴ
司
到
Ｈ
１
「
鋼
刷
訓
ヨ
ョ
ｌ

荊
司
別
別
呵
対
劃
創
割
引
鯛
測
銅
劉
矧
ｌ
潤
溺
剤
ヨ
引
匂
制
斗
劉
剰
町1℃'1| I

リ
に
お
い
て
同
じ

画
剖
叩
刻
．
図
Ⅲ
判
糊
劃
倒
期
制
剰
圃
割
瑚
刻
引
鋼
詞
翻
淵
劃
叩
錦
熟
Ｍ
Ｈ
殉
も
の
と

に

に朝
ｕ
劉
制
ｑ
き
は
、
第
一
頂
に
銅

第
百
七
十
六
条
裁
判
所
は
、
趨
鯏
副
剰
剴
咽
詞
剖
観
副
到
叫
「

た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
被
告
人
に
送
遠
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
裁
判
所
は
、
起
所
状
の
謄
本
刎
型
剴
項
が
で
き
な
か
っ
た

と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
検
察
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
新
般
）
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識 |I
！

’’I’
鯛
側
到
銅
圃
な
ら
な
い
」
と
す
る

（
新
般
）
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i

31 21

‘

1 i
毎
棉
な
く
決
定
を
し
な
り
判
剛
制
到
引
劇
吋
斗
刈
制
刺
リ
ー
割 I

（
新
股
）

（
新
股
）

－90－

－89－

！i
祇
判
濁
当
網
射
覇
Ｈ
Ｎ
『
四
劃
函
到
酬
剖
劉
刈
呵
川
叫
討
副
刷
罰
圃
叫
悶
『
剛

合
又
は
出
蛍
酬
コ
コ
国
判
剖
引
国
利
判
。
制
罰
叫
呵

弧
胸
嗣
圏
馴
割
剖
州
刈
刷
引
勾
樹
討
詞
判
閲
刎

一
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41

111 ’IIII
劉
固
到
副
馴
科
倒
扣
刈
州
鬮
創
制
剰
鋼
引
列
創
圃
閣
画
変
更
等
鮪
求
韓

判
別
『
馴
訓
１
割
劉
酬
糊
Ｈ
創
幽
翻
詞
司
測
劉
判
鰯
罰
刈
‐
稀
型
渇
事
項
の
う
ち

．
剰
刎
引
劃
劉
凹
割
固
詞
耐
制
剖
罰
扇
十
る
法
第
一I

劇
創
矧
判
則
副
劉
馴
州
劇
目
鼎
鴛

劇
刎
劃
鯛
刈
醐
劉
剥
判
羽
個
国
馴
到
矧
叫
珊
洲
閃
名
で
あ
る
と
き

剖
刈
剛
噸
幽
酬
劃
判
罰
到
ぜ
る
も
の
と
す
る

呵
蜘
耐
函
刎
剰
剛
創
畠
明
科
掴
場
合
又
は
法
第
三
百

－93－
-94－

lN
刻
鋼
判
副
瑚
到
閣
型
研
剃
創
叫
叫
叫
釧
飼
司
ヨ
３
Ｈ
訓 I|蝿’…

倒
判
洞
棚
馴
州
刎
劇
剥
圏
醐
智
の
耐
踊
到
錬
の
刷
限

剛
割
引
］
剣
副
矧
ｌ
樹
割
引
劇
幽
刑
司
。
判
型
判
銅
‐
引
鯏
百
言

（
新
設
）
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第
百
七
十
八
条
の
七
第
一
回
の
公
判
期
日
前
に
、
法
第
二

百
九
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
所
訟
関
係
人

が
、
相
手
方
に
対
し
、
鉦
人
、
蛙
定
人
、
通
駅
人
又
は
翻

訳
人
の
氏
名
及
び
住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
る
掲
合
に
は

、
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
、
そ
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
剰
イ
ヨ
引
刈
判
剖
蜘
詞
鋤
耐
副
劃
引

詞
刈
削
引
剰
劃
到
羽
判
割
則
の
規
定
に
よ
り
、
被
告
人
又
は
弁
醗

人
に
対
し
、
鉦
人
、
睦
定
人
、
通
駅
人
又
は
翻
駅
人
の
氏

名
又
は
住
居
を
知
る
撮
会
を
与
え
な
い
で
、
氏
名
に
代
わ

る
呼
称
又
は
住
居
に
代
わ
る
連
絡
先
を
知
る
樋
会
を
与
え

る
掛
合
も
同
様
と
す
る
。

創
樹
剰
司
叫
１
濁
鋼
．
割
刈
刊
畑
斜
刎
酎
射
ヨ
刺
洲
引
期

到
凋
剣
司
刻
叫
剃
刈
刺
洲
引
潮
Ｈ
刺
渕
矧
刎
剥
劃
ｄ
到
叫

釧
測
興
呵
剥
凋
回
測
例
劇
矧
倒
倒
制
引
潮
鯏
剖
矧
剖
到
司

（
鉦
人
等
の
氏
名
及
び
住
居
を
知
る
機
会
を
与
え
る
場
合

等
）

I
第
百
七
十
八
条
の
七
第
一
回
の
公
判
期
日
前
に
、
法
第
二

百
九
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
斫
舩
関
係
人

が
、
相
手
方
に
対
し
、
鉦
人
、
睡
定
人
、
通
駅
人
又
は
翻

駅
人
の
氏
名
及
び
住
居
を
知
る
槻
会
を
与
え
る
場
合
に
は

、
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
、
そ
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
鯛
訓
割
列
刈
判
刑
創
詞
刷
刺
副
割
引

列
の
規
定
に
よ
り
、
被
告
人
又
は
弁
瞳
人
に
対
し
、
証
人

・
艦
定
人
、
通
駅
人
又
は
翻
訳
人
の
氏
名
又
は
住
居
を
知

る
機
会
を
与
え
な
い
で
、
氏
名
に
代
わ
る
呼
称
又
は
住
居

に
代
わ
る
連
絡
先
を
知
る
樋
会
を
与
え
る
栂
合
も
同
様
と

す
る
。

（
新
般
） （

証
人
等
の
氏
名
及
び
住
居
を
知
る
擬
会
を
与
え
る
娼
合

等
）

－98－
－97－

２
前
項
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
八
条
の
八
法

剣
‘
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
．
被
告
人
又
は

弁
護
人
に
対
し
知
る
織
会
を
与
え
た
氏
名
に
代
わ
る
呼

称
又
は
住
居
に
代
わ
る
連
結
先

四
検
察
官
が
旺
拠
書
類
又
は
証
拠
物
に
つ
い
て
法
鯛
割
引

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
弁
醗
人
に
対
し
付
し
た
条
件

又
は
指
定
し
た
時
期
若
し
く
は
方
法

三
検
察
官
が
と
っ
た
措
回
が
法
痢
訓
ヨ
列
刈
Ｈ
制
剰
剥
刷
割
叫

一
検
察
官
が
と
っ
た
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一
項

か
ら
荊
判
制
別
ま
で
の
規
定
に
よ
る
措
匠
に
係
る
者
の
氏

名
又
は
住
居

二
検
察
官
が
と
っ
た
措
置
が
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四

の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
証
人
等
の
氏
名
及
び
住
居
の
開
示
に
係
る
措
置
の
通
知

．
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
）
．

第
一
項

蛎
三
軍
団
咽
劉
観
糊
詞
寓
凋
剥
引
画
剴
引
剛
討
判
刈
制
刊
珂
創
劃
珊
判
剖
珂
劃

期
二
百
九
十
九
条
の
‐
四
醐

の
規
定
に
よ

２
的
項
の
書
面
に
は
．
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
八
条
の
八
法

規
定
に
よ
る
通
知
は
、

四
検
察
官
が
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
に
つ
い
て
法
荊
剖
斗

一
検
索
官
が
と
っ
た
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一
項

か
ら
蝋
呵
副
利
ま
で
の
規
定
に
よ
る
措
匿
に
係
る
者
の
氏

名
又
は
住
居

二
検
察
官
が
と
っ
た
措
圃
が
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四

第
一
項
刻
剖
剰
珊
ゴ
コ
珂
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
弁
醗
人
に
対
し
付
し
た
条
件
又
は
指
定
し
た
時
期

若
し
く
は
方
法

三
検
察
官
が
と
っ
た
描
匠
が
法
剰
ゴ
劃
創
刊
河
刈
劉
剰
削
叫

は
、
被
告
人
又
は
弁
暖
人
に
対
し
知
る
機
会
を
与
え
た

氏
名
に
代
わ
る
呼
称
又
は
住
居
に
代
わ
る
連
絡
先

鋼
ゴ
咽
割
判
刷
創
制
劃
刈
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き

（
鉦
人
等
の
氏
名
及
び
住
居
の
開
示
に
係
る
描
陞
の
通
知

。
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
）

書
面
で
Ｌ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

弟
二
百
九
十
九
条
刎
刷
劇
劉
刈
詞
の

－100－

－99－



司
刎
ｎ
打
刈
劉
剰
罰
耐
副
判
珂
項
刑
別
副
剰
制
呵
割
引
可
の
規
定
に

よ
る
描
画
を
と
っ
た
と
き
は
、
当
麟
旺
拠
書
類
又
は
証

拠
物
を
瞳
別
す
る
に
足
り
る
事
項

（
狂
人
等
の
氏
名
及
び
住
居
の
開
示
に
関
す
る
裁
定
の
鯖

求
の
方
式
・
法
第
二
百
九
十
九
条
の
五
）

塊
百
七
十
八
条
の
九
法
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
一
項
刻

出
函
コ
ゴ
判
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
餉
求
は
、
書
面
を
越
し

出
し
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
略
）

'1
31

|II
が
法
第
一

llI
剖
刈
．
司
刺
剖
剣
司
回
国
司
呵
呵
別
例
制
詞
洲
あ
る
と
腿
め
る
と
き

口
割
引
叫
刊
１
１
判
副
馴
明
淵
副
詞
当
耐
盟
鋼
州
の
翫
舩
に
関
す
る
寅

副
１
嗣
飼
司
刻
矧
謝
切
弗
当
睡
八
に
対
し
、
そ
の
呼
称
を
通
知
し

当
期
割
ゴ
判
刎
矧
週
画
個
別
割
到
柵
副
詞
對
瑚
劉
剰
劇
瑚
氏
‐
名
又
は

刷
刷
引
燭
詞
詞
Ｈ
劉
剛
劉
唱
あ
ら
れ
た
呼
称
が
あ
る
招
合

劇
剰
ヨ
巧
劇
助
規
定
に
よ
る

司
制
制
呵
刈
劉
創
割
劉
痢
ゴ
詞
到
判
叫
鯛
呵
割
判
の
規
定
に
よ
る

描
圃
を
と
っ
た
と
き
は
、
当
砿
鉦
拠
害
顛
又
は
旺
拠
物

。

を
微
別
す
る
に
足
り
る
事
項

（
柾
人
等
の
氏
名
及
び
住
居
の
開
示
腱
関
す
る
裁
定
の
師

求
の
方
式
・
法
第
二
百
九
十
九
条
の
五
）

第
百
七
十
八
条
の
九
法
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
戟
定
の
開
求
は
、
書
面
を
達
し
出
し
て
こ
れ

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
同
上
）

（
新
般
）

－ 101 －
－ 102－

|
判
制
創
哨
由
国
司
句
田
圃
詞
引
凋
３
の
と
み
な

叫
科
Ⅷ
刑
ｑ
剛
割
引
Ｊ
ｌ
Ｈ
Ｈ
刺
哨
銅
司
ｕ
劉
科
刈
引
劃
副
圃
１
１
鋼
。
項
の
径I ！

割
川
副
副
凶
１
刺
引
矧
叫
州
剥
矧
副
削
判
り
剃
崗
伺
哨
判
例
定
め
ら'' 1’

刻
剖
酬
鯛
封
引
匂
叫
Ⅲ
川
劉
剰
叫
判
型
鯛
斗
封
捌
刷
判
別
割
増
個
捌
詞
馴
定
め
ら

（
鉦
人
等
の
呼
称
又
は
連
絡
先
の
通
知
・
法
第
二
百
九
十

－ 103－
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21
九
条
の
六
）

剰
司
到
別
河
川
剰
刎
Ｊ
１
可
裁
判
所
は
、
法
第
二
百
九
十
九
条

の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
が
と
っ
た
法
剰
剖
斗

砥
に
係
る
者
の
岡
引
創
劉
脚
住
居
が
圃
樹
刈
副
割
判
叫
配
録
さ

れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
又
は
勝
写
を
紫
じ
た
場
合
に
お
い

て
、
弁
瞳
人
の
餉
求
が
あ
る
と
き
は
、
弁
瑛
人
に
対
し
、

氏
名
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
呼
称
を
、
住
居
に
あ
っ

て
は
こ
れ
に
代
わ
る
連
絡
先
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

の
規
定
に
よ
る
措

（
新
股
）

九
条
の
六
）

矧
司
到
別
河
川
劃
創
刊
刊
裁
判
所
は
、
法
第
二
百
九
十
九
条
の

六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
が
と
っ
た
法
剰
ゴ
割
引

描
圃
に
係
る
者
の
珂
劉
謝
刊
列
訓
凶
住
居
が
圃
劇
割
剖
劉
引
叫

剣
剤
目
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
又
は
騰
写
を
紫
じ
た

鳩
合
に
お
い
て
、
弁
唆
人
の
胴
求
が
あ
る
と
き
は
、
弁
襲

人
に
対
し
、
氏
名
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
呼
称
を
、

住
居
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
連
絡
先
を
知
ら
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
斬
設
）

の
規
定
に
よ
る

I

－ 】06－
－ 】05－

矧
創
劇
副
引
叫
呵
副
詞
創
訓
ｌ

（
公
判
期
日
外
の
尋
問
頂
書
の
閲
覧
等
の
制
限
）

潮
司
。
別
河
川
剰
叫
判
到
引
銭
判
所
は
．
検
察
官
が
と
っ
た
法

第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一
項
１
蠅
割
。
割
Ｊ
剰
渕
討
剰
判
叫

剣
剖
劉
荊
到
倒
の
規
定
に
よ
る
措
皿
に
係
る
者
若
し
く
は
裁

51

１
１４
歎
判
所
は
、
睦

判
所
が
と
っ
た
法

め
を
拒
ん
だ
掲
合
に
お
い
て
、
被
告
人
の
鮪
求
が
あ
る
と

き
は
、
被
告
人
に
対
し
、
氏
名
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
代
わ

る
呼
称
を
、
住
居
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
連
絡
先
を

知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
措
匝
に
係
る
者
若
し
く
は
裁
判
所
が
と
っ
た
法
剰
引
．
副

刈
型
削
剥
料
バ
コ
叫
剰
ゴ
コ
郷
の
規
定
に
よ
る
描
固
に
係
る
者
の

氏
名
若
し
く
は
住
居
が
配
戟
さ
れ
若
し
く
は
肥
録
さ
れ
て

い
る
部
分
の
閲
覧
を
禁
じ
、
又
は
当
咳
部
分
の
朗
銃
の
求

に
よ
り
、
検
察
官
が
と
っ
た
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第 i

項

の
規
定
に
よ

の
規
定

の
規
定

（
公
判
期
日
外
の
尋
問
闘
嘗
の
閲
覧
等
の
制
限
）
・

馴
劃
副
別
河
川
型
創
刊
可
「
裁
判
所
は
、
検
察
官
が
と
っ
た
法

第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一
項
捌
削
剥
到
叫
興
剥
。
即
の
規
定

に
よ
る
措
囿
に
係
る
者
若
し
く
は
裁
判
所
が
と
っ
た
法
剰

お
い
て
、
被
告
人
の
硝
求
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
に
対

し
、
氏
名
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
呼
称
を
、
住
居
に

あ
っ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
連
絡
先
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
新
股
）

１２
裁
判
所
は
、
法

。
司
副
判
呵
刈
劉
渕
。
叫
鋼
剤
．
郷
の
規
定
に
よ
る
描
憧
に
係
る

に
よ
り
、
検
察
官
が
と
っ
た
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第

一
項
鯏
削
剥
剰
到
羽
到
創
即
の
規
定
に
よ
る
措
匠
に
係
る
者
若

し
く
は
裁
判
所
が
と
っ
た
法
荊
引
剰
引
刈
Ｈ
釧
判
剰
呵
剣
劇
割
引

列
の
規
定
に
よ
る
描
腫
に
係
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
居

が
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
を

禁
じ
、
又
は
当
餓
部
分
の
朗
銃
の
求
め
を
拒
ん
だ
蝿
合
に

第
二
百
九
十
九
製
為
呵
詞
劃
瑚
ヨ
制

の
規
定

－108－
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描
陞
に
係
る
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う

な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
砿

か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の

防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
が
と
っ
た

法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一
項
１
割
割
．
羽
１
罰
劉
劉
剰
司

ｕ
刎
訓
凶
潮
川
制
別
の
規
定
に
よ
る
措
皿
に
係
る
者
若
し
く
は

に
よ
る
措
困
に
係
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
覗
族
の
身
体

若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ

せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
縄
め
る
掲
合
に
お
い
て
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は

弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
相
当
と
鰐
め
る
と
き
は
、
被
告

人
が
第
百
二
十
六
条
（
第
百
三
十
五
条
及
び
第
百
三
十
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
鍋
合
を
含
む
．
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
第
一
項
の
尋
問
鯛
害
を
第
百
二
十
六
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
朗
疏
を
求
め
る
に
つ
い
て
、
こ
の
う
ち
当
麟
描
匠

に
係
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
居
が
配
戦
さ
れ
若
し
く
は

記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
を
禁
じ
、
又
は
当
餓
部
分

の
朗
疏
の
求
め
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
陳

鮫
判
所
が
と
っ
た
法

定
に
よ
る
描
極
に
係
る
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
居
が
記
載

さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
を
禁
じ
、

又
は
当
鮫
部
分
の
朗
読
の
求
め
を
拒
ん
だ
場
合
に
お
い
て

、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
餉
求
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人

の
規

述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の

関
係
新
と
の
利
害
関
係
の
有
穏
を
砿
か
め
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不

利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
が
と
っ
た

法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一
項
洲
削
剥
刺
詞
到
司
司
の
規

定
に
よ
る
措
匠
に
係
る
者
若
し
く
は
戴
判
所
が
と
っ
た
法

者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
客

を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ

せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
配
め
る
場
合
に

お
い
て
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
膜
人
の
意
見
を
聴

き
、
相
当
と
罷
め
る
と
き
は
、
被
告
人
が
第
百
二
十
六
条

（
第
百
三
十
五
条
及
び
鋪
百
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
渦
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
第
一

項
の
尋
問
脚
魯
を
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

閲
覧
し
、
又
は
間
条
節
三
項
の
規
定
に
よ
り
朗
疏
を
求
め

る
に
つ
い
て
、
こ
の
う
ち
当
該
措
世
に
係
る
者
の
氏
名
若

し
く
は
住
居
が
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
部

分
の
閲
覧
を
禁
じ
、
又
は
当
咳
部
分
の
朗
醜
の
求
め
を
拒

む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
麟
描
憧
に
係
る
者
の
供

る
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
居
が
記
敏
さ
れ
若
し
く
は
記
録

さ
れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
を
禁
じ
、
又
は
当
麟
部
分
の
朗

統
の
求
め
を
拒
ん
だ
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
又
は
弁
腰

人
の
箙
求
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
に
対
し
、
氏
名
に
あ

の
規
定
に
よ
る
措
砥
に
係

一】09－
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に
対
し
、
氏
名
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
呼
称
を
、
住

居
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
連
絡
先
を
知
ら
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
・

釧
刺
到
呵
剥
詞
叫
判
刎
珂
劉
叫
倒
河
引
明
謝
剖
矧
引
剖
引

（
旺
拠
決
定
さ
れ
た
旺
人
等
の
氏
名
等
の
通
知
〉

剰
司
副
司
河
川
須
刎
旦
到
。
裁
判
所
は
、
法
第
二
百
九
十
九
条

２
戯
判
所
は
、
法

（
第
一
回
公
判
期
日
に
お
け
る
在
廷
征
人
）

痢
司
型
Ｈ
河
川
須
刎
Ｊ
剖
幽
（
略
）

（
検
察
官
、
弁
護
人
の
準
備
の
進
行
に
関
す
る
問
合
せ
等 I

劃
「
鯛
顛
鯏
剛
謝
酎
罰
匂
ぜ
る
も
の
と
す
る

割
調
到
．
割
詞
川
副
叫
叫
剰
呵
詞
珂
の
規
定
に
よ
り
氏
名
に
つ
い

て
の
措
置
が
と
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
、
証
人
、
睡
定
人
、

通
駅
人
又
は
翻
訳
人
と
し
て
尋
問
十
る
旨
の
決
定
を
公
判

の
四
第
一
項

期
日
前
に
し
た
掲
合
に
は
、
第
百
九
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
氏
名
を
検
察
官
及
び
弁
穫
人
に

通
知
す
る
．

劃
刺
副
．
ｑ
の
規
定
に
よ
り
氏
名
に
つ
い
て
の
描
画
が
と
ら

れ
た
者
に
つ
い
て
、
旺
人
、
睡
定
人
、
通
駅
人
又
は
翻
駅

人
と
し
て
尋
問
す
る
旨
の
決
定
を
公
判
期
日
前
に
し
た
泌

合
に
は
、
第
百
九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
そ
の
氏
名
に
代
わ
る
呼
称
を
餌
舩
関
係
人
に
通
知
す
る

（
証
拠
決
定
さ
れ
た
証
人
等
の
氏
名
等
の
通
知
）

荊
司
制
判
刈
川
鍋
刎
判
到
引
裁
判
所
は
、
法
第
二
百
九
十
九
条

２
裁
判
所
は
、
法

（
新
股
）（

第
一
回
公
判
期
日
に
お
け
る
在
廷
鉦
人
）

鋼
司
到
剴
呵
川
剰
刎
Ｊ
剖
斗
（
同
上
）

（
検
察
官
、
弁
鰻
人
の
準
偏
の
進
行
に
関
す
る
問
合
せ
等

つ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
呼
称
を
、
住
居
に
あ
っ
て
は
こ
れ

に
代
わ
る
連
絡
先
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
に
よ
り
氏
名
に
つ
い
て
の
描
置
が
と
ら
れ
た
者
に
つ
い

て
、
柾
人
、
蛭
定
人
、
通
駅
人
又
は
翻
訳
人
と
し
て
尋
問

す
る
旨
の
決
定
を
公
判
期
日
前
に
し
た
場
合
に
は
、
第
百

の
四
第
一
項

九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
氏
名
を

検
擦
官
及
び
弁
瞳
人
に
通
知
す
る
。

に
よ
り
氏
名
に
つ
い
て
の
措
匿
が
と
ら
れ
た
者
に
つ
い
て

、
旺
人
、
睡
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
駅
人
と
し
て
尋
問
す

る
旨
の
決
定
を
公
判
期
日
前
に
し
た
掛
合
に
は
、
第
百
九

十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
．
そ
の
氏
名
に
代

わ
る
呼
称
を
所
舩
関
係
人
に
通
知
す
る
．

の
規
定

の
規
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が
で
き
な
い
。

２
第
一
回
の
公
判
期
日
と
被
告
人
に
対
す
る
召
喚
状
の
送

達
と
の
間
に
は
、
到
刑
列
刊
引
叫
五
日
の
猶
予
期
間
を
ほ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
矧
封
制
印
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て

は
、
三
日
の
猶
予
期
間
を
匠
け
ば
足
り
る
。

３
（
略
）

（
簡
易
公
判
手
統
に
よ
る
た
め
の
処
置
・
法
第
二
百
九
十

一
条
の
二
）

鋪
百
九
十
七
条
の
二
被
告
人
が
法
鯛
斗
割
引
刈
判
１
「
銅
詞
劃
叫

凋
の
機
会
に
公
勝
率
実
を
鱒
め
る
旨
の
陳
述
を
し
た
場
合

第
百
七
十
九
条
被
告
人
に
対
す
る
第
一
回
の
公
判
期
日
の

召
喚
状
の
送
逮
は
、
起
訴
状
の
脇
本
刻
剛
劉
到
呵
洲
釧
劉
飼
司

）

剰
割
到
別
河
川
剥
刎
型
判
判
（
略
）

（
検
察
官
、
弁
壌
人
と
の
事
前
の
打
合
せ
）

痢
司
副
別
河
川
斜
刷
Ｊ
Ｊ
判
裁
判
所
は
、
適
当
と
認
め
る
と
き

は
、
第
一
回
の
公
判
期
日
前
に
、
検
察
官
及
び
弁
瞳
人
を

出
頭
さ
せ
た
上
、
公
判
期
日
の
指
定
そ
の
他
所
舩
の
進
行

に
閲
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
打
合
せ
を
句
刈
刻
こ
と
が
で

き
る
．
た
だ
し
、
事
件
に
つ
き
予
断
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ

れ
の
あ
る
事
項
に
わ
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２
（
略
〉

（
還
付
等
に
関
す
る
規
定
の
活
用
）

痢
司
。
別
河
川
型
到
判
刀
匂
（
略
〉

（
第
一
回
の
公
判
期
日
・
法
第
二
百
七
十
五
条
）

に
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と

２
第
一
回
の
公
判
期
日
と
被
告
人
に
対
す
る
召
喚
状
の
送

逮
と
の
間
に
は
、
到
刎
汁
引
Ⅷ
五
日
の
猶
予
期
間
を
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
回
刈
叫
、
簡
易
歎
判
所
に
お
い
て
は
、

三
日
の
猶
予
期
間
を
回
け
ば
足
り
る
。

３
（
同
上
）

（
簡
易
公
判
手
続
に
よ
る
た
め
の
処
圃
・
法
第
二
百
九
十

一
条
の
二
）

第
百
九
十
七
条
の
二
被
告
人
が
法
鯛
引
ヨ
引
刈
判
剖
‐
劉
劃
劃
叫

列
の
機
会
に
公
研
事
実
を
認
め
る
旨
の
陳
述
を
し
た
堀
合

第
百
七
十
九
条
被
告
人
に
対
す
る
第
一
回
の
公
判
期
日
の

召
喚
状
の
送
遠
は
、
起
腓
状
の
曙
本
剖
型
劉
雷
呵
引
鮒
に
は

、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

）

剰
司
到
剴
河
川
剥
刎
Ｊ
削
叫
（
同
上
）

（
検
察
官
、
弁
瞳
人
と
の
本
前
の
打
合
せ
）

痢
司
。
別
河
川
劉
剰
刊
．
割
裁
判
所
は
、
適
当
と
罷
め
る
と
き

は
、
第
一
回
の
公
判
期
日
前
に
、
検
察
官
及
び
弁
壌
人
を

出
頭
さ
せ
た
上
、
公
判
期
日
の
術
定
そ
の
他
斫
舩
の
進
行

に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
打
合
せ
を
制
剖
剴
刻
こ
と
が

●

で
き
る
。
た
だ
し
、
事
件
に
つ
き
予
断
を
生
じ
さ
せ
る
お

そ
れ
の
あ
る
事
項
に
わ
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２
（
同
上
）

（
還
付
等
に
関
す
る
規
定
の
活
用
）

剰
司
。
Ｈ
河
川
割
創
刊
可
司
（
同
上
）

（
第
一
回
の
公
判
期
日
・
法
第
二
百
七
十
五
条
〉
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；

騨 ！
町
因
変
画
詞
翻
酬
酬
判
翻
。
ｍ
掛
詞
「
醐
副
呵
刺
鯏
剴
叫
制
刊
司
叫
副
酬
制 I

に
は
、
裁
判
長
は
、
被
告
人
に
対
し
簡
易
公
判
手
続
の
趣

旨
を
脱
明
し
、
被
告
人
の
陳
述
が
そ
の
自
由
な
意
思
に
基

づ
く
か
ど
う
か
及
び
法
第
二
百
九
十
一
条
の
二
に
定
め
る

有
罪
の
陳
述
に
当
た
る
か
ど
う
か
を
耐
刑
訓
刺
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
．
た
だ
し
、
裁
判
所
が
簡
易
公
判
手
続
に
よ
る
こ

と
が
で
き
ず
又
は
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
餌

め
る
率
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

汗
又
劃
凶
翠
埼
蜘
到
。
割
引
判
叩
「
．
調
制
馴
引
司
翻
判
．
制
珂
馴
割
瑚
飼
画
画
別
剴
到

裁
判
閥
は
、
法
第
一
コ
ヨ
個
判
判
Ｊ
詞
刷
。

ダ

（
新
設
）

に
は
、
敦
判
長
は
、
被
告
人
に
対
し
簡
易
公
判
手
続
の
趣

旨
を
脱
明
し
、
被
告
人
の
陳
述
が
そ
の
自
由
な
意
思
に
基

づ
く
か
ど
う
か
及
び
法
第
二
百
九
十
一
条
の
二
に
定
め
る

有
罪
の
陳
述
に
当
た
る
か
ど
う
か
を
咽
釧
溜
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
戴
判
所
が
簡
易
公
判
手
綻
に
よ
る
こ
と

が
で
き
ず
又
は
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
鱒
め

る
事
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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1

？

illI
31

li
て
弁

I111
い

も ．
‐
鯛
呵
劃
到
呵
畑
画
圏
釧
判
劉
描
図
に
係
る
者
の
も
の

に

引
訓
刈
制
制
判
剣
呵
別
耐
巧

陣
が
な て
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41

|I；' 1
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

限
‐
り
、
と
る
こ
と
が
で
き
る

||I |I
に
掲
げ
る一

回
圃
圃

に

－ 119－
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滞
な
く
公
判
期
日
に
お
い
て
鯏
圃
酎
謝
剥
剰
剛
釧
調
劇
画
を
朗

読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
法
第
二
百
九
十
条
の
一
・
一
第
一
項
又
は
第
三
項
の
決
定
が

あ
っ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
鯛
劇
調
劉
割
鋼
馴
判

翻
剴
呵
呵
朗
醜
は
、
・
被
害
者
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い

方
法
で
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
．
こ
の
掲
合
に
お
い
て

は
、
検
察
官
は
、
被
告
人
に
鯏
劇
劉
潮
割
矧
副
劉
劉
劃
呵
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
法
第
二
百
九
十
条
の
三
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合

可
第
二
百
九
条
（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

検
察
宮
は
、

ﾘi ＃連
が
あ
っ
た
後
、
遅

１６
法
鯆
二
百
九
十
条
の
三
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
掲
合

５
法
節
二
百
九
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
決
定
が

あ
っ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
謝
当
叫
呵
朗
胱
は
、

被
害
者
特
定
本
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
で
こ
れ
を
行

う
も
の
と
す
る
。
こ
の
掲
合
に
お
い
て
は
、
検
察
官
は
、

被
告
人
に
期
４
割
別
刷
制
劃
呵
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
検
察
官
は
、
澗
圃
「
呵
送
連
が
あ
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
公

判
期
日
に
お
い
て
剰
斗
制
渕
副
劇
画
を
明
院
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

引
綱
判
闘
叫
１
測
刺
刎
悶
科
剖
到
酬
刷
剴
矧
剖
創
叫
１
叫

21
劇
ゴ
ー

第
二
百
九
条

！ 因
又
剛
謝
謝
調
刎
剰
員
側
１
鯏
酎
司
割
判
刷
制
剰
判
刷

－ 】22－
－121 －

１
（
削
る
） の

朗
跣
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
禄
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
．
同
項
中
「
被
害
者
特
定
享
項
」
と
あ
る
の
は

「
圧
入
等
特
定
事
項
」
と
す
る
。

叫
濁
剰
司
司
月
．
剰
叫
斗
剃
ヨ
凋
矧
閣
日
測
引
捌
圃
洲

＃
困
恋
詞
型
顎
嗣
咽
調
耐
．
割
剃
可
１
劃
詞
到
斗
司

匹
第
二
百
七
十
司
梨
刎
剥
劇
到
叫
羽
刷
制
醐
画
打
刻
割
引
詞 i il i

に
お
け
る
鯛
斗
剖
剰
の
規
定
に
よ
る
耐
副
劉
副
詞
瑚
鯛
到
剰
ヨ
呵

71
厚
嗣
剖
調
劃
吻
刊
廻
制
哨
１
１
酬
珂
凹
剴
型
削
閂
酎
国
凹

に
お
け
る
痢
耐
割
珂
の
規
定
に
よ
る
割
当
画
の
朗
醜
に
つ
い
て

も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

中
「
被
害
者
特
定
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
鉦
人
等
特
定
車

項
」
と
す
る
。

（
新
股
）

刊
辱
畠
Ｈ
Ｈ
鋼
『
酬
刊
制
引
間
叫
刈
１
割
剖
罰
吸
制
Ｈ
Ｊ
判
部
旬
劃
”
刺
割
引

－124－
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|ｮI
釧
測
興
叫
剥
園
打
到
劉
針
叫
脚
１
剰
司
対
Ｈ
科
斜
倒
ゴ
鋼

帥
濁
剃
引
引
。
割
剥
叫
ヨ
馴
削
制
劉
閃
ｄ
劇
剛
制
剃
濁

（
更
新
の
手
続
）

第
二
百
十
三
条
の
二
公
判
手
続
を
更
新
す
る
に
は
、
次
の

例
に
よ
る
。
・

一
裁
判
長
は
、
ま
ず
、
検
察
官
に
起
所
状
（
起
訴
状
町

正
魯
又
は
耐
割
当
飼
刺
割
剰
闘
刺
剣
劉
叫
を
含
む
．
〉
に
、
劃
可

叫
‐
可
公
所
率
実
の
要
旨
を
陳
述
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
・
制
討
利
引
被
告
人
及
び
弁
暖
人
に
異
鮭
が
な
い
と

き
は
、
そ
の
陳
述
の
全
部
又
は
一
部
を
さ
せ
な
い
こ
と

が
で
き
る
．

i11
回
剖
閂
１
剥
叫
剤
．
函
副
詞
酬
醐
剖
荊
翻
封
叫
個
１
Ｊ
阿
倒
頚
酬
ヨ
ヨ
現
の
規
定

凹
潮
呵
割
判
呵
剥
制
河
引
到
叫
鯛
劇
制
圏
剰
馴
頗
求
魯
面
抄 ！

四
圃
局
潮
堀
鬮
劉
軍
用
す
る
。

－

（
新
設
）（

更
新
の
手
続
）

第
二
百
十
三
条
の
二
公
判
手
狭
を
更
新
す
る
に
は
、
次
の

例
に
よ
る
。

一
戦
判
長
は
、
ま
ず
、
検
察
官
に
起
所
状
（
起
所
状
釘

1

制
刈
割
引
剛
を
含
む
。
）
に
理
Ｎ
‐
可
公
所
事
実
の
要
旨
を

陳
述
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
回
刈
引
、
被
告
人
及
び

弁
膜
人
に
異
離
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
陳
述
の
全
部
又

は
一
部
を
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

正
書
又
は

醐
酎
剥
司
Ⅱ
引
ｑ
剖
周
剛
副
詞
罰
凋
詞
燗
謁
詞
ｕ
ｑ
剖
塑
没
更
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り
閃
く
な
い
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
・
五
（
略
〉

（
決
定
の
告
知
・
法
第
三
百
十
六
条
の
五
）

第
二
百
十
七
条
の
十
四
公
判
筋
整
理
手
続
に
お
い
て
法
剰

の
決
定
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
検
察
官
及
び
被
告

人
又
は
弁
鰻
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
判
前
整
理
手
統
四
書
の
記
載
要
件
・
法
第
三
百
十
六

条
の
十
二
）

第
二
百
十
七
条
の
十
五
公
判
前
整
理
手
続
刷
啓
に
は
、
吹

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
四
（
略
）

二
戯
判
長
は
、
餉
号
の
手
続
が
測
制
剖
司
呵
後
恥
被
告
人

及
び
弁
護
人
に
対
し
、
被
告
事
件
に
つ
い
て
陳
述
す
る

機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

三
更
新
前
の
公
判
期
日
に
お
け
る
被
告
人
若
し
く
は
被

告
人
以
外
の
者
の
供
述
を
録
取
し
た
書
面
又
は
更
新
肋

の
公
判
期
日
に
お
け
る
裁
判
所
の
検
柾
の
結
果
を
配
載

し
た
書
面
並
び
に
更
新
前
の
公
判
期
日
に
お
い
て
取
り

岡
べ
た
書
面
又
は
物
に
つ
い
て
は
、
職
椎
で
証
拠
書
麺

又
は
証
拠
物
と
し
て
取
り
図
ぺ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刺
割
引
則
、
裁
判
所
は
、
鉦
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
認
め
る
害
面
又
は
物
及
び
証
拠
と
す
る
の
を
相
当
で

な
い
と
鰐
め
洲
剖
可
解
訟
関
係
人
が
取
り
畑
べ
な
い
こ
と

に
異
鮭
の
な
い
番
面
又
は
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
取

ヨ
討
引
、
引
網
刎
刮
謝
劉
。
馴
剴
創
国
調
川
副
刷
矧
到
第
十
号
ま

封

剛
べ
な
い
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

四
・
五
（
同
上
）

（
決
定
の
告
知
・
法
第
三
百
十
六
条
の
五
）

第
二
百
十
七
条
の
十
四
公
判
前
竪
理
手
続
に
お
い
て
法
剰

た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
謹

人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
判
前
整
理
手
続
胴
密
の
記
載
要
件
・
法
節
三
百
十
六

条
の
十
二
）

第
二
百
十
七
条
の
十
五
公
判
肋
整
理
手
続
鯛
書
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
～
十
四
（
同
上
）

（
新
股
）

二
戴
判
長
は
、
前
号
の
手
続
が
樹
剴
刈
『
後
、
被
告
人
及

び
弁
唆
人
に
対
し
、
被
告
事
件
に
つ
い
て
陳
述
す
る
搬

会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

三
更
新
前
の
公
判
期
日
に
お
け
る
被
告
人
若
し
く
は
被

告
人
以
外
の
者
の
供
述
を
録
取
し
た
書
面
又
は
更
新
前

の
公
判
期
日
に
お
け
る
欽
判
所
の
検
鉦
の
結
果
を
記
戦

し
た
書
面
並
び
に
更
斬
前
の
公
判
期
日
に
お
い
て
取
り

剛
べ
た
魯
面
又
は
物
に
つ
い
て
は
、
唾
柑
で
睡
拠
魯
類

又
は
征
拠
物
と
し
て
取
り
風
ぺ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

回
Ⅷ
甲
裁
判
所
は
、
鉦
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

鰐
め
る
番
面
又
は
物
及
び
鉦
拠
と
す
る
の
を
相
当
で
な

い
と
腿
め
別
‐
可
所
舩
関
係
人
が
取
り
鯛
べ
な
い
こ
と
に

異
蹴
の
な
い
魯
面
又
は
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
取
り

I

ま

の
決
定
を
し
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第
二
百
十
七
条
の
二
十
五

Ｈ
剖
判
（
略
）

２
（
略
）

（
公
判
前
整
理
手
続
に
付
さ
れ
た
場
合
の
特
例
・
法
第
三

百
十
六
条
の
二
）

第
二
百
十
七
条
の
十
九
法
第
三
百
十
六
条
の
二
第
一
項
の

決
定
が
あ
っ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
八
条
の
六

第
．
－
項
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
百
七
十

条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
鉦
人
等
の
氏
名
及
び
住
居
の
開
示
に
関
す
る
措
凪
に
係

る
錨
用
規
定
・
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
）

八
条
の
七
、
鯛
割
引
匂
Ｊ
刈
釧
詞
酬
叫
剖
判
並
び
に
第
百
九
十
三

列
刊
型
判
（
略
）

Ｈ
出
司
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
二
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
一
項
刈
叫
剰
引
調
別

の
規
定
に
よ
る
餓
定
に
関
す
る
事
項

Ｈ
Ｍ
Ｎ
決
定
及
び
命
令
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。

イ
旺
拠
四
べ
の
順
序
及
び
方
法
を
定
め
る
決
定
（
法

節
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
鮪
求
に
対
す
る
決
定

を
除
く
。
）
（
法
剰
司
割
引
制
利
剣
剰
劃
判
剰
刈
副
３

口
・
ハ
（
略
）

で

第
二
百
十
七
条
の
二
十
五

判
郡
刈
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
公
判
前
整
理
手
続
に
付
さ
れ
た
栂
合
の
特
例
・
法
第
三

百
十
六
条
の
二
）

第
二
百
十
七
条
の
十
九
法
第
三
百
十
六
条
の
二
第
一
項
の

決
定
が
あ
っ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
八
条
の
六

第
一
項
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
百
七
十

八
条
の
七
、
鋼
司
到
判
河
川
剰
刷
刊
コ
コ
並
び
に
第
百
九
十
三

条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
鉦
人
等
の
氏
名
及
び
住
居
の
開
示
に
関
す
る
総
匝
に
係

る
錨
用
規
定
・
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
）

匂
判
川
劉
利
利
可
司
ま
で
の
規
定
は
、
検
察
官
が
法
第
三
百

Ｈ
剖
叫
（
同
上
）

Ｈ
制
，
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
第
一
二
項
に
お
い
て
題

・
用
す
る
法
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
裁
定
に
関
十
る
事
項

Ｈ
刈
匂
決
定
及
び
命
令
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
．

イ
鉦
拠
鯛
べ
の
順
序
及
び
方
法
を
定
め
る
決
定
（
法

第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
鯖
求
に
対
十
る
決
定

を
除
く
。
〉
（
法
馴
ゴ
ヨ
引
呵
対
劉
剰
劉
判
剰
川
副
Ｊ

ロ
・
ハ
（
同
上
）
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の
規
定
は
、
検
察
官
が
法
第
三
百
十
六
条
の
一
一
十
一
二
第
二

項
に
お
い
て
単
用
す
る
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一
項

か
ら
剰
判
制
利
ま
で
の
規
定
に
よ
る
措
囚
を
と
っ
た
掲
合
に

つ
い
て
竃
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
十
八

条
の
九
第
三
項
中
「
公
判
期
日
」
と
あ
る
の
は
「
公
判
前

整
理
手
続
期
日
」
と
肢
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
単
用
規
定
）

第
二
百
十
七
条
の
二
十
九
期
日
間
監
理
手
銃
に
つ
い
て
は

、
前
款
（
第
二
百
十
七
条
の
十
九
を
除
く
。
）
の
規
定
を

単
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
見

出
し
を
含
む
。
）
中
「
公
判
前
壁
理
手
続
期
日
」
と
あ
る

の
は
「
期
日
間
整
理
手
続
期
日
」
と
、
『
公
判
前
壁
理
手

続
剛
書
」
と
あ
る
の
は
「
期
日
間
監
理
手
続
鯛
書
』
と
銃

．
嵐
．
剖
珂
引
刈
副
呵
劉
刎
剖
門
イ
翻
割
ゴ
司
刊
剥
劉
剰
叫
。
ｕ
刈
刈
荊

斗
制
門
司
刈
可
剖
判
．
司
判
到
創
科
呵
到
刑
剛
到
第
二
百
十
七
条
の

十
二
ま
で
の
見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
十
四
（
見
出
し

を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
七
条
の
十
五
か
ら
第
二
百
十
七

条
の
十
八
ま
で
の
見
出
し
、
剰
訓
ヨ
引
河
匂
劉
創
判
．
判
制
御
「

割
、
第
一
首
十
七
条
の
一
一
十
一
の
見
出
し
、
第
一
旨
十
七

条
の
二
十
二
（
見
出
し
を
含
む
．
）
、
第
二
百
十
七
条
の

二
十
三
の
見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
四
判
副
飼
門
叫

み
替
え
る
ほ
か
、
第
二
百
十
七
条
の
二
か
ら
剰
ゴ
司
．
川
匂

鋼
刷
副
判
創
刊
副
剴
刈
剛
川
副
河
斗
剰
ゴ
コ
引
州
制
御
剰
珂
コ
剤
別
別
刺

十
六
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
醜
用
す
る
法
第
二
百

九
十
九
条
の
四
第
一
項
か
ら
剰
呵
割
珂
ま
で
の
規
定
に
よ
る

措
皿
を
と
っ
た
鍋
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
百
七
十
八
条
の
九
第
三
項
中
「
公
判
期
日
」

と
あ
る
の
は
「
公
判
前
整
理
手
続
期
日
』
と
銃
み
替
え
る

も
の
と
す
る
．

（
畑
用
規
定
）

第
二
百
十
七
条
の
二
十
九
期
日
間
壁
理
手
続
に
つ
い
て
は

、
前
歌
（
第
二
百
十
七
条
の
十
九
を
除
く
。
）
の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
楊
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
見

出
し
を
含
む
．
）
中
「
公
判
前
整
理
手
練
期
日
」
と
あ
る

の
は
「
期
日
間
塾
理
手
続
期
日
」
と
、
「
公
判
前
整
理
手

続
鯛
書
』
と
あ
る
の
は
「
期
日
間
整
理
手
練
飼
書
」
と
鱗

二
十
七
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
並
び
に
前
条
（
見
出

し
を
含
む
。
）
中
『
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
百
十
六

条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
γ
制
劃
引

十
一
の
見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
二
（
見
出
し
を

含
む
。
）
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
三
の
見
出
し
、
節
二

百
十
七
条
の
二
十
四
測
制
副
判
．
司
到
川
匂
剰
制
割
引
Ｈ
対
ｌ
到
釧

ら
第
二
百
十
七
条
の
十
八
ま
で
の
見
出
し
、
潮
訓
．
則
当
川
旬

み
替
え
る
ほ
か
、
第
二
百
十
七
条
の
二
か
ら
第
二
百
十
七

条
の
十
二
ま
で
の
見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
十
四
（
見

出
し
を
含
む
．
）
、
第
二
百
十
七
条
の
十
五
刎
副
『
幽
川
削
到

の
二
判
川
司
司
増
出
川
副
珂
創

、
節
二
百
十
七
条
の
二

、
第
二
百
十
七
条
の

か
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ゴ
劃
．
Ⅲ
呵
須
刎
訓
莉
呵
詞
１
割
判
倒
ｕ
割
割
引
画
引
４
Ｊ
第
二
百

十
七
条
の
二
十
七
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
並
び
に
前

条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
法
』
と
あ
る
の
は
「
法
第

三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」

と
、
潮
イ
ヨ
引
呵
廿
剥
刎
判
判
判
矧
斗
刺
劉
判
河
匂
矧
刺
１
愚
劃
．

劃
判
型
劃
銅
刎
斗
司
河
ヨ
飼
割
詞
荊
「
剖
釧
引
刷
副
肖
斗
剰
ゴ
ヨ
引
荊

司
到
制
打
倒
‐
剰
制
。
引
潮
割
到
捌
」
と
あ
る
の
は
「
潮
割
引
副
叫
川
司

鋼
刎
到
『
剰
斗
制
利
又
は
第
百
五
十
七
条
の
三
第
一
項
」
と
、

４
劃
割
『
司
判
“
判
剰
刺
刮
劇
判
刈
割
引
Ｉ
ｕ
剥
割
到
例
割
引
イ
潮
ゴ
コ
則

Ｈ
剥
劃
剰
剴
判
潮
‐
刈
引
引
山
引
第
二
百
十
七
条
の
十
七
中
『

創
詞
呵
．
Ｈ
川
副
司
詞
間
制
到
叫
矧
鯛
司
剛
刊
引
溺
鯛
ヨII!1

み

替
え

る

も
の

と

す

る

馴
引
．
肌
劉
姻
引
。
利
回
封
司
門
司
遡
剖
刑
制
刈
副
溺
第
ヨ
百
十
六
銘

（
判
決
書
〈
の
引
用
）

判
銅
刎
斗
刊
呵
川
倒
到
『
刺
副
制
判
州
矧
制
副
馴
訶
国
法
第
言

中
「
卿

|I
司
刮
司
呵
ｕ
劉
剰
剴
司
剰
斗
制
謝
と
あ
る
の
は
「
渦
潮
司
剥
判
刊

制
劉
剰
判
．
飼
到
剖
判
又
は
第
百
五
十
七
条
の
三
第
一
項
」
と

、
第
二
百
十
七
条
の
十
七
中
「
第
一
回
公
判
期
日
」
と
あ

る
の
は
『
期
日
間
整
理
手
統
終
丁
後
の
最
初
の
公
判
期
日

」
と
統
み
替
え
る
も
の
と
す
る
．

酬
引
ヨ
引
洞
廿
型
剰
引
詞
劃
飼
到
制
倒
痢
‐
州
七
号
イ
中

（
判
決
書
へ
の
引
用
）

「
爵

－ 133－
－ 134－

第
二
百
十
八
条
地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て

は
、
判
決
笹
に
は
、
起
釿
状
に
紀
載
さ
れ
た
公
所
事
実
又

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
の
却
下
）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
四
裁
判
所
は
、
即
決
裁
判
手
綻
の

申
立
て
が
あ
っ
た
本
件
に
つ
い
て
、
法
第
三
百
五
十
条
の

二
十
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
餓
当
す
る
場
合
に
は
、
決
定

で
そ
の
申
立
て
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
潮
斗

司
釧
刊
呵
引
劉
翻
劃
熱
珂
の
手
統
に
際
し
、
被
告
人
が
起
腓
状

に
紀
載
さ
れ
た
瞬
因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
を

し
な
か
っ
た
蝿
合
も
、
同
犠
と
す
る
。

２
．
（
略
）

（
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
等
を
し
た

場
合
の
描
匠
・
法
第
三
百
五
十
条
の
二
十
二
導
）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
五
即
決
戯
判
手
続
の
申
立
て
を
却

下
す
る
裁
判
香
に
は
、
そ
の
理
由
が
法
第
三
百
五
十
条
の

二
十
二
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
餓
当
す
る
こ
と
又
は

法
飼
到
．
副
刈
判
１
「
銅
飼
劃
謝
到
の
手
続
に
際
し
、
被
告
人
が

起
断
状
に
記
載
さ
れ
た
斫
因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
の

陳
述
を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記

・
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

２
（
略
）

（
原
判
決
の
鴎
本
到
の
交
付
・
法
第
四
百
六
条
〉

第
二
百
五
十
八
条
の
二
第
二
百
五
十
七
条
の
刺
制
．
削
凋
あ

っ
た
と
き
は
、
原
裁
判
所
に
対
し
て
法
第
四
十
六
条
の
規

は
耐
圃
謝
謝
劃
矧
澗
釧
劉
劃
呵
に
肥
戦
さ
れ
た
事
実
を
引
用
す

第
二
百
十
八
条
地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て

は
、
判
決
書
に
は
、
起
訴
状
に
肥
載
さ
れ
た
公
斫
事
実
又

は
耐
制
剰
司
ｕ
刎
訓
圃
副
劉
詞
剖
利
ヨ
州
判
川
別
ｑ
剛
刺
割
引
列
引
釧
。
剛

に
記
載
さ
れ
た
事
実
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
即
決
裁
判
手
統
の
申
立
て
の
却
下
）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
四
赦
判
所
は
、
即
決
裁
判
手
統
の

申
立
て
が
あ
っ
た
享
件
に
つ
い
て
、
法
第
三
百
五
十
条
の

二
十
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
肱
当
す
る
掲
合
に
は
、
決
定

で
そ
の
申
立
て
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
一
一

旬
制
利
「
司
劉
劉
割
叫
到
の
手
続
に
際
し
、
被
告
人
が
起
所
状

に
紀
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
を

し
な
か
っ
た
場
合
も
、
同
犠
と
す
る
。

２
（
同
上
）

（
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
等
を
し
た

栂
合
の
措
低
・
法
第
三
百
五
十
条
の
二
十
二
等
）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
五
即
決
餓
判
手
続
の
申
立
て
を
却

下
す
る
裁
判
香
に
は
．
そ
の
理
由
が
法
第
三
百
五
十
条
の

二
十
二
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
骸
当
十
る
こ
と
又
は

法
鋼
引
。
引
刈
判
斗
釧
詞
剰
副
詞
判
の
手
娩
に
際
し
、
被
告
人
が

起
所
状
に
配
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
の

陳
述
を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
間
上
）

（
原
判
決
の
馴
本
の
交
付
・
法
第
四
百
六
条
）

第
二
百
五
十
八
条
の
二
第
二
百
五
十
七
条
の
刺
制
司
瑚
あ
っ

た
と
き
は
、
原
裁
判
所
に
対
し
て
法
第
四
十
六
条
の
規
定

－ 135－
－136－



i i蟻
弟
四
調
劉
謁
司
ｕ
ｄ
剖
叫
魂
割
判
咽
劇
劉
剥
割
何
回
別
判
到
刎
呵
闘
刎

斗
第
「
項
刎
劃
劉
制
判
刈
刎
副
割
引
可
引
副
刈
剴
引
司
測
矧
制
副

に
よ
る
判
決
の
勝
本
の
交
付
の
鯖
求
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
す
。
側
ｕ
Ｊ
申
立
人
が
判
制
「
呵
前
に
判
決
の
勝
本
の
交

付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

－138－
－ 137－

識
剛
調
剤
剛
剖
割
割
到
１
Ｗ
副
釧
剴
割
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
前
項
本
文
の
柵
合
に
は
、
原
戯
判
所
は
、
遅
滞
な
く
判

決
の
脇
本
を
申
立
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

; iii
腱
代
え
る
こ
と
が
弼
劉
ｑ
る

２
前
項
本
文
の
場
合
に
は
、
原
裁
判
所
は
、
遅
諦
な
く
判

決
の
騰
本
を
申
立
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－ 140－
－ 】39－



3

上記

｜｜
｜

明 官
ら は

か 、

に 判

し 決
て の

お雛
か本又

雄
な
け

れ

ば

な を禍
ら 交 合
な 付 に
ぃ し は

｡ た 、

日 故

を判

記所

録笹lllll
理

申 由
立啓

人 ・

は法
、 第

i: I
．
副
コ
コ
弧
の
規
定
に
よ
る
膳
本
刻
●
削
剥
副
詞
の
交
付
を
受
け

た
と
き
は
そ
の
日
か
ら
、
剛
劉
劉
判
「
項
刹
卿
制
削
司
の
鍋
合

に
は
第
二
百
五
十
七
条
の
判
制
．
汁
劃
し
た
日
か
ら
十
四
日

以
内
に
理
由
香
を
原
裁
判
所
に
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら ||

リ凹
翻
罰
判
る
べ
き
こ
と
の
鯖
求
）

３
期
Ｊ
割
別
個
制
画
又
は
前
項
の
場
合
に
は
、
戯
判
所
害
配
官

は
、
判
決
の
刷
本
を
交
付
し
た
日
を
記
録
上
明
ら
か
に
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
件
受
理
の
申
立
理
由
書
・
法
第
四
百
六
条
）

翻
引
．
司
到
判
肌
州
鍋
刎
剖
斗
申
立
人
は
、
側
副
詞
潮
イ
ヨ
判
の
規
定

に
よ
る
謄
本
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
そ
の
日
か
ら
、
測

剰
輌
珂
訓
刺
側
詞
醐
の
掛
合
に
は
第
二
百
五
十
七
条
の
判
制
。
罰

し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
理
由
香
を
原
裁
判
所
に
差
し

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
理
由
書
に

（
新
設
）

－ 141 －
142－

な
い
．
こ
の
掲
合
に
は
、
理
由
番
に
相
手
方
の
敵
に
応
十

る
雅
本
及
び
原
判
決
の
脳
本
刻
剖
剰
剰
割
剃
剥
州
刺
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
理
由
香
に
は
、
第
一
審
判
決
の
内
容
を
潤
剖
祠
す

る
等
の
方
法
に
よ
り
、
判
剴
．
Ⅶ
の
理
由
を
で
き
る
限
り
具

体
的
に
配
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
立
書
の
送
付
等
・
法
第
四
百
六
条
）

第
二
百
六
十
条
原
裁
判
所
は
、
潮
訓
ヨ
ヨ
刈
制
川
『
銅
剣
刷
園
璃

引
討
利
の
理
由
轡
及
び
洞
州
副
劃
訓
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、

前
条
の
堀
合
を
除
い
て
、
速
や
か
に
こ
れ
を
第
二
百
五
十

八
条
の
申
立
書
と
と
も
に
品
商
裁
判
所
に
送
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

（
事
件
受
理
の
決
定
の
効
力
等
・
法
第
四
百
六
条
）

第
二
百
六
十
三
条
第
二
百
六
十
一
条
第
一
項
の
決
定
が
あ

っ
た
と
き
は
、
剰
引
ヨ
ヨ
型
Ｈ
川
副
創
割
叫
荊
剖
剖
別
の
理
由
香

は
、
そ
の
理
由
（
第
二
百
六
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
排
除
さ
れ
た
理
由
を
除
く
。
）
を
上
告
の
理
由
と

す
る
上
告
趣
意
谷
と
み
な
十
・

２
（
略
）

１
割

|I脳

２
餉
項
の
理
由
香
に
は
、
第
一
審
判
決
の
内
容
を
掴
剖
呵
す

る
等
の
方
法
に
よ
り
、
判
剖
叫
の
理
由
を
で
き
る
限
り
具
体

的
に
記
軟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
立
替
の
送
付
等
・
法
第
四
百
六
条
）

第
二
百
六
十
条
原
戯
判
所
は
、
潮
引
ヨ
ヨ
判
刑
川
刑
剰
刎
ゴ
ヨ
糊

一
項
の
理
由
書
及
び
瀬
蜘
劉
劃
到
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、

前
条
の
場
合
を
除
い
て
、
速
や
か
に
こ
れ
を
第
二
百
五
十

八
条
の
申
立
番
と
と
も
に
最
高
裁
判
所
に
送
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
（
同
上
）

（
事
件
受
理
の
決
定
の
効
力
等
・
法
第
四
百
六
条
）

第
二
百
六
十
三
条
第
二
百
六
十
一
条
第
一
項
の
決
定
が
あ

は
、
そ
の
理
由
（
第
二
百
六
十
一
楽
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
排
除
さ
れ
た
理
由
を
除
く
。
）
を
上
告
の
理
由
と

す
る
上
告
趣
意
香
と
み
な
す
。

２
（
同
上
）

相
手
方
の
数
に
応
十
る
脇
本
及
び
原
判
決
の
脳
本
剖
制
瑚
剛

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

つ
た
と
き
は
、

8

の
理
由
書

－ 143－
－144－



il i ＃ ii〈

（
斬
股
）

－146－
－ 145－

i! ＃
21項

鋤
割
掴
園
遡
制
副
劉
罰
蜘
酬
訓
副
制
測
訓
刺
剃
鋤
瑚
閃
制 i 1

隣
す
る
規
謁
圃
哨
鯛
刷
。
馴
．
割
到
劉
ｕ
剖
副
引
利
画
制
列
引
列
州

。 イ
イl

i ii
を
生
ず
る
お
剃
剴
列
鯛
洲
割
引
剴
剖

ﾛ’

i;
殉
げ
る
者
に
麟
劃
「
ｕ
刺
叫
川
剴
剖

；

－ 148－
－ 147－



．
（
勾
圃
に
代
わ
る
描
匝
の
賄
求
・
少
年
法
第
四
十
三
条
）

第
二
百
八
十
一
条
少
年
事
件
に
お
い
て
、
検
察
官
が
裁
判

、
第
百
四
十
七
条
か
ら
調
剤
到
判
呵
鯛
‐
呵
川
ま
で
の
規
定
を

革
用
す
る
。

（
鯖
求
の
手
続
）

第
二
百
八
十
三
条
再
審
の
鯖
求
を
す
る
に
は
、
そ
の
趣
意

密
に
原
判
決
の
嚴
本
、
旺
拠
魯
類
及
び
旺
拠
物
を
添
え
て

こ
れ
を
管
紹
裁
判
所
に
越
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。"|II

官
に
対
し

II
引
判
削
剥
罰
酬
司
割
引
判
引
司
詞
刎
引
ゴ
剰
引
詞
剰
剖
潤
閣
酬
四
百
四
条

す
る
掛
合
に
は

（
勾
留
に
代
わ
る
描
低
の
鯖
求
・
少
年
法
第
四
十
三
条
〉

第
二
百
八
十
一
条
少
年
事
件
に
お
い
て
、
検
察
官
が
裁
判

刎
剖
劃
国
劇
烈
烈
判
す
る
鍋
合
に
は
、
第
百
四
十
七
条
か
ら
剃

司
副
判
「
鋼
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
硝
求
の
手
続
）

第
二
百
八
十
三
条
再
審
の
開
求
を
す
る
に
は
、
そ
の
趣
意

香
に
原
判
決
の
勝
本
、
旺
拠
書
顛
及
び
証
拠
物
を
添
え
て

こ
れ
を
笹
絡
裁
判
所
に
楚
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
魯
類
等
の
越
出
）

第
二
百
八
十
九
条
（
同
上
）

２
～
４
（
同
上
）

（
新
般
）

宮
に
対
し
刎
副
渕
判
痢
剖
詞
回
剖
罰
利
刎
副
詞
剰
扇
判
祠
掛
劃
銅
銅
『
「
巧

－ 149－
－ 】50－

21 第

||｜ i■
１４
裁
判
所
は
、
略
式
命
令

劃
Ⅱ
叫
呵
の
醗
本
の
送
達
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
亜
ち

に
そ
の
旨
を
検
察
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
起
腓
状
の
勝
本
の
遡
劃
「
辱
・
法
第
四
百
六
十
三
条
朔
）

節
二
百
九
十
二
条
（
削
る
）

判
‐
所
刷
潮
詞
ｕ
出
す
こ
と
が
で
き
るllI

園
剰
引
ヨ
引
匂
型
川
引
凶
剰
叫
．
刷
司
ヨ
頃
第
一
号
又
は
第
二
号
に

矧
引
到
割
釧
刮
副
劉
国
醐
引
列
到
剖
鬮
酬
割
引
引
劃
資
料
を
錨

引
制
劉
阿
囮
剣
詞
洞
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

卿
．
Ｊ
踊
引
圃
息
列
「
馴
司
副
咽
圃
到
司
矧
伺
掲
げ
る
者
の
も
、I

（
略
式
命
令
の
時
期
等
）

第
二
百
九
十
条
（
同
上
）

（
新
股
）

副
‐
裁
判
所
は
、
略
式
命
令
の
畷
本
の
送
達
が
で
き
な
か
っ

た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
検
察
官
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
起
所
状
の
脇
本
の
圏
剖
叫
等
・
法
第
四
百
六
十
三
条
）

第
二
百
九
十
二
条

１
副
‐
側
矧
副
判
鳩
合
に
は
、
第
百
七
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が

（
新
股
）

I ぎ

－】51－
－152－



（
検
察
官
及
び
弁
壌
人
の
断
舩
遅
延
行
為
に
対
す
る
処
厘

）

第
三
百
三
条
（
略
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
特
に
必
要
が
あ

る
と
閉
め
る
と
き
は
、
検
癩
官
に
つ
い
て
は
、
当
政
検
鰯

官
に
対
し
て
揃
揮
監
督
の
指
を
有
す
る
者
に
、
弁
瞳
人
に

つ
い
て
は
、
当
麟
弁
硬
士
の
闘
岡
型
別
旬
弁
餓
士
会
又
は
日

本
弁
醗
士
連
合
会
に
通
知
し
、
週
割
司
劉
処
図
を
と
る
べ
き

こ
と
を
鯖
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
（
略
）

リ
21

！
疋
に
Ｈ
『
馴
剖
型
Ⅱ
引
刑
百
列
到
習
呪
副
凋
椒
両
制
剖
酬
鯏
可
１
吋
割
州
引
．
訓
Ｈ

）

第
三
百
三
条
（
同
上
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
栽
判
所
は
、
特
に
必
要
が
あ

る
と
餌
め
る
と
き
は
、
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
当
餓
検
察

官
に
対
し
て
指
揮
監
督
の
権
を
有
す
る
者
に
、
弁
瞳
人
に

つ
い
て
は
、
当
腋
弁
瞳
士
の
圏
制
剖
到
弁
瞳
士
会
又
は
日
本

弁
唖
士
連
合
会
に
通
知
し
、
副
剖
「
刺
処
極
を
と
る
べ
き
こ

と
を
鯖
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
（
同
上
）

（
新
股
）

（
新
設
）

｛
検
察
官
及
び
弁
醗
人
の
所
舩
遅
延
行
為
に
対
す
る
処
皿

あ
る
も
の
と
す
る
。

－ 154－
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（
代
替
収
容
の
掲
合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
三
百
五
条
刑
車
収
容
施
股
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に

関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
回
施
設

に
留
置
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
留
極
施
股
を
刑
事
箪
段

と
、
留
殴
業
務
笹
理
者
を
刑
事
施
股
の
長
と
、
留
置
担
当

官
（
同
法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
十
る
留
阻
担
当
官
を

い
う
。
）
を
刑
事
施
股
職
貝
と
み
な
し
て
、
第
六
十
二
県

第
六
十
二
条

十
七
条
（
第
百
一
二
十
八
条
の
八
、
第
二
百
二
十
九
条
、
第

二
百
八
十
四
条
、
第
二
百
九
十
四
条
及
び
第
二
百
九
十
五

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二

百
二
十
八
条
（
第
百
三
十
八
条
の
八
、
第
二
百
二
十
九
条

、
第
二
百
八
十
四
条
、
第
二
百
九
十
四
条
及
び
第
二
百
九

十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
二
百
二
十
九
条
、
第
二
百
四
十
四
条
、
第
一
一
百
八
十
条

の
一
一
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
百
八
十
条
の
三
第

二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

百
五
十
三
条
第
四
項
、
第
百
八
十
七
条
の
二
、
第
百
八
十

七
条
の
三
第
二
項
、
第
二
百
十
六
条
第
二
項
、
第
二
百
二

三

号
■

第
三
項

！
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

二
条
の
．
鯛
斗
討
矧
ｌ
痢
司
副
叫
刊
刈
型
創
到

第
八
十
条
第

、

第

（
代
替
収
容
の
栂
合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
〉

第
三
百
五
条
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
醇
の
処
遇
に

関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
歴
施
股

に
留
腫
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
留
匝
施
設
を
刑
事
施
股

と
、
囲
腫
業
務
管
理
者
を
刑
事
施
設
の
長
と
、
岡
歴
担
当

官
（
同
法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
留
置
担
当
官
を

い
う
。
）
を
刑
事
施
設
職
員
と
み
な
し
て
、
第
六
十
二
条

第
三
項
、
第
八
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
一
条

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
馴
扣
刈
刊
ゴ
劉
剰
割
引
、
第
百

五
十
三
条
館
四
頃
、
第
百
八
十
七
条
の
二
、
第
百
八
十
七

条
の
三
・
第
二
項
、
第
二
百
十
六
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十

七
条
（
第
百
三
十
八
条
の
八
、
第
二
百
二
十
九
条
、
第
二

百
八
十
四
条
、
第
二
百
九
十
四
条
及
び
節
二
百
九
十
五
条

第
二
項
に
お
い
て
蛾
用
す
る
栂
合
を
含
む
。
）
、
蹄
二
百

二
十
八
条
（
第
百
三
十
八
条
の
八
・
第
二
百
二
十
九
条
、

鋪
二
百
八
十
四
条
、
鰯
二
百
九
十
四
条
及
び
鋪
二
百
九
十

五
条
第
二
項
に
お
い
て
鋪
用
す
る
鍋
合
を
含
む
。
）
、
第

二
百
二
十
九
条
、
第
二
百
四
十
四
条
、
第
二
百
八
十
条
の

二
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
百
八
十
条
の
三
第
二

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

一】56－
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b

第
二
条
関
係
Ｉ
少
年
審
判
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
峨
商
裁
判
所
規
則
第
三
十
三
号
）

く
は
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
付
添

人
に
よ
る
審
判
の
鑓
備
そ
の
他
の
審
判
の
準
偏
の
上
で
の

支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
鋤
剖
刷
罰
司
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。計

濁
剰
ヨ
斜
剰
引
興
剰
引
引
回
矧
別
引
例
剰
刺
倒
引
判

淵
司
刻
可
ｑ
珊
瑚
呵
倒
濁
斗
咽
詞
．
Ｈ
ヨ
科
渕
鋼
剰
司ﾘ

添
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
餓
肥
録
又
は
柾
拠
物
を
閲

覧
す
る
に
当
た
り
、
付
添
人
に
対
し
、
剖
副
国
倒
列
で
あ
っ

て
裁
判
所
が
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
．
少
年
若
し
く
は

保
穫
者
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
又

は
少
年
若
し
く
は
保
霞
者
に
知
ら
せ
る
時
期
若
し
く
は
方

法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
付
添
人
に
よ

る
審
判
の
準
備
そ
の
他
の
審
判
の
準
備
の
上
で
の
支
障
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
刻
刻
剴
到
割
ば
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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副
川
副
『
剖
刺
割
当
列

４
戯
判
所
は
、
前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
本
文 '1I

の
規
定
に
よ
る
措
砥
に
よ
っ
て
は
剛
刺
副
到
割
引
同
規
定
十

る
行
為
を
防
止
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
囲
め
る
と
き

は
、
付
添
人
に
よ
る
審
判
の
準
倫
そ
の
他
の
審
判
の
準
伽

の
上
で
の
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
を
除
き
、

付
添
人
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
骸
記
録
又
は
柾
拠
物

を
閲
覧
す
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
耐
幽
列
鋼
斗
Ｊ
副
判

剛
制
「
．
割
副
判
規
定
す
る
部
分
で
あ
っ
て
裁
判
所
が
指
定
す

る
も
の
の
閲
覚
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
鍋
合
に

お
い
て
、
閲
覧
を
禁
じ
た
部
分
に
そ
の
人
の
氏
名
又
は
住

居
が
配
載
さ
れ
又
は
配
録
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、

付
添
人
の
舗
求
が
あ
る
と
き
は
、
付
添
人
に
対
し
、
氏
名

に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
呼
称
を
、
住
居
に
あ
っ
て
は

こ
れ
に
代
わ
る
連
絡
先
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 ||I

４
裁
判
所
は
、
前
項
本
文
の
塩
合
に
お
い
て
、
同
項
本
文

の
規
定
に
よ
る
描
画
に
よ
っ
て
は
剛
刺
劉
刺
到
卿
規
定
す
る

行
為
を
防
止
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
彫
め
る
と
き
は

、
付
添
人
に
よ
る
審
判
の
準
備
そ
の
他
の
審
判
の
峨
伽
の

上
で
の
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
付

添
人
が
第
二
頓
の
規
定
に
よ
り
当
麟
記
録
又
は
証
拠
物
を

閲
覧
す
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
蜘
刺
「
刺
制
創
吋
規
定

す
る
部
分
で
あ
っ
て
裁
判
所
が
指
定
す
る
も
の
の
閲
覧
を

禁
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
圏
合
に
お
い
て
、
閲
覚
を

禁
じ
た
部
分
に
そ
の
人
の
氏
名
又
は
住
居
が
記
戦
さ
れ
又

は
配
録
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
付
添
人
の
賄
求
が

あ
る
と
き
は
、
付
液
人
に
対
し
、
氏
名
に
あ
っ
て
は
こ
れ

に
代
わ
る
呼
称
を
、
住
居
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
代
わ
る
連

絡
先
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
同
行
状
の
肥
載
要
件
鍋
，
。
法
第
十
一
条
等
）

第
十
七
条
（
略
）

２
緊
念
の
場
合
に
発
す
る
同
行
状
に
は
、
前
項
の
妃
軟
事

項
の
図
刈
瑚
、
特
に
発
付
を
必
要
と
す
る
理
由
を
具
体
的
に

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
（
略
）

４
同
行
状
の
有
効
期
間
は
、
発
付
の
日
か
ら
七
日
と
す
る

・
刺
剖
Ｈ
ｕ
、
相
当
と
鹿
め
る
と
き
は
、
七
日
を
超
え
る
期

間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
呼
出
状
の
送
達
・
法
第
十
一
条
）

第
十
六
条
（
略
）

２
送
遮
に
つ
い
て
は
、
民
亭
所
舩
の
送
達
に
関
す
る
規
定

並
び
に
刑
亭
解
舩
法
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の

５
～
８
（
略
）

（
押
収
、
捜
索
、
検
証
、
艦
定
噺
託
・
法
第
六
条
の
五
）

第
九
条
の
二
刑
事
瞬
訟
規
則
（
昭
和
二
十
一
二
年
最
高
裁
判

所
規
則
第
三
十
二
号
）
中
、
司
法
蕃
察
職
貝
の
行
う
押
収

、
捜
索
、
検
鉦
及
び
艦
定
の
嘱
託
に
関
す
る
規
定
（
同
規

規
定
を
準
用
す
る
．
た
だ
し
、
耽
業
場
所
に
お
け
る
送
違

、
送
遠
娼
所
写
の
届
出
及
び
公
示
送
達
に
関
す
る
規
定
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

除
く
。
）
は
、
法
第
六
条
の
五
鮪
一
項
の
規
定
に
よ
る
押

収
、
捜
索
、
検
旺
及
び
艦
定
の
咽
膨
に
つ
い
て
準
用
す
る

則
第
百
五
十
八
条
の
二
か
ら
第
百
五
判
川
川
鍋
制
引
刈
剥

を

引
●
可
第
六
ナ
五
条
第
一
弱
及
び
第
一
二
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。
た
だ
し
、
耽
業
場
所
に
お
け
る
送
迩
、
送
逮
場
所
淳

の
届
出
及
び
公
示
送
連
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

（
同
行
状
の
配
載
要
件
・
法
第
十
一
条
等
〉

第
十
七
条
（
同
上
）

２
緊
急
の
娚
合
に
発
す
る
同
行
状
に
は
、
前
項
の
記
載
事

項
の
州
Ｊ
特
に
発
付
を
必
嬰
と
す
る
理
由
を
具
体
的
に
記

戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
（
同
上
）

４
同
行
状
の
有
効
期
間
は
、
発
付
の
日
か
ら
七
日
と
す
る

。
回
刈
り
相
当
と
露
め
る
と
き
は
、
七
日
を
超
え
る
期
間

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
呼
出
状
の
送
達
・
法
第
十
一
条
）

第
十
六
条
（
同
上
）

２
送
達
に
つ
い
て
は
、
民
事
所
舩
の
送
遥
に
関
す
る
規
定

５
～
８
（
同
上
）

（
押
収
、
捜
索
、
検
証
、
艦
定
嘱
託
・
法
第
六
条
の
五
）

鮪
九
条
の
二
刑
事
所
配
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
商
裁
判

所
規
則
第
三
十
二
号
）
中
、
司
法
蕃
察
職
側
の
行
う
押
収

、
捜
索
、
検
鉦
及
び
睡
定
の
嘱
託
に
関
す
る
規
定
（
同
規

則
第
百
五
十
八
条
の
二
を
除
く
。
）
は
、
法
第
六
条
の
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
押
収
、
捜
索
、
検
証
及
び
睦
定
の

嘱
庇
に
つ
い
て
鋪
用
す
る
。

並
び
に
刑
事
所
舩
法

－162－
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。

ii
畢
紺
調
釧
珂
ペ
イ
可
到
倒
詞
鯛
副
幽
瑠
剰
剰
引
．
副
判
引
制
４
Ｊ
銅
剣
。

（
新
股
）

-164－
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IIW|
訓
剰
斗
到
削
劉
剥
副
剛
矧
日
劉
判
創
圃
制
洲
回
倒
封

81

（
同
行
状
の
執
行
と
執
行
後
の
処
但
・
法
第
十
三
条
〉

第
十
八
条
（
略
）

２
同
行
状
を
所
持
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
急
速
を
要

す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
少
年
に
対 ■I

…
！|’ 一

（
新
股
）（

同
行
状
の
軌
行
と
軌
行
後
の
処
匝
・
法
第
十
三
条
）

第
十
八
条
（
同
上
）
、

２
同
行
状
を
所
持
し
な
い
鍋
合
に
お
い
て
も
、
，
急
速
を
要

す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
．
少
年
に
対

（
新
般
）

（
新
股
）

－ 165－
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し
、
審
判
に
付
す
ぺ
き
本
由
及
び
同
行
状
が
発
せ
ら
れ
て

い
る
旨
を
告
げ
て
、
そ
の
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

対
剖
刊
叫
、
同
行
状
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
・

引
測
剰
剰
珂
到
討
削
劉
日
到
引
剛
制
洲
刺
倒
測
引
例
叫
叫

21 第 41

111
布曾多 ；, §｜

|事1||’
が

３
～
５
（
同
上
）

（
少
年
艦
別
所
送
致
決
定
手
続
に
お
い
て
少
年
に
告
知
す

べ
き
事
項
等
）

第
十
九
条
の
三
（
同
上
）

（
新
股
）

し
．
審
判
に
付
す
べ
き
事
由
及
び
間
行
状
が
発
せ
ら
れ
て

い
る
旨
を
告
げ
て
、
そ
の
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

側
司
引
、
同
行
状
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ｃ

（
新
般
）
．
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21

（
観
瞳
の
描
面
が
勾
衝
と
み
な
さ
れ
る
掲
合
の
告
知
弊
・

法
第
四
十
五
条
第
四
号
等
）

第
二
十
四
条
の
二
（
略
）

ii'i 織り
る
お
そ
れ
が
あ
割
引
ｑ
四
列
剤
到
叫
引
剖

ﾛ’

i i
は
保
瞳
剰
矧
Ｈ
釧
矧
副
酬
訓
副
川
副
Ｈ
判
例

（
観
膜
の
措
圃
が
勾
囲
と
み
な
さ
れ
る
濁
合
の
告
知
等
・

法
第
四
十
五
条
第
四
号
等
）

第
二
十
四
条
の
二
（
同
上
）

（
新
股
）

170－
－ 169－

ｉ；
判
釧
劉
調
釧
剖
副
副
珂
討
剴
到
測
割
引
司

釧
，
剰
斗
制
刻
刻
判
の
規
定
に
よ
り
弁
壌
人
を
選
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
旨
を
告
げ
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
は
弁
瞳
士

、
弁
瞳
士
法
人
（
弁
唆
士
・
外
図
法
事
務
弁
硬
士
共
同
法

人
を
含
む
。
）
又
は
弁
唖
士
会
を
指
定
し
て
弁
硬
人
の
逓

任
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
街
及
び
そ
の
申
出
先
を
散

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
（
略
）

訓
，
測
刺
割
判
の
規
定
に
よ
り
告
知
及
び
敬
示
を
す
る
場
合
に

。 計
列
叫
矧
呵
到
羽
矧
呵
樹
割
割

醸
偲
筍
判
翻
斜
倒
翻
愚
剥
劉
痢
副
司
洲
剖
同
ｕ
剖
到
叫
到
釧
濁
剛
判
判
別
副
州
剖

ｲ’

剛

副
‘
醐
刺
５
規
定
に
よ
り
弁
膜
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
を
告
げ
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
は
弁
唖
士
、
弁
鰻

士
法
人
（
弁
瞳
士
・
外
図
法
事
務
弁
譲
士
共
同
法
人
を
含

む
。
）
又
は
弁
醗
士
会
を
指
定
し
て
弁
醗
人
の
避
任
を
申

し
出
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
そ
の
申
出
先
を
数
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
（
同
上
）

叫
醐
剴
詞
函
の
規
定
に
よ
り
告
知
及
び
敬
示
を
す
る
場
合
に

－ 172－
－171－



は
、
赦
判
所
書
配
官
が
立
ち
会
い
、
鯛
害
を
作
成
十
る
。

（
審
判
期
日
に
お
け
る
告
知
等
）

第
二
十
九
条
の
二
（
略
）

刻
剰
Ｈ
刈
剣
刎
剴
潮
ゴ
刺
刎
制
圃
圃
１
湖
刺
刎
剰
園
刺
刈

詞
刈
渕
ｌ

（
執
行
の
た
め
の
同
行
状
の
記
戦
要
件
と
執
行
・
法
第
二

十
六
条
）

第
四
十
二
条
（
略
）

２
（
略
）

３
第
一
項
の
同
行
状
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
鯛
判
川
劇
劉
調

（
連
戻
状
の
配
載
要
件
等
）

第
五
十
七
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５
連
戻
状
に
よ
る
連
戻
し
に
つ
い
て
は
、
節
十
八
条
第
一

項
１
劃
割
割
珂
馴
刺
剖
制
ヨ
列
の
規
定
を
準
用
す
る
。

６
（
略
）

準
用
す
る
。

の
規
定
を

は
、
裁
判
所
書
配
官
が
立
ち
会
い
、
閥
書
を
作
成
す
る
。

（
審
判
期
日
に
お
け
る
告
知
等
）

第
二
十
九
条
の
二
（
同
上
）

（
新
股
）

（
軌
行
の
た
め
の
同
行
状
の
記
載
要
件
と
執
行
・
法
第
二

十
六
条
）

第
四
十
二
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）
ゞ

３
第
一
項
の
同
行
状
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
鋼
制
制
川
判
型
『
の

規
定
を
準
用
す
る
。

、
（
連
戻
状
の
配
戟
要
件
等
）

第
五
十
七
条
（
同
上
）

２
～
４
（
同
上
）

５
迎
戻
状
に
よ
る
連
戻
し
に
つ
い
て
は
．
第
十
八
条
第
一

項
洲
副
矧
劃
司
羽
割
引
可
の
規
定
を
準
用
す
る
。

６
（
同
上
）

一 】73－
－ 174－

鯖
三
条
関
係
Ｉ
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
瞳
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
描
回
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二

〆

年
最
商
載
判
所
規
則
第
十
三
号
）

第
三
節
異
織
等
（
潮
ゴ
コ
刈
羽
川
荊
ゴ
コ
剖
割
調
）

第
四
節
補
則
（
潮
ヨ
判
剥
劇
剰
川
剰
ゴ
コ
刈
到
調
）

第
七
章
雑
則
（
潮
ゴ
コ
削
剥
詞
）

附
則

。
（
趣
旨
｝

第
一
条
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
醗
を
図
る
た
め

の
刑
事
手
続
に
付
随
十
る
措
匝
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

二
年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
『
法
」
と
い
う
。
）
に
よ

る
鱗
舩
記
録
の
閲
覧
又
は
脳
写
、
被
害
者
参
加
旅
費
等
（

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
害
者
参
加
旅
巽
等
を
い

う
。
）
の
舗
求
手
続
に
関
し
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
行
う
手
統
、
被
害
者
穆
加
弁

唖
士
（
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
害
者
参
加
弁

ユ ー

章 章
§ 1

｝ 民 勇
》 車 匹

、 上 園

ド の
鉦

第
三
節
異
鮭
等
（
瓢
ゴ
判
川
州
剰
Ⅱ
倒
割
．
斗
剴
詞
）

第
四
節
補
則
（
鋼
ヨ
判
剴
ゴ
詞
Ⅱ
潮
ゴ
コ
判
判
剰
）

第
七
章
雑
則
（
荊
ヨ
判
到
創
翻

附
則

（
趣
旨
）

第
一
条
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
鰻
を
図
る
た
め

の
刑
事
手
統
に
付
随
十
る
措
砥
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

二
年
法
抑
第
七
十
五
号
。
以
下
『
法
」
と
い
う
。
）
に
よ

る
所
舩
肥
録
の
閲
覧
又
は
騰
写
、
被
害
者
参
加
旅
挽
等
（

法
第
五
条
擁
二
項
に
規
定
す
る
被
害
者
参
加
旅
費
等
を
い

う
。
）
の
鮪
求
手
続
に
関
し
法
第
六
条
第
一
噸
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
行
う
手
統
、
被
害
者
参
加
弁

膜
士
（
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
害
者
参
加
弁

- 】75－
－176－



に
第
五
十
二
条
の
十
二
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
畑

用
す
る
。
こ
の
椙
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
五
十
二
条
の

十
二
第
一
項
中
「
こ
の
規
則
の
規
定
（
第
五
十
二
条
の
十

（
秘
匿
事
項
届
出
書
面
の
肥
載
事
項
蝉
）
第
一
項
を
除
く

・
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
犯
罪
被

害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
後
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
焼
に

付
随
す
る
描
置
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判

所
規
則
第
十
二
一
号
）
瓢
ゴ
コ
到
判
鋼
釧
到
制
別
に
お
い
て
準
用

す
る
刑
事
瞬
舩
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則

第
三
十
二
号
）
第
六
十
条
の
規
定
』
と
醜
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

２
（
略
）

瑛
士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
〉
の
選
定
等
、
民
事
上
の
争

い
に
つ
い
て
の
刑
事
腓
舩
手
続
に
お
け
る
和
解
並
び
に
扱

害
鴎
償
命
令
事
件
（
法
鯛
剴
訶
可
到
製
劉
到
．
到
に
規
定
す
る

損
害
賠
償
命
令
事
件
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る

手
腕
に
つ
い
て
は
、
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
民
事
所
舩
規
則
の
融
用
）

第
十
九
条
法
第
六
章
に
規
定
す
る
民
事
上
の
争
い
に
つ
い

て
の
刑
事
所
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
手
統
に
つ

い
て
は
、
民
事
所
詮
規
則
（
平
成
八
年
最
商
裁
判
所
規
則

第
五
号
）
第
一
輻
第
三
章
第
一
節
（
通
定
当
事
者
及
び
特

別
代
理
人
の
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
四
節
並
び
に
第
七

章
（
第
五
十
二
条
の
十
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
並
び

に
第
五
十
二
条
の
十
二
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
鑓

用
す
る
。
こ
の
期
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
五
十
二
条
の

十
二
第
一
項
中
・
「
こ
の
規
則
の
規
定
（
第
五
十
二
条
の
十

（
秘
匿
事
項
届
出
書
面
の
記
載
事
項
等
）
第
一
項
を
除
く

・
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
犯
罪
被

害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に

付
随
す
る
措
匠
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
最
高
餓
判

所
規
則
鮪
十
三
号
）
鋼
ゴ
コ
判
到
網
剥
．
割
判
に
お
い
て
準
用

す
る
刑
事
斫
舩
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
蛾
高
蛾
判
所
規
則

筋
三
十
二
号
）
第
六
十
条
の
規
定
』
と
脇
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

２
（
同
上
）

唆
士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
避
定
尋
、
民
事
上
の
争

い
に
つ
い
て
の
刑
事
解
訟
手
統
に
お
け
る
和
解
並
び
に
損

害
賠
償
命
令
事
件
（
法
潮
弐
司
呵
倒
鯛
画
コ
コ
判
に
規
定
す
る

損
害
賠
償
命
令
率
件
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る

手
続
に
つ
い
て
は
、
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規

則
の
定
め
る
ど
こ
ろ
に
よ
る
．

（
民
事
所
舩
規
則
の
準
用
）

第
十
九
条
法
鮪
六
章
に
規
定
す
る
民
事
上
の
争
い
に
つ
い

て
の
刑
車
既
舩
手
続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
手
続
に
つ

い
て
は
、
民
事
所
舩
規
則
（
平
成
八
年
最
高
哉
判
所
規
則

第
五
号
）
第
一
綱
第
三
章
第
一
節
（
選
定
当
事
者
及
び
特

別
代
理
人
の
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
四
節
並
び
に
第
七

章
（
第
五
十
二
条
の
＋
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
並
び

－ 178－
－ 177－

（
申
立
香
の
記
載
事
項
等
・
法
剰
斗
コ
剤
削
珂
）

剰
訓
コ
ー
「
斜
法
蝿
引
。
割
判
剰
罰
到
割
判
に
規
定
す
る
書
面
（

以
下
「
申
立
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
岡
項
各
号
に
掲
げ

る
亭
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
肥
戦
し
、
申
立
人

又
は
そ
の
代
理
人
が
配
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四
（
略
）

五
法
剰
呵
ゴ
ー
「
斜
に
お
い
て
単
用
す
る
民
事
所
舩
法
館

百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
逮
を
受
け
る
べ
き
橿

所
の
届
出
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
受
取
人
の
届

出
を
す
る
と
き
は
そ
の
旨

六
～
八
（
略
）

２
申
立
害
に
法
剰
剤
．
割
判
鋼
麺
到
剴
項
劉
到
司
司
に
規
定
す
る

米
の
報
問
刈
到
ｕ
剖
引
刷
剖
剰
剛
刎
到
到
剖
判
Ⅷ

（
申
立
書
の
配
載
事
項
等
・
法
荊
引
司
呵
ヨ
副
詞
〉

鯛
引
刀
刈
調
法
剰
引
刀
剖
割
鯛
飼
到
割
判
に
規
定
す
る
香
面
（
以

下
「
申
立
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
伺
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
率
項
を
配
載
し
、
申
立
人
又

は
そ
の
代
理
人
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四
（
同
上
）

五
法
剰
呵
到
刈
詞
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
研
舩
法
剖
皿
州

瑚
川
矧
刈
酉
綱
酎
割
引
刈
副
割
１
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
送
達
を
受
け
る
べ
き
場
所
の
届
出
及
び
同
項
の
規

定
に
よ
る
送
達
受
取
人
の
届
出
を
す
る
と
き
は
そ
の
旨

六
～
八
（
同
上
）

２
申
立
書
に
法
荊
ゴ
判
剖
。
詞
剰
訓
忍
劉
劃
剴
引
に
規
定
す
る

（
新
股
）

－ 180－
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刑
事
被
告
事
件
に
係
る
餌
因
と
し
て
特
定
さ
れ
た
事
実
を

記
載
す
る
に
は
、
当
砿
被
告
本
件
の
起
所
状
を
引
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
申
立
書
の
送
達
・
法
潮
引
．
判
判
斜
）

荊
訓
．
刈
引
鯛
（
略
）

２
前
項
の
規
定
は
．
法
潮
呵
ゴ
ー
「
斜
に
お
い
て
準
用
す
る

民
事
所
舩
法
第
百
四
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
四

条
第
三
項
に
お
い
て
鋪
用
す
る
堀
合
を
含
む
。
）
の
書
面

の
送
連
に
つ
い
て
津
用
す
る
。

：
両
耐
園
幽
副
洞
刺
劉
封
矧
則
ｕ
剖
副
列
刈
圃
剖
剴
到
制
Ｎ
Ｊ
Ｉ

（
審
理
期
日
の
呼
出
し
・
法
鯏
ゴ
刊
可
引
劉
画

剰
引
司
可
四
副
詞
審
理
期
日
（
法
荊
剴
司
河
引
鍋
創
到
剖
珂
に
規
定

す
る
審
理
期
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
呼
出
し
は
、

相
当
と
阻
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
（
略
）

（
審
理
期
日
に
お
け
る
手
続
・
法
鯛
ゴ
訶
呵
司
劉
つ

鯛
引
司
ｎ
劃
副
詞
裁
判
所
は
、
最
初
の
審
理
期
日
に
お
い
て
、 ’'11

咽
刺
呵
制
剖
到
国
詞
咽
制
副
幽
出
潮
剰
司
コ
コ
判
判
。
劃
銅
罰
到
刻
癖
勲
皿
段
の
銅

刑
事
被
告
事
件
に
係
る
所
因
と
し
て
特
定
さ
れ
た
事
実
を

配
載
す
る
に
は
、
当
餓
被
告
事
件
の
起
所
状
を
引
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
申
立
書
の
送
達
・
法
荊
引
司
薊
引
調
）

馴
引
．
Ⅱ
引
剰
（
同
上
〉

２
前
項
の
規
定
は
、
法
卿
呵
．
刈
調
に
お
い
て
準
用
す
る
民

亭
所
舩
法
第
百
四
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
四
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
椙
合
を
含
む
。
〉
の
魯
面
の

送
達
に
つ
い
て
畑
用
す
る
。

（
審
理
期
日
の
呼
出
し
・
法
剰
ゴ
コ
刈
調
）

刑
ゴ
判
斗
引
剰
審
理
期
日
（
法
鯏
ゴ
コ
劉
劉
判
．
側
に
規
定
す

る
審
理
期
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
呼
出
し
は
、
相

当
と
罷
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
（
同
上
）

（
審
理
期
日
に
お
け
る
手
統
・
法
潮
ゴ
コ
剖
雪

潮
引
。
４
．
斜
裁
判
所
は
、
最
初
の
審
理
期
日
に
お
い
て
、

（
新
股
）
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斫
舩
記
録
の
取
餌
ぺ
を
す
る
ほ
か
、
鯛
求
の
趣
旨
に
対
す

る
答
弁
及
び
申
立
書
に
配
載
さ
れ
た
率
実
に
対
す
る
毘
否

並
び
に
申
立
人
の
主
張
の
補
充
を
聴
く
も
の
と
す
る
Ｇ

２
裁
判
所
は
、
審
理
期
日
を
開
い
た
と
き
は
、
当
麟
審
理

期
日
に
お
い
て
審
理
を
終
結
す
る
場
合
又
は
当
峡
審
理
期

日
に
お
い
て
法
期
剴
司
呵
刈
‘
鯛
醐
到
剖
別
若
し
く
は
第
二
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
命
令
事
件
を
終
丁
さ
せ
る

旨
の
決
定
を
す
る
場
合
を
除
き
、
次
回
の
審
理
期
日
を
措

定
し
、
当
鮫
審
理
期
日
に
行
う
手
続
及
び
当
麟
審
理
期
日

ま
で
に
準
備
す
べ
き
こ
と
を
当
事
看
と
の
間
で
碗
鰐
す
る

も
の
と
す
る
。

（
主
喪
書
面
の
提
出
の
方
法
等
）

痢
引
「
「
詞
剖
調
当
事
者
は
、
そ
の
主
張
を
肥
載
し
た
書
面
（

剰
訓
刊
河
川
副
詞
に
お
い
て
『
主
弧
啓
面
」
と
い
う
。
）
の
提

出
を
す
る
に
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
写
し
一
通
（
相

手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
数
の
通
歓
）

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な

い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
長
の
定
め
る
期
間
内
に
提

出
す
れ
ば
足
り
る
。

２
（
略
〉

３
裁
判
所
啓
肥
官
は
、
前
二
項
の
写
し
及
び
的
項
の
柾
拠

脱
明
魯
（
同
項
の
写
し
及
び
証
拠
脱
明
書
に
つ
い
て
は
、

そ
の
う
ち
の
一
通
を
除
く
。
）
を
相
手
方
に
送
付
し
な
け

法
鯛
ゴ
コ
Ⅲ
「
銅
刺
制
剴
判
の
規
定
に
よ
る
刑
事
被
告
事
件
の

れ
ぱ
な
ら
な
い
。

舩
配
録
の
取
圃
べ
を
す
る
ほ
か
、
舘
求
の
趣
旨
に
対
す
る

答
弁
及
び
申
立
書
に
配
載
さ
れ
た
事
実
に
対
す
る
罷
否
並

び
に
申
立
人
の
主
張
の
補
充
を
聴
〆
も
の
と
す
る
＆

２
裁
判
所
は
、
審
理
期
日
を
開
い
た
と
き
は
、
当
麟
審
理

期
日
に
お
い
て
審
理
を
終
結
す
る
場
合
又
は
当
麟
審
理
期

日
に
お
い
て
法
期
司
刊
河
川
倒
謝
劃
剖
判
若
し
く
は
第
二
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
命
令
事
件
を
続
了
さ
せ
る

旨
の
決
定
を
す
る
掲
合
を
除
き
、
次
回
の
審
理
期
日
を
桁

定
し
、
当
鮫
審
理
期
日
に
行
う
手
続
及
び
当
蕨
審
理
期
日

ま
で
に
準
備
す
べ
き
こ
と
を
当
事
者
ど
の
間
で
砿
鶴
す
る

も
の
と
す
る
。

（
主
張
書
面
の
提
出
の
方
法
等
〉

矧
引
「
莉
凹
副
詞
当
率
者
は
、
そ
の
主
張
を
記
載
し
た
啓
面
（

剰
引
司
河
対
副
詞
に
お
い
て
『
主
弧
樫
面
」
と
い
う
．
）
の
提

出
を
す
る
に
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
写
し
一
通
（
相

手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
数
の
通
数
）

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な

い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
長
の
定
め
る
期
間
内
に
提

出
す
れ
ば
足
り
る
。

２
（
同
上
）

３
裁
判
所
香
配
宮
は
、
前
二
項
の
写
し
及
び
前
項
の
証
拠

脱
明
香
（
同
項
の
写
し
及
び
鉦
拠
脱
明
書
に
つ
い
て
は
、

そ
の
う
ち
の
一
通
を
除
く
。
）
を
相
手
方
に
送
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

法
剰
司
．
剖
詞
鯛
刺
制
判
の
規
定
に
よ
る
刑
事
被
告
事
件
の
断
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に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
十
る
に
は
、
申
立
害
そ
の
他
の
主

弧
害
面
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
決
定
書
の
送
達
・
法
剰
剖
司
呵
ヨ
倒
画

剰
引
司
可
刈
到
調
法
剰
剴
司
河
ヨ
剰
釧
割
割
矧
の
規
定
に
よ
る
決
定

番
の
送
達
は
、
そ
の
正
本
に
よ
っ
て
十
る
。

（
異
鮭
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
痢
ゴ
コ
川
画
劉
つ

則
ヨ
判
剖
調
法
鯛
ゴ
コ
制
副
詞
剰
剖
制
剰
の
異
醗
の
申
立
て
は
、

書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

３
怯
痢
刺
コ
ー
「
斜
に
お
い
て
顕
用
す
る
民
事
所
舩
法
第
・
百

六
十
一
条
第
二
項
に
掲
げ
る
癖
項
を
記
載
し
た
第
一
項
の

寄
面
は
、
準
備
書
面
を
離
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
異
議
の
申
立
て
を
す
る
権
利
の
放
棄
及
び
異
鮭
の
申
立

剰
訓
利
河
川
剖
剰
法

（
柾
人
等
の
陳
述
淳
の
閣
書
記
載
の
省
路
等
）

荊
引
司
河
匂
剖
調
（
略
）

２
（
略
）

（
決
定
に
お
け
る
申
立
書
等
の
引
用
・
法
剰
ゴ
コ
判
。
鋼
） lii iiiぴ

第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
に
は
、
申
立
書
そ
の
他
の
主

弧
啓
面
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
決
定
書
の
送
遠
・
怯
潮
司
司
可
．
型
写

剰
引
刀
川
匂
剰
法
剰
ゴ
コ
コ
剖
鋼
函
割
．
珂
の
規
定
に
よ
る
決
定

書
の
送
達
は
、
そ
の
正
本
に
よ
っ
て
十
る
。

（
異
鮭
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
鯛
弐
刀
剖
．
斜
）

剰
訓
．
Ⅱ
到
剰
法
剃
ゴ
コ
４
コ
剰
罰
。
割
判
の
異
蹴
の
申
立
て
は

、
啓
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
同
上
）

３
法
荊
呵
利
呵
剰
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
醗
舩
法
第
百
六

十
一
条
節
二
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
第
一
項
の
轡

面
は
、
鍛
備
書
面
を
鉄
ね
る
も
の
と
す
る
。

（
異
鮭
の
申
立
て
を
す
る
権
利
の
放
棄
及
び
異
蹴
の
申
立

潮
ゴ
判
到
刎
剰
法

（
鉦
人
等
の
陳
述
節
の
図
書
記
載
の
省
略
等
）

剰
引
到
判
判
剰
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
決
定
に
お
け
る
申
立
害
等
の
引
用
・
法
痢
ゴ
コ
剖
剴
斜
）

（
断
股
）

び
第
三
号
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お
い
て
準
用
す
る
鳩
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
規
定
に
よ
る
書
柾
の
申
出
は
、
法
剰
剖
司
河
対
劉
劉
割
引

刺
（
法
痢
司
司
珂
刈
斜
鋼
凧
剰
判
に
お
い
て
噸
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
妃
録
中
の
書
証
と

す
べ
き
文
書
ご
と
に
、
文
書
の
標
目
、
作
成
者
そ
の
他
文

書
の
特
定
の
た
め
に
必
要
な
享
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

（
啓
証
の
写
し
の
提
出
を
要
す
る
姐
合
・
法
痢
剴
司
呵
廿
副
詞

）

剃
ゴ
コ
剖
叫
斜
法
剰
剴
訶
呵
制
剖
調
の
規
定
に
よ
る
書
旺
の
申
出

を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
に
損
害
賠
償
命
令
事
件

の
当
事
者
で
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
餓
申
出
を
す
る

て
の
取
下
げ
・
法
鋼
ゴ
コ
制
劉
銅
）

剰
剴
コ
ー
司
剰
（
略
）

２
．
３
（
略
）

（
法
痢
ゴ
コ
判
型
須
飼
。
割
剰
等
の
規
定
に
よ
る
指
定
等
）

剰
到
．
Ｊ
剴
剰
法
剰
ゴ
コ
判
判
鯛
剰
Ｊ
剖
珂
霊
剰
ゴ
コ
削
剥
剰
剰

画
制
別
に
お
い
て
蛾
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
掬
定
及
び
そ
の
度
更
は
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に

つ
い
て
の
裁
判
に
対
す
る
適
法
な
異
醗
の
申
立
て
又
は
法

剰
ゴ
コ
刈
矧
詞
剰
斗
制
科
若
し
く
は
第
二
項
の
決
定
の
時
ま
で

に
魯
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
略
）

（
特
例
に
よ
る
書
証
の
申
出
の
方
式
・
法
鯛
ゴ
コ
川
司
製
）

剰
剴
引
荊
ゴ
コ
調
法
卿
司
司
呵
制
副
詞
（
法
飼
到
。
判
剖
判
銅
制
珂
凹
制
到
に

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
記
録
中
の
轡
証
と

す
べ
き
文
書
ご
と
に
、
文
書
の
標
目
、
作
成
者
そ
の
他
文

書
の
特
定
の
た
め
に
必
要
な
本
項
を
記
載
し
た
魯
面
で
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
同
上
）

（
魯
証
の
写
し
の
提
出
を
要
す
る
場
合
・
法
潮
刮
司
河
剥
剖
詞

）

剰
ゴ
コ
Ｊ
引
剰
法
荊
ゴ
コ
ｕ
列
斜
の
規
定
に
よ
る
害
鉦
の
申
出

を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
に
損
害
賠
償
命
令
享
件

の
当
事
者
で
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
咳
申
出
を
す
る

て
の
取
下
げ
・
法
剰
ゴ
コ
剖
。
鍋
）

剰
引
利
呵
刈
剖
剰
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

（
法
剰
ゴ
コ
制
劉
調
剰
斗
剖
珂
等
の
規
定
に
よ
る
指
定
等
）

期
ゴ
コ
剖
剰
法
剰
ゴ
コ
制
罰
詞
剰
斗
制
珂
（
法
剰
ゴ
コ
川
創
調
剰
呵
「

卿
に
お
い
て
蛾
用
す
る
掛
合
を
含
む
．
）
の
規
定
に
よ
る

指
定
及
び
そ
の
変
更
は
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ

い
て
の
栽
判
に
対
す
る
適
法
な
異
蟻
の
申
立
て
又
は
法
剃

ヨ
判
刷
刈
劉
劉
判
．
刑
若
し
く
は
第
二
項
の
決
定
の
時
ま
で
に

書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
同
上
）

（
特
例
に
よ
る
書
柾
の
申
出
の
方
式
・
法
剰
引
。
“
判
剰
）

鯛
ゴ
コ
ー
司
剥
法
鯏
ゴ
コ
刈
到
調
（
法
剰
ゴ
コ
川
創
詞
潮
刺
割
判
に

お
い
て
畑
用
す
る
鯛
合
を
含
む
。
吹
条
に
お
い
て
同
じ
。

Ｊ
の
規
定
に
よ
る
害
旺
の
申
出
は
、
法
鯏
剴
司
呵
到
劉
謝
割
引

岡
（
法
剰
刮
刀
川
刈
須
耐
制
剴
到
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
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時
ま
で
に
、
啓
証
と
す
べ
き
文
香
の
写
し
一
通
（
当
餓
文

魯
を
送
付
す
べ
き
損
害
蹄
償
命
令
事
件
の
当
平
者
で
な
い

相
手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
敵
の
通
敵

）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

（
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
の
正
本
等
の
禄
式
・
法
剰

凹
型
剖
調
等
）

鯛
剴
司
呵
到
劃
調
（
略
）

（
民
事
訴
舩
規
則
の
準
用
〉

鯛
剴
司
呵
対
副
詞
（
略
）

！
；誰誰
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規
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単

用
一

！
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時
ま
で
に
、
香
鉦
と
す
べ
き
文
書
の
写
し
一
通
（
当
餓
文

書
を
送
付
す
べ
き
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
当
事
者
で
な
い

相
手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
敵
の
通
数

）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
同
上
）

（
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
の
正
本
弊
の
禄
式
・
法
剃

ヨ
判
到
判
鋼
等
）

鋼
ゴ
司
呵
ヨ
副
詞
（
同
上
）

（
民
事
所
陸
規
則
の
鎚
用
）

鯛
ゴ
コ
制
割
調
（
同
上
）

（
民
事
所
舩
費
用
等
に
関
す
る
規
則
の
鍍
用
）

潮
ゴ
「
呵
到
副
詞
（
同
上
）

（
刑
事
斫
舩
規
則
の
通
用
等
）

潮
ゴ
訶
呵
対
到
調
（
同
上
）

２
～
４
（
同
上
）

（
新
般
）

－189－
－190－

附
則
第
三
条
関
係
Ｉ
刑
事
訴
舩
規
則
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
載
判
所
規
則
第
三
十
四
号
）

更
）
、
第
百
八
十
三
条
か
ら
第
百
八
十
六
条
ま
で
（
不

出
頭
の
場
合
の
診
断
香
の
提
出
等
）
、
第
百
九
十
一
条

の
二
（
鉦
人
等
の
出
頭
）
、
鋪
二
百
十
二
条
（
弁
飴
時

間
の
制
限
〉
、
第
二
百
十
五
条
（
公
判
廷
の
写
真
撮
影

等
の
制
限
〉
、
第
二
百
五
十
六
条
（
違
憲
判
断
事
件
の

優
先
審
判
）
及
び
第
三
百
三
条
（
検
察
官
及
び
弁
膜
人

の
所
舩
遅
延
行
為
に
対
す
る
処
固
）
の
規
定
は
、
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
十
、
こ
れ
を
適
用
又
は

準
用
す
る
。

二
～
六
（
略
〉

釦
阻
』
陳
眉
ｔ
十
力

間
合
の
処
迩
）
、
篇
宵

鰍
日
に
出
即
Ｌ
・
唾
ｒ
窮

几
鐘
宋
の
四
（
公
判
期
》
円

）
、
第
百
八
十
三
条
か
ら
第
百
八
十
六
条
ま
で
（
不
出

頭
の
場
合
の
診
断
書
の
提
出
等
〉
、
第
百
九
十
一
条
の

二
（
証
人
梓
の
出
頭
）
、
第
二
百
十
二
条
（
弁
麟
時
間

の
制
限
）
、
第
二
百
十
五
条
（
公
判
廷
の
写
真
撮
影
等

の
制
限
）
、
第
二
百
五
十
六
条
（
違
憲
判
断
事
件
の
優

先
審
判
）
及
び
第
三
百
三
条
（
検
察
官
及
び
弁
膜
人
の

餌
舩
遅
延
行
為
に
対
す
る
処
回
）
の
規
定
は
、
第
一
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
適
用
又
は
準

用
す
る
。

二
～
六
（
同
上
）

知
日
に
出
剛
し
な
り
宏

几
条
の
四
（
公
判
期
円

問 弁 浬

朗 霞 支
日 人 の
刀 鑑 堀

不 支 合
愛 の 切
画 廻 棚

－191－
－192－



卵
匹
塞

置
け

附
則
第
四
条
関
係
ｌ
国
税
庁
監
察
官
の
行
う
捜
壷
に
関
す
る
刑
事
所
舩
規
則
の
適
用
に
閲
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
最
高
裁

判
所
規
則
第
十
九
号
）

匡
親
庁
監
察
官
が
財
務
省
股
侭
法
（
平
成
十
一
年
法
律
趣

十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
捜
査
に
つ
い

は
、
刑
事
所
舩
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
戯
判
所
規
酬

二
十
二
号
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
錫
合
に
お
い
て

回
規
則
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
丑

劉
司
対
Ｊ
判
到
銅
鋼
．
割
判
中
『
司
法
馨
察
風
」
と
あ
る
の
は

「
画
兇
予
監
贋
訂
一
と
兜
い
芽
‐
Ｅ
６
Ｊ
，
．
・
ト
ー
リ
。

（
測
叩
馴
戯
胡
側
の
適
用
に
閥
す
る

が
取
り
第
四
十
三
条
法
第
二
条
第
一
頃
の
今

鯏
匹
窪

定
け

国
・
ニ
タ
自
一
３
Ｈ

こ
れ
ら
の
項
の
随

躯
訴
舩
規
則
第
三

二
十
四
柴
の
規
定

』
鼻
官
が
財
溺
省
般
囮
注
（
平
成
十
一
年
法
律
憶

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
捜
査
に
つ
い

・
所
睦
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
戟
判
所
規
則

》
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
り
目
今
こ
ら
、
ｒ

詞
下
す
る
決
定
に
つ
い

采
第
三
項
及
び
賄
四
両

－194－
－193－

扱
わ
れ
る
栂
合
に
お
け
る
刑
事
訴
舩
規
則
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
吹
の
表
の
上
棡
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定

中
同
表
の
中
棡
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

扱
わ
れ
る
鳩
合
に
お
け
る
刑
事
断
舩
規
則
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定

中
同
表
の
中
桐
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

－196－
－195－

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

剥
八

調
十

七 、

条第

の 百

へ

略
一

第
百
六
条
第

一

項

合
鮭
体
の
檎

成
貝

へ

略
一

裁
判
官

合
鮭
体
の
構

成
員
で
あ
る

戦
判
官

へ

略
…

戯
判
官
又
は

戯
判
官
及
び

戦
判
員

（
同
上
）

三
節
三
項
、

第
二
百
十
七

条
の
十
二
（

第
二
百
十
七

条
の
二
十
九

に
お
い
て
串

用
す
る
鍋
合

を
含
む
．
）

（
同
上
）

（
同
上
〉

4副

謂七 、

条第

の 百

（
同
上
）

第
百
六
条
第

■■■■

項

合
鮭
体
の
栂

成
員

（
同
上
）

鮫
判
官

合
厳
体
の
綱

成
員
で
あ
る

裁
判
官

（
同
上
〉

裁
判
官
又
は

裁
判
官
及
び

裁
判
貝



附
則
第
六
条
関
係
ｌ
不
正
競
争
防
止
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
件
に
係
る
刑
事
餌
陸
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
四
号
）

三
．
（
略
）

２
（
略
）

（
公
判
期
日
外
の
被
告
人
の
供
述
を
求
め
る
手
統
・
法
第

二
十
六
条
）

第
八
条
刑
事
腓
訟
規
則
第
三
十
八
条
（
第
二
項
第
二
号
及

び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
並
び
に
第
七
項
を
除
く
。
）

、
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
本
文
、
第
五
十
二
条

の
二
、
第
五
十
二
条
の
四
、
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
、

第
五
十
二
条
の
六
、
第
五
十
二
条
の
十
四
、
第
五
十
二
条

の
十
五
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
十
六
、
第
百
六
条
（
第

一
項
た
だ
し
害
、
第
二
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第

百
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
二
十
六
条
列

の
規
定

三
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
公
判
期
日
外
の
被
告
人
の
供
述
を
求
め
る
手
続
・
法
第

二
十
六
条
）

第
八
条
刑
事
所
舩
規
則
第
三
十
八
条
（
第
二
項
第
二
号
及

び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
並
び
に
第
七
項
を
除
く
。
）

、
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
本
文
、
第
五
十
二
条

〃

の
二
、
第
五
十
二
条
の
四
、
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
、

第
五
十
二
条
の
六
、
第
五
十
二
条
の
十
四
、
第
五
十
二
条

の
十
五
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
十
六
、
第
百
六
条
（
第

一
項
た
だ
し
害
、
第
二
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第

百
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
二
十
六
条
到

酬
潮
司
到
別
河
川
須
刎
Ｊ
１
「
の
規
定
は
、
法
第
二
十
六
条
第

刑
亭
腓
訟
規
則
鯛
ゴ
ヨ
引
凹
鯛
飾
四
項
の
規
定
に
ょ
ス

Ｉ
明
協

－197－
－198－ I

は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
判
期
日
外

に
お
い
て
被
告
人
の
供
述
を
求
め
る
手
続
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
吹
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

同
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
梱
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
腕
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
判
期
日
外
に
お
い
て
被
告
人
の
供

述
を
求
め
る
手
続
に
つ
い
て
軍
用
す
る
。
こ
の
磐
合
に
お

い
て
、
吹
の
表
の
上
棡
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定
中
同
表

の
中
棡
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
に
暁
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

－199．－
－200－

第
三
十
八
条

第
五
項

裁
判
長
又
は

尋
問
を
し
た

叙
判
官

被
疑
者
又
は

弁
醗
人

裁
判
長

弁
瑛
人
、
共

同
被
告
人
又

は
そ
の
弁
護
、

人

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一
｡

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
…

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

第
三
十
八
条

第
五
項

裁
判
長
又
は

尋
問
を
し
た

裁
判
官

被
疑
者
又
は

弁
硬
人

裁
判
長

１
９

人は同 弁

繊
人
、
共

被
告
人
又

そ
の
弁
霞

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（同上）（同上）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
〉

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
・
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）



２
．
３
（
略
）

２
．
３
（
同
上
）

－202－

-201－

銅
呵
司
判
り
Ｈ
刈
刈

鋼
１
鋤
川
可
．
制
詞

剖
制
判
及
び
第

二
項

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

弁
醗
人

被
告
人

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

そ
の
弁
賎
人

共
同
被
告
人

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

j

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
営

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

●

へ

賂
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
…

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

．略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
…

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
…

へ

略
一

扇副

調及び第
（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

弁
瞳
人

被
告
人

（
同
上
）

（
同
上
〉

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

そ
の
弁
暎
人

共
同
被
告
人

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

｛
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
〉

（
同
上
）

（
同
上
）

〈
同
．
上
）

（
同
上
）

、
（
同
上
〉

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
〉

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）


